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開  会  

 議  長  おはようございます。 

ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、平成２８年第２回東峰村議会定例会を開会いたしま

す。 

 （９時３０分） 

 開  議  

 議  長  本会議に先立ち、議長の諸般の報告を行います。 

 報告は、お手元にお配りしております議案書の最後のページの、議長諸般報告をも

って代えさせていただきます。 

 それでは、ただ今から配布しております日程により、議事を進めてまいります。 

 日程第１  

 議  長  日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、 

５番 高橋弘展議員、６番 梶原文明議員を指名いたします。 

 日程第２  

 議  長  日程第２ 「会期の決定について」を、議題といたします。 

 議会運営委員会委員長に、会議等議会運営委員会の報告を求めます。 

９番 長澤貞義議員 

 ９  番  今期定例会の議会運営にあたり、議会運営委員会の協議の結果について、ご報告を

申し上げます。 

 本日招集に係る平成２８年第東峰村議会第２回定例会の運営につきましては、去る

２月２６日に議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、議案につきましては、条例の制定及び一部改正等が１３件、平成２７年度一

般会計・特別会計の補正予算が３件、平成２８年度一般会計・特別会計の当初予算が

４件、同意が１件、発議が１件、予定されています。 

 会期につきましては、慎重に審議をいたしまして、本日７日から１５日までの９日

間と決定いたしました。 

 会期日程につきましては、お手元に日程表を配布しております。 

 まず、議案上程後、村長のあいさつ及び提案理由の説明を聴取し、各課長の補足説

明の後、通告順に９名の議員の一般質問を予定いたしております。 

 当初予算については、予算審査特別委員会を設置・付託し、審議をしたいと思いま

す。 

最終日に議案の審議、質疑、討論、採決を予定いたしております。 

 以上、簡単でありますが、議会運営委員会の協議の概要であります。 

 本定例会が円滑に運営されますように特段のご協力を賜りますよう心からお願い

をいたしまして、報告といたします。 

 議  長  ただ今、議会運営委員長より報告がありました。 

 本定例会の会期は、本日７日から１５日までの９日間といたしたいと思います。 

 お諮りいたします。 

 これに、ご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、会期は、３月７日から３月１５日までの９日間と決定をいたしま

した。 

 日程第３  

 議  長  次に、日程第３ 事務局長に議案の上程報告を求めます。 
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事務局長 

（事務局長議案上程報告） 

 議  長  事務局長の議案の上程報告が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 「村長あいさつ及び提案理由の説明」を、お願いします。 

村長 

 村  長  皆さん、改めましておはようございます。 

 本日ここに平成２８年第２回東峰村議会定例会を招集いたしましたところ、議員各

位におかれましては、公私ともにお忙しい中ご参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。 

 春弥生、長かった寒さもやっと峠を越え、木も花もつぼみを膨らませ日ごとに人々

の動きもにぎやかとなり、春を身近に感じる季節となりました。 

 平成２８年度予算にあたりましては、通常の予算の他、小石原川ダム建設事業の水

特法に係る事業、１月の臨時議会で、東峰村まち・ひと・しごと創生総合戦略のご可

決をいただき、その地方創生実施に向けた事業、籾乾燥機械設置などのライスセンタ

ーに係る事業など、実施にあたり大型の予算となりました。 

 また、村の人口、特に若年層及び子育て世代の人口を増やすことを目的とする施設

である定住促進住宅の入居の募集も順調に推移し、村内外から全戸の入居の申し込み

をいただき、現在、入居者を選定している段階であります。 

 小石原川ダム建設事業、地方創生関連事業、ライスセンター事業など、いずれにい

たしましても、その推進、実現のためには、議員各位のご理解とご協力は欠かせませ

んので、ご審議をよろしくお願いいたしたいと思います。  

 それでは、本定例会に執行部から提案しております各議案につきまして、ご説明を

申し上げます。 

 本定例会には、条例の制定または一部改正について６件、補正予算について３件、

当初予算について４件、その他指定管理者の指定について７件、同意案件１件、合計

２１件の議案等を提案申し上げ、ご審議をお願いする次第であります。 

 議案第３号、東峰村区長設置条例の制定につきましては、行政区及び区長会の円滑

な運営に資するため、本条例を制定するものです。 

 議案第４号、東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃止する条例の制定につきまし

ては、東峰村子育て支援条例の制定に伴い、東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃

止する必要が生じたため、本条例を制定するものです。 

 議案第５号、東峰村子育て支援条例の制定につきましては、子どもの出産を奨励し、

子育てを支援するため、東峰村子育て支援金を支給することにより、子どもの健全な

育成を応援し、福祉の資質の向上等に資することを目的とするため、本条例を制定す

るものです。 

 議案第６号、東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきましては、人事院勧告に準じて東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部

を改正するものです。また、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する

法律が、平成２６年５月１４日に公布され、平成２８年４月１日から施行されること

に伴い、必要な事項について整備するものです。 

 議案第７号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

きましては、行政不服審査法の全部改正に伴い、関係条例の整備を行う必要が生じた

ため、行政不服審査法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するもので

す。 

 議案第８号、東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

きましては、行政不服審査法が平成２６年６月１３日に、また行政不服審査法施行令
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が平成２７年１１月２６日に、それぞれ公布されたことに伴い、審査の手続きその他

審査に関し必要な事項を定めるものです。 

 議案第９号、東峰村小石原焼伝統産業会館の指定管理者の指定につきましては、東

峰村小石原焼伝統産業会館の管理運営に関する基本協定に基づく指定期間が、平成２

８年３月３１日をもって終了するため、新たに指定管理者を指定するものです。 

 議案第１０号、東峰村陶の里館の指定管理者の指定につきましては、東峰村陶の里

館の管理運営に関する基本協定書に基づく指定管理期間が、平成２８年３月３１日を

もって終了するため、新たに指定管理者を指定するものです。 

 議案第１１号、東峰村交流促進施設鼓の里の指定管理者の指定につきましては、東

峰村交流促進施設鼓の里の管理運営に関する基本協定書に基づく指定期間が、平成２

８年３月３１日をもって終了するため、新たに指定管理者を指定するものです。 

 議案第１２号、東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎）の指定管理者の指定につきま

しては、東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎）の管理運営に関する基本協定書に基づ

く指定期間が、平成２８年３月３１日をもって終了するため、新たに指定管理者を指

定するものです。 

 議案第１３号、東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定につきまして

は、東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の管理運営に関する基本協定書に基づく指定期

間が、平成２８年３月３１日をもって終了するため、新たに指定管理者を指定するも

のです。 

 議案第１４号、東峰村棚田親水公園の指定管理者の指定につきましては、東峰村棚

田親水公園の管理運営に関する基本協定書に基づく指定期間が、平成２８年３月３１

日をもって終了するため、新たに指定管理者を指定するものです。 

 議案第１５号、東峰村山村文化交流の郷いぶき館の指定管理者の指定につきまして

は、東峰村山村文化交流の郷いぶき館の管理運営に関する基本協定書に基づく指定期

間が、平成２８年３月３１日をもって終了するため、新たに指定管理者を指定するも

のです。 

 議案第１６号、平成２７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）につきま

しては、歳入歳出にそれぞれ１億５，２６２万５千円を追加し、歳入歳出総額を３１

億１，７１７万９千円とするものです。 

 歳出では、土木費における水源地域整備事業費で、積立金１億５，３０６万３千円

の増加が最も大きな補正の要因で、その他情報セキュリティ強化対策事業として２，

２５７万２千円、国民健康保険基盤安定費への操出金１，９２１万４千円、臨時給付

金事業費として１，５０８万７千円などを計上しております。 

 歳入では、水源涵養基金支援金８，３５３万６千円、水源地域振興整備事業基金か

らの繰入金５，８２０万９千円、広域圏分配金２，７０６万９千円などを計上してお

ります。 

 議案第１７号、平成２７年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第２

号）につきましては、歳入歳出それぞれから２，２４４万円を減額し、歳入歳出総額

を１億１，８４８万９千円とするものです。 

 議案第１８号、平成２７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算

（第２号）につきましては、歳入歳出それぞれに６００万１千円を追加し、歳入歳出

総額を３億９，２４７万９千円とするものです。 

 議案第１９号、平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算につきましては、対前年

度比６億８，２３３万５千円、２５．１％増の３３億９，８６６万６千円といたしま

した。 

 それでは、一般会計の歳入の概要について、ご説明申し上げます。 
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 まず、消費税率の引き上げにより、地方消費税交付金は９８０万円、２９．７％の

増となっています。 

 地方交付税につきましては、国勢調査人口及び公債費の減に伴って、対前年度比マ

イナスの２千万円、１．５％減の１３億１千万円となっています。 

 その他ライスセンター事業費及び小石原川ダム関連事業費に伴うそれぞれの収入

が、大きく伸びているものです。 

 次に、歳出の主な内容につきまして、目的ごとに概要をご説明申し上げます。 

 まず総務費は、電算事務費等が減となりましたが、地域おこし協力隊に係る費用等

の増により、２，３９６万４千円、３．３％増の７億５，１１１万６千円といたしま

した。 

 民生費は、国民健康保険特別会計への操出金が減となりましたが、児童福祉費の増

等により１，２６９万７千円、２．８％増の４億６，３３５万４千円といたしました。 

 保健衛生費はマイナス４５５万１千円、２．４％の減で１億８，３３２万５千円、

農林水産費はマイナス９０３万２千円、２．４％の減で３億６，１７３万３千円とな

りました。 

 商工費は、観光施設管理費の増により５，４５６万８千円、１０７．３％増の１億

５４２万３千円といたしました。 

 土木費は、水源地域整備事業等により３億３，５８６万１千円、１０９．１％増の

６億４，３５８万円といたしました。 

 消防費は２，４３９万５千円、２４．５％増の１億２，３９５万６千円、教育費は

４３１万９千円、４．４％増の１億３３２万７千円といたしました。 

 公債費はマイナス７，８８６万８千円、２３．８％減の２億５，３０８万４千円、

諸支出金では、水源地域整備事業による小石原浄水場系統管理費への操出金の増によ

り３億２，４９２万１千円、１，０３７．２％の増、３億５，６２４万８千円といた

しました。 

 なお、詳細につきましては、予算審査特別委員会におきまして、担当課長から説明

をさせますのでよろしくお願いを申し上げます。 

 次に、特別会計について説明をいたします。 

 議案第２０号、平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算につきまし

ては、対前年度比５億２，０１１万１千円、３８０．９％増の６億５，６６４万９千

円といたしました。 

 増の要因といたしましては、水源地域整備事業における小石原地区簡易水道水量拡

張事業によるものです。 

 議案第２１号、平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算につき

ましては、前年度比マイナスの５４７万６千円、１．４％減の３億７，８９４万９千

円といたしました。 

 議案第２２号、平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算につきま

しては、対前年度比マイナス１４７万４千円、３．５％減の４，０８５万８千円とい

たしました。 

 同意第１号、東峰村副村長の選任につきましては、地方自治法第１５２条における

村長の職務を代理するものとして選任するため、地方自治法第１６２条の規定によ

り、議会の同意を求めるものです。 

 以上、提案理由の概要を説明申し上げましたが、いずれも今後の村政推進上重要な

案件でありますので、皆様方には十分なるご審議を賜りご可決いただきますようよろ

しくお願いを申し上げます。 

 議  長  以上、村長の提案理由の説明が終わりました。 
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 日程第５  

 議  長  次に、日程第５ 一般質問につきましては、日程第６から日程第２６までの補足説

明終了後に行います。 

 日程第６  

 議  長  次に、日程第６ 議案第３号「東峰村区長設置条例の制定について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務課長 

 総務課長  議案第３号について、補足説明をいたします。 

 議案第３号「東峰村区長設置条例の制定について」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由につきましては、行政区及び区長会の円滑な運営に資するため本条例を制

定するものでございます。 

 条例の内容でございますが、１７ページでございます。 

 まず第１条におきまして、目的として、本村行政の円滑なる運営と住民の自治意識

の高揚を図るため、行政区に区長を置くと定めるものです。 

 第２条では、行政区の区分を、１８ページの別表のとおりとして定め、必要によっ

ては統合または分割することもできるものとすると、定めるものでございます。 

 第３条では、区長の人数と申しますか、職務代理者まで含めて、区長１人、職務代

理者１人を置くと定めるものでございます。 

 第２項で、区長は、各行政区内住民の総意によって選出し、村長に届け出、村長が

これを委嘱するものとする。 

 第３項では、職務代理者につきまして、区長に事故があるときに代理していただく

ということでございます。 

 第４条では、区長の任期を定めております。 

 区長の任期は、２年とするというものでございます。 

 第５条では、区長会について、定めるものです。 

 区長をもって相互の連絡協調のため区長会を組織することができると。 

 また第２項では、区長会に会長を１人、副会長を１人置き、第３項では、区長会は

会長が招集し、四半期に１回以上開催すると定めるものでございます。 

 １８ページをお願いいたします。 

 第６条では、区長の職務について、第１号から第７号までを定めるものでございま

す。 

 第７条では、委任条項として、この条例の施行について必要な事項は、村長が別に

定めるというもので、別に定める内容といたしましては、別表にございます行政区の

区を１５区上げておるわけですが、その１５区の中身が、どの地区がどの区に該当す

るか、そういったものについては、規則なり条例以外で定めたいと思っております。 

 それから、第６条に定めております職務についても、区長の職務を大きく概要とし

て書いておるわけですが、詳細については、また別な方法で定めたいと思っておると

ころでございます。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行するということで

ございます。以上です。 

 日程第７・

日程第８ 

 

 議  長  次に、日程第７ 議案第４号「東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃止する条例

の制定について」、日程第８ 議案第５号「東峰村子育て支援条例の制定について」
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は、関連していますので、一括して補足説明を担当課長に求めます。 

住民税務課長 

住民税務課長  それでは１９ページ、議案第４号「東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃止する

条例の制定について」 

 上記条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由として、東峰村子育て支援条例の制定に伴い、東峰村新村民の誕生を祝福

する条例を廃止する必要が生じたため、本条例を制定するものであります。 

 次の２０ページに条文の内容です。 

 東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃止する条例の制定について 

 東峰村新村民の誕生を祝福する条例は、廃止する。 

 附則、施行期日、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 経過措置といたしまして、この条例の施行の期日までに、廃止前の東峰村新村民の

誕生を祝福する条例第２条の規定により、支給対象となるものに係る誕生祝金の支給

については、この条例の施行に関わらず、平成２８年４月３０日までの間、なお、そ

の効力を有するものとしております。 

 これにつきましては、支給者が出生後１カ月、東峰村の住民登録が必要ということ

で、１カ月の余裕を持っているところでございます。 

 次に、２１ページ、議案第５号「東峰村子育て支援条例の制定について」 

 上記条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由として、東峰村子育て支援金を支給することにより、子育て世代の移住を

促進するとともに、子育てに係る負担の軽減をはかることを目的とするため、本条例

を制定するものでございます。 

 内容につきましては、２２ページでございます。 

 東峰村子育て支援条例の制定について 

 東峰村子育て支援条例を次のように定める。 

 条例の目的といたしましては、先ほど提案理由の中と同じく、第１条で、支給する

ことにより、子育て世代の移住を促進するとともに、子育てに係る負担の軽減をはか

ることを目的としております。 

 定義といたしましては、養育者として祝金支給対象の子どもと同居するというこ

と。また、当該子どもが現に看護する親権を行う者、またそのた規則で定めるものと

するものでございます。 

 支給の要件につきましては、第３条で、祝金は支給対象の子どもを出産した者、ま

たは養育者で、規則に定める要件を満たす者というふうなことにしております。 

 支給金額につきましては、第４条でございます。 

 祝金は、子ども１人につき、次に定める額を支給するということで、子どもが誕生

したときには１０万円、子どもが小学校に入学したときは２０万円、子どもが中学校

に入学したときは２０万円というふうにしております。  

 手続き等につきましては、規則で定めることとしております。 

 審査の決定につきましては、第６条に規定し、不正受給の返還等についても、７条

で謳っておるところでございます。 

 その他、規則への委任につきましては、第８条、この条例の施行に関して、必要な

事項は規則で定めるというふうなところでございます。 

 附則、この条例は、平成２８年４月１日から施行するということで、この子育て支

援条例につきましては、まち・ひと・しごと総合戦略の基本目標の３、子育てしやす
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い村の重要度の高い事業でございます。以上です。 

 日程第９  

 議  長  次に、日程第９ 議案第６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について」 

 補足説明を担当課長に求めます。 

総務課長 

 総務課長  議案第６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由といたしましては、人事院勧告に準じて、東峰村一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正するものでございます。 

 また、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が、平成２６年

５月１４日に公布され、平成２８年４月１日から施行されるのに伴い、必要な事項に

ついて整備するものでございます。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 まず、第１条といたしまして、東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を次

のように改正するものでございます。 

 まず、第２０条でございますが、第２０条の第２項第１号で、勤勉手当の支給率を

改正するものでございます。 

 平成２７年度の人事院勧告では、勤勉手当を０．１月増やすということで勧告が出

されております。それにつきまして、従来は１００分の７５が６月と１２月に支給さ

れておりましたが、その部分を６月では１００分の７５、１２月では１００分の８５

ということで、１２月について０．１月増やすというものでございます。 

 第２号では、再任用職員の支給率について定めるものでございます。 

 附則といたしまして、２５ページでございます。 

 附則で、その他の経過措置ということで、これは、５５歳以上の職員で６級に位置

付けされる職員、いわゆる課長級でございます。 

 課長級は５５歳以上になりますと、給与を１００分の１．５減ずることになってお

ります。それについて、経過措置で計算方法を定めるものでございます。 

 次に、第２条ですが、東峰村一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように

改正するというものでございます。 

 まず第１条のアンダーライン部分です。地方公務員法の第２４条第５項、現行では

２４条第６項でございますが、これは、地方公務員法のほうで第２項が削除されてお

ります。項の繰り上げでございます。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ２６ページでは、第４条の第３項といたしまして、各級ごとの職務の分類は、別表

第３の等級別基準職務表のとおりとすると改正するもので、これは、以前は規則で、

級別職務分類表というのがございました。これは規則ではなく、条例で定めることと

されましたので、今回条例で定めるものでございます。 

 その表が別表第３となることで、次の第１１条の第２項では、改正前が別表第３と

あるのを、１つ繰り下げて、別表第４とするものでございます。 

 次に、第１９条の３では、行政不服審査法の改正に伴い、引用条例の改正でござい

ます。 

 次に、第２０条でございますが、第２０条では、平成２８年の４月１日以降は、人

事評価を実施することとされております。その関係で文言の改正をするものでござい
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ます。 

 次に、２７ページでございます。 

 ２７ページの第２０条の第２項第１号になる部分でございますが、これは、先ほど

１２月に支給する勤勉手当を１００分の８５ということで、０．１月増やしておりま

した。その部分については、２８年度以降は６月も１２月も１００分の８０と一律に

するものでございます。 

 第２号では、再任用職員の支給率について、定めるものでございます。 

 次に、その他の経過措置では、５５歳以上、６級の職員ですね、いわゆる課長級で

ございますが、その際の１．５％減額する計算方法について定めるものでございます。 

 ２８ページからは新たな給与表を付けております。 

 給与表の一部で、４級、５級について、給与表を追加している部分がございます。

これにつきましては、労使交渉によるもので、４級、５級の職員ですね、特に４級の

職員につきましては、管理職にならない限りですね、４級の給与表をずっと下るわけ

ですけど、年齢的に上がっていけば、一番上位級に就いた場合にですね、それ以上昇

給がもう全くないということになります。そういった部分については、今回労使交渉

がされまして、給与表の追加を今回行っておるところでございます。 

 ３６ページをご覧になっていただきたいと思います。 

 先ほど級別資格基準表というのが規則であると申し上げましたが、それを今回、条

例のほうで別表第３として、等級別基準職務表という表を条例で定めるものでござい

ます。 

 職務の級の１級から６級までについて、標準的な職務をそれぞれ定めるものでござ

います。 

 次に、３７ページでございます。 

 ３７ページ、第３条、東峰村職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部

を次のように改正するということで、これは、地方公務員法第２４条第６項が、第２

項がなくなったことにより、第５項に繰り上げるものでございます。 

 第４条の東峰村職員の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。これも同じ

く第５項へと繰り上げるものでございます。 

 附則におきましては、まず第１項といたしまして、この条例は、公布の日から施行

する。ただし、第２条から第４条までの規定は、平成２８年４月１日から施行すると

いうものでございます。 

 第２項で、第１条の規定による改正後の東峰村一般職の職員の給与に関する条例の

規定は、平成２７年１２月１日から適用する。 

 これは、１２月に支給されるべき勤勉手当については、２７年の１２月１日に適用

しますということでございます。 

 第１項のほうでは、本来のですね、６月、１２月を同率にした支給率に戻すと、そ

ういったことを附則で謳っているものでございます。 

 ３８ページの第３項ですが、給料表の改正の前日から引き続き同一の給料表の適用

を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達し

ないこととなる職員には、給料月額の他、その差額に相当する額を給料として、平成

３３年３月３１日まで支給すると。これは、給与表が基本的に、若年層では２，５０

０円程度増額となっております。 

 特にですね、５級、６級については、大きく減額される給与表の体系となっており

ます。それにつきましては、給与表は減額されますが、減給補償というのを以前から

行ってきておるわけですが、減給補償について、平成３３年３月３１日までは支給す

るというものでございます。 
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 次に、第４項の勤勉手当の内払いですが、第１条の規定による改正後の東峰村一般

職の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の東峰村一般

職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の東峰

村一般職の職員の給与に関する条例の規定による勤勉手当の内払いとみなすと。 

 すでに支給された分については、内払いとみなすと定めるものでございます。 

 以上です。 

日程第１０   

 議  長  次に、日程第１０ 議案第７号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について」、補足説明を担当課長に求めます。 

総務課長 

 総務課長  ３９ページをお願いいたします。 

 議案第７号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由といたしまして、全部改正された行政不服審査法が平成２６年６月１３日

に公布され、平成２８年４月１日から施行されるのに伴い、改正する条例の一部を改

正する必要が生じたためでございます。 

 ４０ページからが改正内容でございますが、議案配布をする際に、一緒にですね、

議員の皆様方に、改正行政不服審査法についてといった資料をお配りしておったと思

います。 

 なかなか内容が難しい点がございますが、かいつまんで申し上げますと、この説明

資料に載っております改正法の概要という欄が、１枚はぐっていただきますと、すぐ

ございます。上段のほうに。 

 その中で、不服申立て構造の見直しということで、今まで不服申立てと言われてい

た部分が、審査請求に変わるというのが、この行政不服審査法の改正に伴う大きな内

容でございます。 

 その他公正性の向上、審理員制度の導入、行政不服審査会等への諮問手続きの新設、

審査請求人等の手続き保障の拡充、そういったものがございます。 

 それから、大きな内容としては、使いやすさの向上、審査請求期間を３カ月に延長、

迅速性の確保等、その他救済手段の充実拡大、そういったものが今回の行政不服審査

法の改正内容でございます。 

 そういった内容に基づいて、本村の条例を改正するものでございます。 

 では、議案書の４０ページに戻っていただきたいと思います。 

 まず、目次の中で、第５章の不服申立てという言葉が、審査請求に変わると、これ

が大きな内容でまずございます。 

 それから、第１２条の第２号でもそういった内容が出てまいります。 

 次に、４１ページ、１７条も同様でございます。 

 第５章のまず１８条でございますが、この改正内容は、不作為行為についても対象

とするということで、この不作為行為と言いますのは、審査請求、これが村のほうに

例えばあった場合にですね、村が全くそれに対応せずに放っておいた場合、そういっ

た場合についても審査請求の対象になりますよという意味でございます。放置してい

た場合でも審査請求ができるということでございます。 

 ただ、次の２項のほうでは、それについては、審理員については適用しないと、そ

ういう内容でございます。 

 次に第１９条では、審査会への諮問について、行政不服審査法の手続きに沿って行
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いなさいということで、それについて定めるものでございます。 

 ４２ページをお願いいたします。 

 ここでも不服申立てという言葉が、審査請求に変わる部分が多いわけですが、第２

１条で、審査会の設置について、個人情報保護審査会規則を改正して、審査会の内容

については詳述することとしております。規則のほうで定めるということでございま

す。その規則には、この条例の第２４条で委任するようになっております。 

 次に４３ページのほうでは、２２条がなくなりますので、審査会については規則で

定めるということで、２２条がなくなりますので、条文の繰り上げがございます。 

 同じく４４ページの２４条が２３条に繰り上がり、２４条で規則へ委任するという

ものでございます。 

 次に、第２条では、東峰村個人情報保護条例の一部を次のように改正するというこ

とで、これは、目次の第５章、第６章にあった個人情報保護審査会、個人情報保護審

議会、これを合わせて情報公開、個人情報保護審査会へと改めるものでございます。 

 ２７条では、現行では不服申立てがあった場合の請求というのが、これが審査請求

ということに変わるということで、この手続きについては、改正後の改正法の流れに

沿っていくものでございます。それが２７条、２８条、２９条へと続いてまいります。 

 次に、４６ページでございますが、改正法の第３１条で、先ほど言いました名称が

変わるということで、情報公開、個人情報保護審査会と、そういった名称に変わるも

のでございます。 

 この審査会については、審査会と審議会をまとめて審査会を設置しますので、その

審査会の権限について、３３条以降に定めるものでございます。 

 ３４条では、意見の聴取とありますが、陳述に文言の改正がございます。これは、

改正法の内容に合わせるものでございます。 

 ４８ページをご覧いただきたいと思いますが、先ほどこの審査会と審議会、これを

１つにまとめて情報公開、個人情報保護審査会にするということにいたしますので、

規則への委任ということで、３５条でこの章に定めるものの他審査会に関し必要な事

項は規則で定めると、そのようにするものでございます。 

 その後については、各条番号の繰り上げを行うものでございます。 

 次に、４９ページをご覧いただきたいと思います。 

 ４９ページ、第３条では、東峰村税条例の一部を次のように改正するということで、

第１８条の２に不服申立てとある言葉を審査請求という言葉に置き換えるものでご

ざいます。 

 次に、５０ページをお願いいたします。 

 ５０ページでは、第４条東峰村手数料条例の一部を次のように改正する。 

 第１条で、行政不服審査法の規定による事務について追加するものでございます。 

 次に第５条では、手数料の減免を定めるものでございますが、この行政不服審査法

に基づく手続きについても、減免の対象とすると、そのように追加するものでござい

ます。 

 ５１ページでは、この行政不服審査法、改正案のほうのみご覧いただきたいと思い

ますが、改正案の中段辺りに、行政不服審査法第３８条の規定に基づき云々というの

がございますが、これに手数料を定めるものでございます。 

 ５２ページに附則といたしまして、まず、第１項、この条例は、平成２８年４月１

日から施行する。第２項経過措置といたしまして、実施機関の処分、または不作為に

ついての不服申立てであって、この条例の施工前にされた実施機関の処分又はこの条

例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の

例によると、定めるものでございます。 
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 それから、この条例につきましてはですね、インターネットのほうで他の市町村の

ほうで定めた部分も引用した部分もまたございまして、本来句点となるべき部分がで

すね、カンマになっている箇所が何カ所がございます。それにつきましては、句点に

置き換えて読んでいただきたいと思います。３、４カ所ございますので、申し訳ござ

いません。以上です。 

 休  憩  

 議  長  １０時３０分まで休憩します。 

（１０時２５分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、会議を再開します。 

（１０時３０分） 

日程第１１  

 議  長  次に、日程第１１ 議案第８号「東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正

する条例の制定について」、補足説明を担当課長に求めます。 

住民税務課長 

住民税務課長  ページ、５３ページをお願いします。 

 議案第８号「東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 提案理由として、行政不服審査法が平成２６年６月１３日に、また行政不服審査法

施行令が平成２７年１１月２６日にそれぞれ公布されたことに伴い、審査の手続き、

その他審査に関する必要な事項を定めるものでございます。 

 ５４ページ、５５ページ、５６ページで説明をしていきたいと思います。 

 平成２８年度東峰村の条例の第何号です。 

 東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

 東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を次のように改正する。 

 新旧対照表でご説明を申し上げます。 

 審査の申出、第４条につきまして、２項の１号に住所又は居所ということになって、

付け加えるものでございます。 

 それから、２号は付け加えでございますが、審査の申出に係る処分の内容というも

のも付け加えて、次は、号の繰り下げでございます。 

 ３項には行政不服審査法施行令の条文が入っております。 

 次に６項で、審査の申出人につきましては、資格を失った書面等に係るもので、そ

の書面については、審査委員会に届けなければならないというふうなことになってお

ります。 

 ５５ページ、書面の審理でございまして、６条の２項につきましては、前項の規定

にかかわらず、行政手続きにおける情報通信技術の利用に関する法律第３条第１項の

規定により、同項の規定に規定する電子情報処理組織が使用して弁明された場合に

は、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなすということになっていま

す。これにつきましては、電子文書、電子メールによる弁明書の提出が可能とする規

定を設けるものでございます。 

 次に、３項によりまして、弁明書の提出につきましては、弁明書の提出で、全部を

容認するというふうなことになったときには、文書の送付がしなくてよいというふう

なところでございます。 

 次に５項は、審査委員会は審査の申出から反論書の提出があったときは、これを村
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長に送付しなければならないというふうな項目が付け加えられております。 

 決定書の作成ですが、第１１条、これは、書類の明確化をしておりまして、委員会

は、署名の押印が決定書に必要というふうなところと内容の項目を明らかに条文化さ

れたものです。１号に主文、２号に事案の概要、次のページ３号に審査の申出人及び

市町村長の主張の要旨、その４号に理由というふうなところでございます。 

 附則、施行期日、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 適用区分につきましては、改正後の、先ほど言いました改正後については、平成２

８年度以降の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価

格に係る審査の申出について適用するということでございます。従来２８年度までに

つきましては、前の従前の例によるというふうな適用区分になっております。以上で

す。 

日程第１２  

 議  長  次に、日程第１２ 議案第９号「東峰村小石原焼伝統産業会館の指定管理者の指定

について」、補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  ５７ページでございます。 

 初めに、この伝統産業会館を含む村内７つの指定管理施設の管理委託期間が３月末

をもって終了するにあたり、新たに指定管理者を募集し管理運営を委託するものでご

ざいます。 

 平成２８年２月１５日からですね、１９日を募集期間としまして募集しましたとこ

ろ、現在、それぞれの施設で指定管理を行っている４団体から応募がありました。 

 選定につきましては、２月２４日開催の東峰村指定管理者選定委員会に諮問し、審

議の上、いずれの団体も管理指定を受けることが適当である旨の意見を得ておりま

す。 

 ５７ページです。 

 議案第９号「東峰村小石原焼伝統産業会館の指定管理者を指定について」 

 次のとおり東峰村小石原焼伝統産業会館の指定管理者を指定したいので、地方自治

法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 東峰村小石原焼伝統産業会館 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字小石原７３０番地９ 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 小石原焼陶器協同組合 理事長 太田哲三 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字小石原７３０番地９ 

３．指定期間 

 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで、５年間でございます。 

 提案理由、東峰村小石原焼伝統産業会館の管理運営に関する基本協定書に基づく指

定期間が、平成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当会館は、平成１０年に開館しまして、以来陶芸ファンをはじめ多数の来場者を迎

え、陶芸の歴史や絵付けなどの体験、さらには陶芸体験を開校するなどして、約１万

４千人の年間利用者があります。春と秋の民陶むらまつり、絵皿コンテストへの参加、

また小学校４年生の社会学習において、伝統的工芸品の学習のため、多くの小学校の

児童が訪れております。 

 応募者は、小石原焼陶器協同組合の１団体でございます。 

 管理の範囲でございますが、会館全館、駐車場、公衆トイレ、東屋、駐車場ですね、
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それと施設の植栽でございます。以上でございます。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  訂正をいたします。 

 日付のところでですね、平成２７年を２８年度に訂正をよろしくお願いします。以

上です。 

日程第１３  

 議  長  次に、日程第１３ 議案第１０号「東峰村陶の里館の指定管理者の指定について」、

補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  初めにですね、５８ページでございますが、訂正をよろしくお願いします。 

 中央部分ですね、平成２７年を２８年に訂正をよろしくお願いいたします。 

 議案第１０号「東峰村陶の里館の指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村陶の里館の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 東峰村陶の里館 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字小石原９４１番地３ 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 株式会社小石原陶の里 代表取締役 森山元實 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字小石原９４１番地３ 

３．指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで、５年間でござい

ます。 

 提案理由、東峰村陶の里館の管理運営に関する基本協定書に基づく指定期間が、平

成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当館は、平成１１年３月道の駅小石原としてオープンし、年間約１３万人もの方に

利用していただいております。東峰村の情報拠点とし、また小石原焼をはじめ農産物

などの地元特産物や各地の産物を取り扱い、観光施設の拠点、地域の核として地場産

業の振興に寄与しているところでございます。 

 応募者は、株式会社小石原陶の里の１団体でございます。 

 管理の範囲といたしましては、陶の里館全館と公衆トイレ及び駐車場、及び植栽で

ございます。以上でございます。 

日程第１４  

 議  長  次に、日程第１４ 議案第１１号「東峰村交流促進施設鼓の里の指定管理者の指定

について」、補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  ５９ページでございます。 

 議案第１１号「東峰村交流促進施設鼓の里の指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村交流促進施設鼓の里の指定管理者を指定したいので、地方自治法

第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 東峰村交流促進施設鼓の里 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字小石原鼓２８４６番地 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 有限会社鼓の里 代表取締役 小野保徳 
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（２）所在 朝倉郡東峰村大字小石原鼓３４９２番地１ 

３．指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで、５年間でござい

ます。 

 提案理由、東峰村交流促進施設鼓の里の管理運営に関する基本協定書に基づく指定

期間が、平成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当施設は、お土産品をはじめ農産物などの販売や食堂といった観光客の立ち寄り場

として、利用者の増大を図られております。 

 最近では、近隣に類似施設の整備が進み、売り上げは減少傾向にあるとは言え、根

強い固定客を持ち、近年の地場産業の振興に貢献する施設の１つでございます。 

 また、ぽーん太の森につきましては、平成１１年より公園とキャンプサイト及びコ

テージを併設させた自然体験型宿泊施設として整備され、毎年宿泊に訪れる家族等に

人気の施設でございます。年間約５，３００人の宿泊客がございます。 

 応募者は、有限会社鼓の里１団体でございます。 

 管理の範囲でございますが、産業センター、駐車場、農産物直売所、屋外トイレ、

農産物加工施設、陶芸教室及びぽーん太の森キャンプ場の施設全域ですね、それと植

栽でございます。以上でございます。 

日程第１５   

 議  長  次に、日程第１５ 議案第１２号「東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎）の指定管

理者の指定について」、補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  ６０ページでございます。 

 議案第１２号「東峰村管理宿泊施設の指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村簡易宿泊施設の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎） 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字宝珠山２２７２番地１ 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 株式会社宝珠山ふるさと村 代表取締役社長 澁谷博昭 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字福井２２９６番地１ 

３．指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でござい

ます。 

 提案理由、東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎）の管理運営に関する基本協定書に

基づく指定期間が、平成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当施設は、旧宝珠山小学校の校舎を利用した農村ツーリズムの宿でございます。裸

電球や五右衛門風呂などの昔の田舎の懐かしい生活を体験できる施設です。また、土

日営業のランチ営業では、農山村ならではの懐かしい体験メニューも提供しておりま

す。年間の来客数は約３，９００人です。 

 応募者は、株式会社宝珠山ふるさと村の１団体でございます。 

 管理の範囲でございますが、楽舎全館と体育館それと駐車場、弓道場は含みません。

以上でございます。 

日程第１６  

 議  長  次に、日程第１６ 議案第１３号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者

の指定について」、補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 
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企画政策課長  ６１ページでございます。 

 議案第１３号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者を指定したいので、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 東峰村岩屋キャンプ場・山村広場 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字宝珠山４１７１番地 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 株式会社宝珠山ふるさと村 代表取締役社長 澁谷博昭 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字福井２２９６番地１ 

３．指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間でござい

ます。 

 提案理由でございます。 

 東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の管理運営に関する基本協定書に基づく指定期間

が、平成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当施設は、宝珠山地区に宿泊客を呼び込むために設置された施設の１つでございま

す。キャンプ場裏には岩屋神社や、また岩屋国定公園があり、歴史と自然を同時に満

喫できる人気の施設となっております。年間の来客数は約３千人でございます。 

 応募者は、株式会社宝珠山ふるさと村の１団体でございます。 

 管理の範囲でございますが、コテージ・バンガローを含むキャンプ場の全施設及び

野外ステージを含む山村広場の全施設と駐車場と植栽でございます。以上でございま

す。 

日程第１７  

 議  長  次に、日程第１７ 議案第１４号「東峰村棚田親水公園の指定管理者の指定につい

て」、補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  ６２ページでございます。 

 議案第１４号「東峰村棚田親水公園の指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村棚田親水公園の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４

４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 東峰村棚田親水公園 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字宝珠山３１００番地１ 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 株式会社宝珠山ふるさと村 代表取締役社長 澁谷博昭 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字福井２２９６番地１ 

３．指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１までの５年間でございま

す。 

 提案理由としましては、東峰村棚田親水公園の管理運営に関する基本協定書に基づ

く指定期間が、平成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当施設は、棚田の高低差を利用しまして、宝珠山川の水を引き込んだ河川プールで、

通称こいのぼりプールと呼ばれるこの河川プールは、プールとプールの滑り台で繋い

であります。家族連れに人気のある施設でございます。 

 平成２６年の６月から８月ですね、夏場の３カ月間の営業で、約１２，６００人の
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利用がありました。 

 応募者は、株式会社宝珠山ふるさと村の１団体でございます。 

 管理の範囲でございますが、河川プールと体験交流センター、ステージを含む全施

設と駐車場、それと公園内の植栽でございます。 

 ほたる館とほたるドームについては含みません。以上でございます。 

日程第１８  

 議  長  次に、日程第１８ 議案第１５号「東峰村山村文化交流の郷いぶき館の指定管理者

の指定について」、補足説明を担当課長に求めます。 

企画政策課長 

企画政策課長  ６３ページです。 

 議案第１５号「東峰村山村文化交流の郷いぶき館の指定管理者の指定について」 

 次のとおり東峰村山村文化交流の郷いぶき館の指定管理者を指定したいので、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

１．指定管理施設の名称及び所在 

（１）名称 山村文化交流の郷いぶき館 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字福井２２９６番地１ 

２．指定管理者の名称及び所在 

（１）名称 株式会社宝珠山ふるさと村 代表取締役社長 澁谷博昭 

（２）所在 朝倉郡東峰村大字福井２２９６番地１ 

３．指定期間 平成２８年４月１日から平成３３年３月３１まで、５年間でございま

す。 

 提案理由、山村文化交流の郷いぶき館の管理運営に関する基本協定書に基づく指定

期間が平成２８年３月３１日をもって終了するためでございます。 

 当施設は、筑豊の石炭を伊藤伝衛門が、現在の飯塚市にあった邸宅の一部を移築し

て、宝珠山炭鉱の幹部社員の社交場ですね、炭鉱倶楽部を復元したものでございます。 

 また、炭鉱でにぎわった大正、昭和時代から現在までの宝珠山の歴史を見守ってき

た建物でもございます。年間の入場者数は５，２００人でございます。 

 応募者は、株式会社宝珠山ふるさと村の１団体でございます。 

 管理の範囲でございますが、交流棟、展示棟、駐車場、庭及び植栽でございます。

以上でございます。 

日程第１９  

 議  長  次に、日程第１９ 議案第１６号「平成２７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算

（第４号）について」、補足説明を担当課長に求めます。 

総務課長 

 総務課長  ６４ページをお願いいたします。 

 議案第１６号「平成２７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）」でござ

います。 

 平成２７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５，２６２万５千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，１１７，１７９千円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用する

ことができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 
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 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

 ６５ページをご覧になっていただきたいと思います。 

 第１表の歳入歳出予算補正からでございますが、７款１項の地方交付税１，６６４

千円の増額補正から６６ページの１８款１項村債の３，３７０万の減額まで、それぞ

れの費目につきまして、増額又は減額するもので、歳入合計で１億５，２６２万５千

円を増額し、歳入合計３，１１７，１７９千円とするものでございます。 

 次に、６７ページでございます。 

 まず２款１項の総務管理費４，５４２万５千円の増額から、同様に６８ページの１

３款１項操出金の１５６万８千円の減額、これに至りますまで増額又は減額補正する

ものでございます。 

 補正の総額が１億５，２６２万５千円の増で、総額を３，１１７，１７９千円とす

るものでございます。 

 ６９ページをご覧になっていただきたいと思います。 

 第２表の繰越明許費でございます。 

 まず、今回繰り越すものにつきましては、２款１項の総務管理費の中で、財政管理、

一般事業として１，７４５万３千円がございます。これは、公会計整備委託について

５０７万６千円ございます。 

 それから、公共施設等総合管理計画作成委託、この２件合わせて１，７４５万３千

円を繰り越すものでございます。 

 次に、２款１項総務管理費の電算事務事業でございますが、これは、個人番号の関

係です。システム改修で厚生労働省分について７３４万４千円を繰り越すものでござ

います。 

 それから、個人番号も伴うわけですが、セキュリティの強化対策に伴います事業と

いたしまして２，２５７万２千円、合わせて３，０７１万６千円を繰り越すものでご

ざいます。 

 すみません、もう１件ございますね。個人番号カード交付事業費補助金というのが

ございます。県からの補助金ですけど、８０万円ほどあるんですが、これについても

電算事務事業の中で繰り越すものでございます。 

 次に、３項の戸籍住民登録費では、住基ネットワークシステム事業６万円を繰り越

すものです。これも個人番号の関係でございます。 

 事務費として６万円なんですが、繰り越すこととされております。 

 次に、３款１項民生費の総務管理費ですね、臨時給付金等給付事業１，６０７万９

千円を繰り越すものでございます。 

 同じく２項の児童福祉費で、児童福祉一般経費事業、子育てシステム改修委託、こ

れについて７０２千円を繰り越すものでございます。 

 次に、６款１項の農山村活性化事業、これは、ライスセンターの作成、試掘ボーリ

ングに係る部分でございます。これを３２０万円繰り越すものでございます。 

 次に、８款１項土木管理費の中で水源地域整備事業、塔の瀬集会施設の一部につい

て１，２３５万円を繰り越すものでございます。 

 次に、７０ページをご覧になっていただきたいと思います。 

 ７０ページでは、第３表地方債の補正でございます。 

 一般補助施設整備等事業債ということで、５２０万円今回追加するものでございま

す。これは、セキュリティ強化対策に充当するものでございます。 

 それでは、歳入の詳細について、７３ページから説明をしていきたいと思います。 
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 まず、７款１項１目の地方交付税でございますが、普通交付税について１６６万４

千円追加交付を受けるものでございます。 

 次に９款１項１目農林水産業費分担金でございますが、農村環境施設整備事業、農

村環境整備事業、畦畔コンクリートに係る分でございます。それに対する分担金でご

ざいます。 

 １０款１項総務使用料でございますが、公営住宅使用料の滞納繰越分について、歳

入補正するもものでございます。 

 次に、１１款１項１目民生費国庫負担金でございますが、障害者総合支援給付費国

庫負担金として１７０万、障害者医療国庫負担金として１０万円、それから、国民健

康保険基盤安定負担金として１６４万３千円を追加するものでございます。 

 １１款２項１目では、総務費国庫補助金として、社会保障税番号制度システム整備

補助金に１２万２千円を増額し、住宅建築物安全ストック形成事業費補助金１５万円

減額でございます。これは、個人住宅の耐震補強の工事を助成するものでございます。

国が４分の１、県が２分の１、町村が４分の１負担するものでございます。今回、こ

れに対して申し込みがございませんので、その関係で減額するものでございます。 

 次に、地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金として５２０万円追加する

ものでございます。 

 ７４ページをお願いします。 

 ２目の民生費国庫補助金では、臨時給付金給付事業、国庫補助金して１，５７８万

７千円が追加されるものでございます。 

 それから、子どものための教育、保育事業費補助金として３５１千円、それから４

目、５目、６目については、それぞれ実績に応じて減額するものでございます。 

 次に、１２款１項１目民生費県負担金として、国庫に伴いまして県費についても、

それぞれ増額するものでございます。 

 障害者総合支援給付費県費負担金８５万、障害者医療費県費負担金５万、それから

国民健康保険基盤安定費県負担金として１５３万７千円を増額するものでございま

す。 

 次に、１２款２項１目について、総務費県補助金では、先ほど申しました耐震補強

の個人住宅の分ですが、申し込みがございませんので、県負担分３０万円を減額する

ものです。 

 それから、保健衛生費県補助金、農林水産費県補助金については、実績に基づき減

額するものでございます。 

 次に、１２款３項１目総務県委託金でございますが、県知事及び県議会議員選挙県

委託金として、実績に応じて減額するものでございます。 

 農業費県委託金については、追加交付されるものでございます。 

 次に、７５ページでございます。 

 １３款１項２目利子及び配当金、これは、基金利息が見込めますので、今回追加計

上するものでございます。 

 次に、１４款１項１目ふるさと納税でございますが、１５０万円の増となっており

ます。 

 次に、１５款２項１目財政調整基金の繰入金でございますが、不足する財源を補う

もので、今回８９６万３千円を追加し、財調については、総額で７，８６９万２千円

となるものでございます。 

 それから、３目の生き・活き基金繰入金、４目の教育振興基金繰入金、これは実績

に基づき減額するものでございます。 

 １３目の小石原川ダム水源地域振興事業基金繰入金、これは今回新たに追加計上す
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るものでございます。 

 １８款及び１９款についても、実績に基づき減額するものです。 

 １７款４項１目雑入におきましては、小石原川ダムにかかる水源地域振興事業負担

金として７４４万９千円、それから、広域圏の財産処分に伴います広域圏配分金とし

て２，７０６万９千円が計上されております。 

 それから、市町村宝くじ交付金、これは、毎年交付されるものでございますが、３

８２万８千円が本年度交付決定通知が届いておるところでございます。 

 それから、総合型スポーツクラブ自立支援事業助成金として減額、実績によるもの

でございます。 

 それから、水源涵養基金支援金として８，３５３万６千円が今回追加されておりま

す。 

 １８款１項１目の総務債では、在宅老人福祉事業、これは、見守りシステムに係る

分でございます。７０万円の減額でございます。 

 それから、地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業として、新たに今回起債を

起こすものですが、５２０万円。差引きの４５０万円が増となります。 

 それから４目の農林業債では、ライスセンター整備事業に係る分について３，８２

０万円減額するものでございます。 

 ７７ページをご覧になっていただきたいと思います。 

 これから総務課に関係する部分の支出について、補足を行います。 

 ２款１項１目一派管理費でございますが、給与費について計上しております。 

 給与条例を今回提案しておりますので、それに関係する部分で、一般職の勤勉手当

が追加されるものでございます。それから、時間外手当について不足する部分、その

関係で共済組合負担金等を追加するものでございます。臨時職員の保険料と退職手当

組合の負担金について、不足する分を今回計上しております。 

 次に、３目の財政管理費では、基金の積立金３つほど上げております。基金利息の

積立として２７０万円、ふるさと基金積立金２２０万円、これは、ふるさと納税に係

る分でございます。 

 それから、施設改修基金の積立金として２千万、これは、広域圏から配分される部

分を、できれば基金のほうに積みたいということで考えておるところでございます。 

 それから、７目の村づくり基金事業費では、生き・活き事業助成金、地域協働の村

づくり事業助成金、これは不用額が生じておりますので、減額するものでございます。 

 １４目電算事務費では、今回情報セキュリティ強化対策を新たに事業として追加し

ております。これは国の指導によるもので、どの市町村も本年度の補正で計上するか

２８年度に新年度予算に計上するか、いずれかの方法でこの事業を行うこととなって

おります。本村につきましては補正で計上し、２，２５７万円追加計上しているもの

でございます。 

 一番下の２款４項７目県知事・県議会議員選挙費については、それぞれ不用額を減

額するものでございます。 

 ８１ページをお願いいたします。 

 ８１ページの２段目の９款１項１目常備消防費については、広域消防負担金１３０

万５千円を不用額として減額するものです。 

 次に、３目の消防施設費では、無線電波利用料を１６万５千円減額いたします。こ

れは、元々旧小石原村時代に移動系の無線を設置していたわけですが、その無線機に

ついてですね、現在、ほとんど利用されない状況です。この更新を５年に一度行うわ

けですが、５年前には更新を行っておりましたが、今回は更新を見送ろうということ

で減額するものでございます。 
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 それから、住宅耐震改修補助金について、申し込みがございませんでしたので、６

０万円減額するものでございます。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 ８２ページの一番下段ですが、公債費に既発債、利子及び新発債利息として１２０

万円不用額が生じておりますので減額するものでございます。 

 それから、最後の１３款１項操出金におきましても、簡水への操出でございますが、

１５６万８千円不用額が生じておりますので、今回減額するものでございます。以上

です。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  企画政策課所管の事業について、補正の補足説明をいたします。 

 ７７ページをお開きください。 

 まず２３目でございます。光地域情報通信費で２８５万を減額。 

まず、１１の需用費でございまして、２２５万の光ケーブル移設費の減額でござい

ます。これは、昨年１２月の補正で猿喰地区の国道２１１号線の拡張工事に伴う移設

費で、最大予想額の３００万円を計上していました。実際には約１５３万円で完了し

たことによる減額が主なものでございます。それに通常の７２万の不用額を加えまし

て、２２５万を減額するものでございます。 

 その下、１９節でございます。負担金補助及び交付金、補助金として６０万の減額

でございます。これは、朝倉地区広域連携プロジェクト推進会議負担金として、この

２３目に予算計上しておりました。平成２７年度の当初予算において、６目の企画振

興対策費に移し替えましたが、２３目の予算をですね、削除せずに残っておりました。

そのため二重予算となっていました。その分の削除でございます。誠に申し訳ござい

ませんでした。 

 それと２８目でございます。地域おこし支援事業費１６５万３千円の減額でござい

ます。 

 まず１報酬が１６０万の減額、これは、地域おこし協力隊の嘱託職員ですかね、そ

の報酬でございますが、予算では３人分を計上していましたが、実際には２人でござ

いましたので、その分の減額補正でございます。 

 その下、賃金５万３千円の減額でございますが、これは、協力隊が借りる住宅の敷

地の樹木の剪定とか草むしり等の清掃費を上げておりましたが、その必要がなかった

ため減額するものでございます。以上でございます。 

 議  長  保健福祉課長 

保健福祉課長  保健福祉課にかかりますところは、７８ページをお願いいたします。 

 ３款１項３目国民健康保険基盤安定費１，９２１万４千円の増額補正です。 

 内容といたしましては操出金でございまして、内訳としては、そこに書いてあると

おりのものでございますけれども、その他操出金につきましては、法定外の操出金で

ございます。実績と見込みで補正をお願いしているところでございます。 

 それから、７目障害者福祉費３６０万の増額補正、内容といたしましては扶助費で

ございまして、内訳は書いてあるとおりでございまして、給付費が増えたのが主な原

因でございます。 

 それから、７９ページ、３款２項１目児童福祉費７５万２千円の増額、内容につき

ましては、委託料と積立金でございます。 

 委託料につきましては、少し説明をしたいと思いますけれども、この子育て支援シ

ステムの改修委託料でございますけれども、国のほうでですね、子どもが３人以上い

る低所得の家庭の支援策として、３人目以降の子どもの幼稚園、保育園の保育料を２

８年度からすべて無償にするというようなことになっております。これは、無償化の
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対象を広げて、子育て世代の負担を軽くし、少子化を食い止めるという狙いがあるも

のですけれども、今の制度はですね、子どもを保育園に通わせている場合、１人目の

子どもが小学校に入学する前であればですね、２人目の子どもさんは通常の半額にな

って、３人目以降は無料となっているわけなんですけれども、１人目の方が小学校に

入ると、２人目の方が半額から全額負担、３人目も無料から半額負担ということで、

負担増になる仕組みになっております。 

 ２８年度からはですね、年収３３０万円以下の世帯につきましては、第１子の学年

に関係なく第２子の保育料はすべて半額に、また３人目以降については無料になるも

のでございます。幼稚園につきましても同じでございますけれども、こちらのほうは

年収３６０万円以下に限って負担の軽減が行われるものでございまして、これに対応

するためのシステムの改修委託料でございます。 

 それから、３款２項３目児童福祉施設費（民間分）９１万７千円の増額です。これ

につきましては、返還金でございまして、２６年度の保育所の運営費の国県負担金の

実績に基づきまして返還金が生じたものでございます。毎年この時期に補正をお願い

しているものでございます。 

 それから、３款３項４目在宅老人福祉費７０万の減額です。こちらは委託料という

ことで、高齢者見守りシステムのほうの減額でございます。 

 それから７目介護保険対策費１６万７千円の減、内容といたしましては報償費でご

ざいまして、講師謝礼のほうの減額でございますけれども、これにつきましては、地

域ケア会議の謝礼でございまして、年間１２回開催をしたものでございますけれど

も、謝礼を払わなければならない人が少なかったということで、減額させていただい

ております。 

 それから、４款１項２目予防費１００万の減額です。これにつきましては、予防接

種委託料の減額でございまして、接種した人につきましては、実績としてはほぼ例年

どおりでございます。 

 それから、５目小石原診療所費１４９万９千円の減でございます。これにつきまし

ては、実績により医薬材料費のほうを２００万ほど減額いたしております。 

 返還金のほうが逆に５０万上げておりますけれども、これにつきましては、２６年

度にかかるへき地診療所に係る補助金が確定いたしましたので返還をするものでご

ざいます。 

 それから、８目母子保健事業４７万の減額でございます。妊産婦健診委託料の減と

いうことでございます。 

 それから９目健康増進事業費１３４万の減額です。こちらにつきましても、実績に

あわせて減額をするものでございます。 

 総合健診の委託料につきましては、前年どおりのほぼ同じような受診率でございま

す。以上です。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  ７８ページからご説明申し上げます。 

 ３款１項社会福祉費の１１目の臨時給付金給付事業１，５８０万７千円の増額でご

ざいます。年金者等の支援の給付金事業が新たに行われますので、それについての旅

費、需用費、役務費、委託料、委託料につきましては、電算システムの改修委託でご

ざいます。それと使用料、それと１９節は負担金補助及び交付金の中身で１，５００

万円の補正をお願いしておるところでございます。 

 給付金につきましては、前回の２７年度中の給付事業、７００名予定をしていまし

たが、実績の中で６５４名程度が支給されていまして、３０万の減額をしております。 

 それから、新たな年金生活者等の支給支援の給付金でございますが、これにつきま
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しては１，５３０万。内容につきましては、２７年１月現在で、平成２８年度中に６

５歳以上になる方の非課税の世帯に対する３万円の給付事業でございます。 

 ２３節につきましては、国庫等の精算還付金、返還金でございまして、２６年度中

に２人分の還付が未支給でしたので、２人分の返還金を２万円計上しているところで

ございます。 

 それと７９ページ、４款１項保健衛生費の３目の環境衛生費で５００万の減額でご

ざいます。 

 当初、合併浄化槽設置補助金につきましては、当初２０基の予定をしていましたが、

現在１３基で、１基、１４基を予定していまして、６基分の減額、５００万の減額を

するところでございます。以上です。 

 議  長  農林観光課長 

農林観光課長  ７９ページの下段になります。６款農林水産費、１項２目農業者年金費、補正額２

万円、財源内訳といたしまして、県支出金３万２千円、一般財源１万２千円の減、合

計需用費２万円で、消耗品費に充てさせていただきます。 

 この２万円は、県の内示が９月にありまして、年度末の補正ということで、確定の

補正をさせていただきます。 

 次のページ、８０ページ、６款１項４目農業振興対策費、補正額１８９万７千円の

減額。これは、負担金補助及び交付金で水源涵養補助金、鹿ネット、この分を財源は

南部のほうからのですね、その他特定財源となっております。こちらの事業費が実績

に応じた減額となります。 

 次の６目農村環境整備事業１５０万円の増額、工事費１５０万円。これは、畦畔保

護工事、工事内容の変更に伴う増額というふうになります。 

 それから、１７目農村活性化事業費、補正額５，０００万円の減額、県支出金１，

００６万５千円、地方債３，８２０万円、一般財源１７３万５千円の、それぞれ減額

となります。 

 内訳といたしまして、委託費４００万円の減、設計監理委託料の減ということで、

建築のほうのですね、委託料が実績に応じて減額となります。 

 それから、工事請負費４，６００万円の減額、これは、当初予定しておりました農

道工事、これが２８年度に、翌年に繰り越しまして、それから舗装工事、それから建

築工事等が減額となり、４，６００万円となっております。 

 それから、２項林業費、２目林業振興費８３４万円の減額、こちらは水源涵養事業

に係る森林組合の補助金で、こちらのほうも実績に応じた減額となっております。以

上です。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  ８０ページをお願いします。 

 中ほどの６款２項４目林道維持費、こちらは工事請負費、県単事業の事業費の確定

により１００万円の減額でございます。 

 ９目県単補助治山事業、増減はございません。財源内訳の組み替えによるものでご

ざいます。 

 ８款１項３目水源地域整備事業費１億４，９６６万３千円の増額です。 

 委託料で、小石原川ダムふれあい公園の基本設計２００万円、ここにつきましては、

ふれあい公園の建設予定地が、ダム建設に伴う発生残土受入地のため、現在地形が確

定できない状況でございます。事業につきましては、先送りを考えております。 

 次に、水源保全事業に係る委託料、こちらにつきましては、事業実績による減でご

ざいます。 

 次に、２５節の積立金、小石原川ダム水源地域整備事業基金積立金と水源涵養基金
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積立金、額の確定により増額しております。 

 ８款２項４目村道改良事業費、工事請負費で橋梁の補修工事等の事業費の確定によ

り３００万の減額をしております。 

 ８款４項２目住宅建築事業費１００万円の減でございます。 

 設計委託料、こちらは小石原公営住宅の設計委託料の額の確定による減額でござい

ます。以上です。 

 議  長  教育課長 

 教育課長  ページ数８１ページでございます。 

 教育費、１０款２項１目学校管理費でございますが、燃料費それから廃棄処分手数

料、工事費等につきましては、実績に基づき残額が出ましたので減額をいたしており

ます。 

 それから、教育振興費につきまして、振興基金事業につきまして、これも実績に基

づき減額でございます。 

 それから、教育研究研修費、県の委託事業でございましたけれど、講師謝礼等が必

要がございません。県費で賄いましたので、これも減額をいたしております。 

 続きまして８２ページ、同じく中学校教育振興費につきましても、研究事業等につ

きまして、講師謝礼等が県からまいりましたので、その分を減額いたしております。 

 それから、１４の使用料及び賃借料につきましても、教育振興基金事業が実績に応

じまして減額をしております。 

 それから負担金補助金、これにつきましても県大、学習補助、それから地場産補助

につきまして、実績に基づき減額をいたしております。 

 研究研修費、これも県から出ておりますので、減額をいたしました。 

 続きまして、１０款４項５目、これは通学合宿に伴いまして、実績の基づき不用の

経費を減額をさせていただいております。  

 続いて、保健体育事業費、これにつきまして、県大の出場費それと報償金等につき

まして減額をいたしました。 

 負担金につきましては、総合型スポーツクラブ、ラブスポについての補助対象経費

が、ｔoto の査定で落とされましたので、その分の減額をいたしております。以上で

す。 

日程第２０  

 議  長  次に、日程第２０ 議案第１７号「平成２７年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入

歳出補正予算（第２号）について」、補足説明を担当課長に求めます。 

建設水道課長 

建設水道課長  議案第１７号「平成２７年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第２

号）」 

 平成２７年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。  

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，２４４万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，８４８万９千円とする。 

 第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村長名でございます。 

 ８７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書 

 歳入、１款使用料及び手数料、補正額２０１万５千円の増でございます。 

 ２款分担金及び負担金１２９万６千円、５款繰入金１５６万８千円の減でございま
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す。 

 ６款国庫支出金９７８万３千円の減でございます。 

 ７款村債１，４４０万円の減でございます。 

 歳入合計１億１，８４８万９千円です。 

 歳出、１款総務費、補正額２，２６６万３千円の減額でございます。 

 ２款公債費、増減はございません。財源内訳の組替えでございます。 

 ３款基金積立２２万３千円の増額でございます。 

 歳出合計１億１，８４８万９千円になります。 

 次に歳入でございます。 

１款１項１目使用料、補正額２０１万５千円、過年度使用料確定による増額でござ

います。 

 ２款１項１目分担金、新規加入分担金１２９万６千円、これは、小松団地の水道加

入金の分担金の増額分でございます。 

 ５款１項１目繰入金、一般会計の繰入金、これは、小石原浄水場系の事業費の確定

に伴うものでございます。 

 ６款１項１目国庫補助金９７８万３千円の減額でございます。小石原浄水場系の設

計及び鶴浄水場系の配水管の布設工事の額の確定によるものでございます。 

 ７款１項１目衛生費、鶴浄水場系事業の確定に伴うもので１，４４０万の減額でご

ざいます。 

 歳出、１款１項１目一般管理費、補正額４１万７千円、職員の給料、手当の増額で

ございます。 

 ２目小石原浄水場系統管理費、小石原浄水場系の設計業務の事業費の確定によるも

のでございます。 

 ３目鶴浄水場系統管理費２，１５０万円の減額でございます。 

 １１節で漏水等の修理費の増額による５０万円の増、それから工事請負費で、鶴の

配水管の布設工事の確定による減額でございます。 

 ７目千代丸浄水場系統管理費１００万円の増でございます。漏水等の修理費の増額

でございます。 

 ２款１項１目元金、２目利子、増減はございませんが、財源内訳の組替えでござい

ます。 

 ３款１項１目基金積立２２万３千円の増額でございます。以上です。 

日程第２１  

 議  長  次に、日程第２１ 議案第１８号「平成２７年度東峰村国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算（第２号）について」、補足説明を担当課長に求めます。 

保健福祉課長 

保健福祉課長  ９１ページをお願いいたします。 

 議案第１８号「平成２７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算

（第２号）」 

 平成２７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ６００万１千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億９，２４７万９千円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２８年３月７日提出、村長名です。 

 次のページをお願いいたします。 
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 一般会計に合わせまして、各項目の読み上げは省略させていただきます。 

 最後のところの歳入合計のところでございますけれども、補正前が３億８，６４７

万８千円に対しまして、補正額６００万１千円を補正いたしまして、３億９，２４７

万９千円でございます。 

 歳出のほうはですね、９５ページのほうが分かりやすいと思いますので、９５ペー

ジをお願いいたします。  

 こちらのほうも読み上げは省略いたしますけれども、補正額、補正前がですね、３

億８，６４７万８千円、補正額が６００万１千円でございまして、合計の３億９，２

４７万９千円でございます。 

 補正額が０のところがいくつかありますけれども、そこにつきましては、右のほう

に財源の内訳がありますけれども、財源の組み替えでございます。 

 次のページ、９６ページをお願いいたします。 

 歳入、３款１項２目療養給付費負担金１，３３７万１千円の減額補正でございます。 

 内訳につきましては、説明のとおりでございます。 

 それから、３目共同事業負担金６万８千円の減額です。 

 それから、５目特定健康診査等負担金２５万の減額でございます。 

 それから、３款２項１目財政調整交付金８４０万４千円の減額でございます。これ

につきましては、普通調整交付金の減額でございます。 

 それから、４款１項１目療養給付費交付金２５万７千円の減額です。これにつきま

しては、退職者医療給付費交付金の減額でございます。 

 それから、５款１項１目前期高齢者交付金１万８千円の減額でございます。 

 それから、６款２項１目高額医療共同事業負担金６万８千円の減額です。 

 それから、３目特定健康診査等負担金２４万２千円の減額でございます。 

 それから、７款１項１目高額医療共同事業交付金３８５万１千円の減額です。 

 それから、２目保険財政共同安定化事業交付金１，１３１万７千円の増でございま

して、内容につきましては、保険財政共同安定化事業交付金の増でございます。 

 それから、８款１項１目繰入金２，１２１万３千円の増額、内訳につきましては、

説明のとおりでございまして、特にその他繰入金として、法定外の一般会計の繰入金

が１，５９７万６千円となっております。 

 次のページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 ２款１項１目一般被保険者療養給付費９００万円の増でございます。 

 それから、２目退職被保険者療養給付費５０万円の減でございます。 

 それから、３目一般被保険者療養費３００万円の減額、４目退職被保険者療養費０、

こちらにつきましては、財源の組替えです。 

 今の１、２、３、４目につきましては、実績及び見込みによる補正でございます。 

 それから、２款２項１目一般被保険者高額療養費２３０万円の増額、それから、２

目退職被保険者高額療養費５０万円の減額、３目一般被保険者高額介護合算療養費、

これにつきましては、財源の組替えでございます。 

 ３款１項１目後期高齢者支援金、こちらにつきましても財源の組替えです。 

 ５款１項１目医療費拠出金、財源の組替えでございます。 

 ６款１項１目介護納付金、こちらも財源の組替えです。 

 ７款１項１目高額療養費拠出金３０万４千円の減額です。これにつきましては事務

的交付金でございます。 

 それから、３目保険財政共同安定化事業拠出金９９万５千円の減額です。こちらに

つきましても、事務的拠出金の減額でございます。 
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 それから、８款２項１目特定健康診査等事業費、こちらにつきましても、財源の組

替えでございます。以上です。 

日程第２２～

日程第２５ 

  

 議  長  次に、日程第２２ 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算につ

いて」、日程第２３ 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入

歳出予算について」、日程第２４ 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険

事業特別会計歳入歳出予算について」、日程第２５ 議案第２２号「平成２８年度東

峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」を、一括議題とします。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  動議を提出します。 

 日程第２２ 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」

日程第２３ 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算

について」、日程第２４ 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別

会計歳入歳出予算について」、日程第２５ 議案第２２号「平成２８年度東峰村後期

高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」は、予算審査特別委員会を設置し、これ

に付託し審査することを望みます。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  ただ今の高橋議員の動議に賛成いたします。 

 議  長  ただ今、高橋弘展議員より動議が提出されました。 

 平成２８年度一般会計並びに特別会計の４予算の審議につきましては、予算審査特

別委員会を設置し審査することを望むということでございます。 

 この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今の高橋弘展議員の動議に賛成される方は、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、平成２８年度一般会計並びに特別会計の４予算の審議につきましては、予

算審査特別委員会に付託し、審査することに決定をいたしました。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  動議を提出します。 

 予算審査特別委員会の委員長に長澤貞義議員、副委員長に佐々木紀嘉議員を推薦し

たいと思います。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  高橋弘展議員の動議に賛成いたします。 

 議  長  ただ今、高橋弘展議員より、予算審査特別委員会の委員長に長澤貞義議員、副委員

長に佐々木紀嘉議員を推薦するとの動議が提出されました。 

 この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 

 お諮りいたします。 

 長澤貞義議員を委員長に、佐々木紀嘉議員を副委員長に推薦することに賛成の方

は、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、長澤貞義議員が予算審査特別委員会の委員長に、佐々木紀嘉議員が副委員

長に選任されました。 

日程第２６  
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 議  長  次に、日程第２６ 同意第１号「東峰村副村長の選任について」、補足説明を担当

課長に求めます。 

総務課長 

 総務課長  同意第１号「東峰村副村長の選任について」 

 地方自治法第１６２条の規定により、次の者を東峰村副村長として選任することに

ついて、議会の同意を求める。 

 平成２８年３月７日提出、村長名でございます。 

 氏名につきましては、岩橋忠助氏でございます。 

 住所につきましては、ご覧のとおりでございます。  

 生年月日につきましては、昭和５０年生まれで、現在４１歳になられるとのことで

ございます。 

 提案理由につきましては、地方自治法第１５２条における村長の職務を代理するも

のとして選任するため、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めるも

のでございます。 

 次のページ、２３６ページに略歴書をつけております。これにつきましては、参考

でございますので、ご覧になっていただければと思います。以上でございます。 

 休  憩  

 議  長  １３時３０分まで休憩します。 

（１１時４７分） 

 再  開  

議  長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１３時３０分） 

 日程第５   

 議  長  日程第５、一般質問を行います。 

 一般質問は、９名の議員より提出されています。 

 なお、一般質問に際し、会議規則において、質問者は、質問、答弁者の時間を含め、

持ち時間は１時間以内となっています。通告に従いまして、順次一般質問をお願いい

たします。 

 答弁者、村長以下執行部の皆さんの明瞭、明確な答弁を期待いたします。 

 それでは、質問に入ります。 

１番 柳瀬弘光議員から質問を認めます。 

１番 柳瀬弘光議員 

 １  番  一般質問を今からよろしくお願いいたします。 

 まずはですね、ＩＣＴの活用についてですけれども。 

 村内では今、FacebookというＳＮＳを利用されている方がとても多いと思います。

東峰村というFacebookページはですね、農林観光課、保健福祉課、いろんな職員の

方がですね、村内のイベント情報や行政情報などを発信しております。さまざまな情

報が得られていると思います。 

 Facebook 等は村長も利用されているとは思いますけれども、現在職員の方はどの

ような端末を利用して、情報発信を行っているのでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  人によって違うかと思いますけれども、パソコンとかタブレット、それからスマー

トフォン、そういったものを使って発信をしていると思います。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  そのタブレット、パソコンですね、は役場所有のものでしょうか。 

 議  長  村長 
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 村  長  役場所有のパソコンもあれば、それぞれ個人の持っているタブレットもあるかと思

います。 

 私も今、パソコンそれからタブレット、それからスマートフォンと３つ使っており

ます。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  仕事で使うんであればですね、個人のものではなく、やっぱり仕事とプライベート

なものは分けて、使い分けをしたほうがいいんではないかなとは思ってはいるんです

けれども。 

 今現在、タブレット端末等が自治体で結構使われて、民間でも使われているとは思

うんですけれども、自治体でもよく使われているところは増えてると聞いておりま

す。 

 やはりタブレット等はですね、情報を整理したり、やはりすぐ情報を引き出したり、

情報を持ち歩いたりとですね、とてもすごく便利なものではないかなと思います。 

 そこで、東峰村は庁舎が分庁方式をとっていますので、庁舎間の連絡等をですね、

電話だけでは、口頭では分かりにくい部分もやっぱりあると思いますし、また、今後

総合戦略の中でですね、課をまたいだやっぱり計画等もあるんでですね、その情報の

共有等において、タブレット等を必要な課があればですね、例えば農林観光課とかで

すね、必要な課があれば、そういったタブレット等を購入し、使うことはできないで

しょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  現在はですね、保健師が健康指導に活用をしております。 

 今、議員言われるように、非常に説明とかですね、そういったものに使うためには

便利の良いものでありますので、今後ですね、活用できる分野があればですね、タブ

レット等は活用していきたいなとは思っております。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  活用の方向性というかですね、ご検討いただきたいなと思います。 

 ます、クラウドアプリというものがありましてです、サイドブックスというアプリ

ケーションがあるんですけれども、自分も昨年の２月にですね、福岡市のほうで、タ

ブレット体験セミナーというところに参加しまして、サイドブックスクラウド、本棚

というアプリがあるんですけれども、すごく情報を１つ１つ本棚に本を並べるように

整理してですね、また、それを共有できる職員間というかですね、議員間でも共有で

きるんですけれども、そういった、この書類どこにあったっけとか、そういった手間

が省けるとも思いますし、お隣の嘉麻市のほうでもそういったタブレットであったり

は利用して、ペーパーレス化等にも活躍しているんですけど、クラウドアプリとかを

活用する考えはありますか。 

 議  長  村長 

 村  長  たいへん良い提案をしていただきましたと思っております。 

 実を言いますと、議員の一般質問を受けましてですね、クラウドアプリってどんな

もんかなということで、ちょっといろいろ調べてみました。 

 詳しくはちょっと知らないんですけれども、ふるさと納税とかですね、それとか議

会報告とかですね、そういったもの、確かに本棚と言われるような形で載っておりま

して、これも少し研究をさせていただきまして、活用できる分野があればですね、こ

れはぜひ、活用していきたいなと思っております。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  ぜひですね、仕事の効率化をはかる上で、すごく情報とかの整理とか発信だとか、

また表現するにはすごく長けた道具であると思いますので、ぜひ活用していただきた
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いなと思います。 

 やっぱり自治体運営においてですね、やっぱりＩＣＴの活用は、業務効率化や人口

減少の加速化への有効な対策であると言われていてですね、これからもっと多くの自

治体でも導入が進むと思いますので、もし今後活用する方向性であれば、そういった

使い方等も覚える時間も必要であると思うからですね、早めに取り組んでいくことの

ほうがいいのではないかなと思います。 

 次に、簡易水道について、質問させていただきます。 

 九州をはじめ全国の水道管の老朽化が深刻な状況だと、今年の２月の新聞に掲載が

ありました。 

 水道管の法定耐用年数は、大体４０年だと言われているそうで、４０年を超えた管

が年々増加傾向にあって、更新が追い付いていない状況だと書いておりました。 

 人口が減少している中で、料金収入が減り、将来的な管路の維持管理にも支障をき

たしかねないとしてですね、料金の値上げに踏み切る自治体も結構増えているそうで

す。 

 そこで、簡易水道に関しての質問なんですけれども、村の小石原浄水場が一本化さ

れ、今後４つの浄水場系統になると思うんですけれども、水道管の今現在の距離と設

置してからの年数をお伺いしたいと思います。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  簡易水道の導水、送水、配水管の総合計ですが、４９，４３０ｍ。そのうち管路延

長、経過年数等につきましては、各浄水場系統で違いがありますので、各浄水場系統

ごとに述べたいと思います。 

 まず、竹浄水場系統が、管路延長が１１，３１３ｍ、経過年数が１４年を経過して

おります。 

 千代丸浄水場系が１６，３４２ｍ、本管につきましては、平成３年、４年度に布設

替えを行っておりまして、２３年が経過しております。 

 また、枝管につきましては、当初のままということで、５０年が経過しております。 

 次に、小石原浄水場系統につきましては、１４，９１９ｍです。水量拡張工事など

に伴い、一部布設替えも行っておりますが、３８年が経過しております。 

 鶴浄水場系統が３，１１６ｍで、３５年経過しております。 

 次に、鼓浄水場系統、こちらが３，７４０ｍあります。今桑東地区が３４年、蔵貫

地区が１７年経過しております。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  結構、何個か５０年、４０年近いものがあると思うんですけれど、比較的年数的に

はまだ新しいものが多いのかなと思います。 

 また、次に、各簡易水道の年間無効水量をお伺いしたいと思います。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  無効水量につきまして、まず、竹浄水場系統、こちらの総配水量が、年間１８，５

１６㎥、その内無効水量が２９％の５，３４３㎥です。 

 次、千代丸浄水場系統の総配水量が、こちらは年間１９７，５３６㎥、無効水量が

４３％の８３，６５４㎥。 

 小石原浄水場系統の総配水量が７６，４４５㎥で、無効水量が４０％の３０，２１

３㎥です。 

 次に、鶴浄水場系統の総配水量が９，１８３㎥、無効水量が２６％の２，３４６㎥

です。 

 鼓浄水場系統の総配水量が１３，０９７㎥、無効水量は４％の４６４㎥です。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 
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 １  番  結構４０％以上というのが何個かありましたけれども、無効水量が４０％以上とい

うことは、結構漏れている場所が多いということでしょうか。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  半分までいかないということなんですけど、かなりな量、漏水があるということで

ですね、この前の冷夏においても、漏水によって断水を行ったというようなことで、

かなり夜間についてもですね、復旧した後についても、やっぱり夜間かなり水が出て

いるような状況でございます。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  厚生労働省で、何か水道ビジョン、新水道ビジョンですかね、水道ビジョンにおい

て、水道事業者や都道府県の役割分担を決めて明確にし、水道事業者等の取り組みを

推進するために、水道事業ビジョンを作成して推奨しているそうなんですけれども、

今現在、東峰村に水道ビジョンというのはあるのでしょうか。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  現在、水道ビジョンというのは作成しておりません。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  安全、快適な水の供給や災害時にも安定的な給水を行うための施設水準の向上や水

道が直面する課題に適切に対処していくためには、自らの事業を取り巻く環境を総合

的に分析した上で、経営戦略を策定し、アセットマネジメント、水安全計画、耐震化

計画を必要事項として、戦略的アプローチとして水道事業における体制強化をはかっ

て、計画的に実行していくことが求められていると、厚生労働省のほうでも書いてい

たんですけれども、やはり管路更新や耐震管への更新等ですね、計画は東峰村で必要

というか、計画的に必要だと思うんですけど、どのようにお考えでしょうか。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  先ほど厚生省のほうよりということでですね、平成１７年の１０月１７日付で厚生

省通達により、水道事業ビジョンの作成を推奨されているところということでです

ね、そういったところで、本村につきましては計画がされておりませんが、現在工事

中の管路につきましては、耐震性のＰＥ管、ポリエチレン管になりますが、そういっ

たもので更新をしているというようなことでございます。 

 将来にわたってもですね、同じような耐震の管路で更新ということで、考えている

ところでございます。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  ぜひですね、人口が減っていくと収入も減っていくわけでですね、水というのはす

ごく重要な、継続的に必要な、日常でですね、ものだと思いますので、問題が起きて

から、水回りってすごく金額が高いと思いますので、計画的に新しく更新というかで

すね、将来的に大きな負担にならないように、早めに対処していっていただきたいと

思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 合併１０周年についての質問になります。 

 東峰村は平成１７年３月２８日に合併して、１０年以上経っております。平成の大

合併から１０年経過した自治体はいろいろですね、今、１０周年記念を行っている。

記念式典等イベントを行っておりますけれども、朝倉市は今月１０周年の記念式典を

行うそうで、飯塚市ではですね、市の歌というのを作ったり、１０周年記念にあわせ

て歌を作っているそうです。 

 嘉麻市では、手を繋いだ人、最も長い列３，６５３人を集めて、今月の３月２６日

にギネスに挑戦するそうです。 

 また筑前町では、昨年１０周年にですね、町民の方にメッセージをですね、ホワイ
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トボードに書いて、１００日のカウントダウンを行ったりしていました。 

 旧小石原と旧宝珠山が合併して１０年という節目で、全村民で合併１０周年をお祝

いする記念イベントが、今後の良い村づくりに、またさらなる村づくりに繋がるとは

思いますけれども、東峰村ではこのような１０周年記念イベントは、村長、お考えで

はないんでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  １０周年記念事業なんですけれども、市町村で開催しているところ、それから、開

催してないところ、さまざまあるようでございます。 

 内容につきましても、式典を開催して来賓等を呼んでやるところから、それから講

演会等ですね、そういったところで終わるところもあるみたいでございます。 

 本来であればですね、２６年度予算あたりに計上いたしまして、昨年やるべきかと

は思っておりましたけれども、結論から申しまして、昨年の３月時点というのはです

ね、地方創生絡みの対応等に追われておりまして、それからまた、そういった状況を

勘案して１０周年はやれないかなと思って、やっておりません。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  １０周年を過ぎてもですね、自分は個人的な考えとしては、やったほうがいいんで

はないかなとは思いますけれども、タイミングがちょっと逃したとしてはですね、そ

こら辺どのようにお考えでしょうか。今年度とか。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほども言いましたように、各市町村でですね、それぞれの考え等はあるかと思い

ますけれども、昨年の３月の２８日が１０周年でしたので、できれば、その時期にや

りたかったんですけれども、機構改革等もございましたし、それから、職員の、ちょ

っと言い方は悪いんですけれども、余力ですかね、そういったところもあったかと言

いますと、そういったのはなかなかやっぱり難しい状況であると判断をしましたの

で、１０周年はやらなかったということです。 

 区切りと言えば、その１０周年が区切りなのか、２０周年が区切りなのか、いろい

ろな区切りは人によってそれぞれあるかと思いますけれども、１０周年でなければ１

５周年とかですね、そういった形でのやり方は、今後についてはあるんじゃないかと

思っております。 

 議  長  １番 柳瀬弘光議員 

 １  番  村長は、そういう１５周年と節目をいろいろですね、お考えのようで、個人的には

やっぱり１０年節目のほうがいいんではないかなとは思っております。 

 村長か、村のほうとしてしないであればですね、しょうがないなとは思っておりま

す。はい、以上です。 

 議  長  村長 

 村  長  付け加えて言いますと、議会のほうからもですね、そういったご要望等もありませ

んでしたし、とにかく先ほど申しましたように、私の考えとしては、そういった、や

れる余力がなかったということであります。 

 議  長  引き続き、２番 伊藤均議員の質問を許可します。 

２番 伊藤均議員 

 ２  番  私、昨年ですね、企画政策課を中心に、非常に苦労させていただきまして、東峰村

まち・ひと・しごと総合戦略を立てていただきました。これについてですね、少しお

尋ねをさせていただきたいと思います。 

 まず、初めに、この総合戦略の住民説明会がこの前あったかと思います。２月の１

日から７会場分けて開催されております。その中で私も中原、板屋地区を中心にです

ね、説明会を開かれた中に私は入らせていただいてはおるんですけれども、この中に
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入らせていただいたら、結局来場された方です。来場された方が１０名で、職員さん

いろいろ都合があって、その日が多かったんでしょう。２０名以上おられました。非

常に村民の皆さんのほうが心細い形でですね、その会場があったということで、非常

に参加者が少ないもんですから寂しい思いをしたところなんですけれども。 

 これ全体でですね、７会場やられておりますが、住民で参加された方が、総計でで

すね、まず何名参加いただいたのか、そこからちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 議  長  村長 

 村  長  行政懇談会の折には、議員各位にはいろいろとご迷惑をおかけしたと思います。 

 行政懇談会、今年度につきましては９６名の参加ということであります。 

 先ほど議員も質問されましたように、行政懇談会の説明の中でですね、やはり住民

の方には、来られた住民の方にもですね、内容的には非常に理解をしていただいてな

いと思っております。 

 また、さらに全戸配布したその概要版につきましてもですね、これはやはり説明が

ないことには分からないんじゃないかと思っております。 

 したがって２８年度、今議会の予算書の中にも提案をしておりますけれども、そう

いった具体的な事業等につきましてはですね、東峰テレビ等を通じまして、再度内容

を紹介する。そういったところを考えていきたいと思っております。 

 そして住民の皆さんに、具体的にやはり周知をしていきたいと思っております。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  村長、先ほど言われましたとおり、なかなか周知もできてなかった。説明もどうだ

ったのかなというところを、お答えをいただいたわけなんですけど。私もそう思っと

るんですよね。非常に分かりにくかったと。 

 私どももこれ一生懸命読んで、やっと分かるかな、分からんかなというぐらいです

よね。その中で、この前の説明会、時間の関係もあったんで、一方的に内容をしゃべ

らせてもらったというか説明をされたということで、村民の皆さんは全然分かってな

いなと。 

 そうした場合に、じゃあ、それを周知はできてないということでの観点であるかと

思いますけれども、そうしたときにですね、先ほど東峰テレビで、また説明をしたい

というようなことで、今おっしゃられたんですけれども。 

 そうすると、そこのところの説明の内容というか、具体的な説明ですたいね。この

前みたいな紙を見せて、それでそのとおり羅列的にしゃべったというような感じを、

私は受けておったんですけれども。そういう形では、住民が本来分かるのかと、周知

できるのかと。この辺のところのですね、工夫をぜひともやっていただかんと、なん

となく見たと。パンフレットもなんとなく見たと。 

 特にまた、予算等をですね、我々はこうやって予算書を見ていろんなことをやりま

すから分かるんですけれども、一般の方は話を聞くだけでですね、なかなか分からん

とやないかと。 

 その辺りのところをですね、具体的に何かですね、これが周知できる方策が何かあ

りましたらですね、まず、教えていただきたいと思うんですが。 

 議  長  村長 

 村  長  まずはですね、２８年度予算のほうに、地方創生に絡む案件については、予算計上

させていただいておりますので、そのご承認ができた後にですね、やり方といたしま

しては、例えば子育ての関係、それとか高齢者の関係とかですね、農業の関係とか、

その考え方をちょっとずつ細分化することによってですね、今日は子育ての関係で、

こういった説明をやりますよ。こういった地方創生で、こういったことができますよ
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とか、高齢者の方については、今回このようなことを、高齢者のために対応したこと

をやりますよ。 

 それとか、今まであるこういったものについても、高齢者の方には福祉関係につい

てはやってますよとかですね、できるだけそういった村民の方が分かりやすいような

説明ができればと思っております。また、そういった説明を行いたいなと思っており

ます。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  そうしますと、それは結局東峰テレビでやっていくというようなことになるんでし

ょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  今ではですね、東峰テレビでやりたいと思っておりますけど、他にいいご提案等が

あればですね、また参考にさせていただきたいと思います。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  まだ私もですね、対応策とか、どれが名案というような形のものは、まだ考えきれ

ていないんですけれども、やはり当初は東峰テレビかなというような気がしておると

ころです。 

 それで、その中でですね、ありました中での施策のですね、基本目標というのをち

ょっとお尋ねをさせていただきたいと思います。 

 これ総合戦略に載っておる中にですね、基本的な考え方としては、人口減少とです

ね、地域経済の克服というものがまずメインになっておるのかな、という気がするわ

けなんですよね。 

 その中でいろんな施策の基本目標として、５つ上げられておるということですよ

ね。１番の地域資源を活かした活力ある仕事をつくるというものから、基本目標５の、

他の地域との連携による魅力ある圏域づくりを目指しますというような形で、５項目

ですね、この施策の基本目標をあげられております。 

 それで、先ほどもちらっと言われておったのは、これを再分割して、結局説明をし

ていきたいというようなことはあるかと思いますけれども、考えの中で、まず、その

基本的な考え方でですね、この総合戦略で、人口減少と地域経済の縮小の克服という

ものをですね、一番に考えて、この戦略をつくったということで捉えてよろしいんで

すかね。 

 議  長  村長 

 村  長  議員言われるように、それが目標の総合戦略でございますので、そのとおりに捉え

て結構だと思います。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  そうしますとですね、今度は施策の基本目標の感じになるんですが、ここに５つ出

されておると、この中でいろんな目標があるんですけれども、例えばこれは、どれか

ら取り組みたいと。新年度予算の中にはですね、給付事業をいっぱい入れられてあり

ました。これは、また後でご質問させていただきますけれども、この基本目標の１か

ら５でですね、まずはここからいきたいというようなものがありましたらですね、お

教えいただきたいと思いますが。 

 議  長  村長 

 村  長  あくまでもですね、基本目標というのは、大きく５つに分けた項目でありますので、

その中のどれから１番に行くかという基本目標ではありません。 

 したがって今回、議会のほうに提案しています給付あたりが主になっておりますけ

れども、そういった形を優先的に取り組んでいきたいと思っております。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 
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 ２  番  その気持ちのところのですね、あれは分かるんですよ。 

 ただ、結局、施策がありますからね、村長の、結局、これを一番にやるとかいうよ

うなことは、それは確かに言えないでしょう。 

 ただ考え方としてですよ、結局、結婚、出産ですね、そういうものをやはり一番に

取り組む。要するに人口を減少しないためにはですね、どっからやっていくというの

が、やっぱ気持ち的にはありゃせんかと思うんですよね。 

 確かにこれを、じゃあ順番に分けろというようなことではなくして、やはり基本的

な考え方としてですね、その辺りのところがありましたら教えてほしいと言います

か、思いをですね、伝えていただけたらと思っておるんですが。 

 議  長  村長 

 村  長  総合戦略、もう議員もご承知のとおりでありますが、人口減少対策、これが一番大

きな柱であります。そのためには、今、議員おっしゃるように、この東峰村において、

人口減少対策をどう克服するのか、どう緩やかにやっていくのか、そういったところ

が大きな課題だと思っております。 

 そのためには、結婚、出産という形もありますでしょうし、例えば仕事をつくって、

この東峰村できっちりと食べていける、そういった仕事をつくる。それから、やはり

村外者、つまり観光客も含めてですね、東峰村に来ていただき、そして東峰村の農産

品あたりとか焼物とかをですね、しっかり買い求めていただく。そういったところが、

やはり優先順位になるんじゃないかと思っております。 

 今回につきましても、やはり子育てがしやすいやっぱり村づくりというのは、この

人口減少対策においては、一番有効かなと思っておりますので、そういった観点につ

きましても今年度予算の中でいろいろと予算計上をし、提案をさせてもらっている段

階であります。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  お気持ちのところよく分かります。 

 ただですね、１つ心配するところは、人口減少対策ということで、今、定住促進住

宅があったり、今度小石原にまた新しく住宅をつくるというようなことで、これは住

んでいただかんとですね、また話にならんのですけれども、この辺りのところも、子

育て支援という形については、箱ものができるというようなことはないかと思いま

す。 

 給付事業だったり、いろんな形のものでからできていくものかと思うんですけれど

も、箱もの的ですね、これとは違いますよ。戦略とは違いますけれども、今後も人口

減少対策のために何かつくるというようなことはお考えなのか、お考えでないのか。

それから、一番になっているのは空き家ですね、空き家対策、これについてが、この

中じゃあまり見えないんですよ、総合戦略では見えないし、今度の予算の中でも見え

ないと。この辺りのところはですね、どんなふうにお考えなのかをお聞かせ願いたい

と思いますが。 

 議  長  村長 

 村  長  箱ものと言われています建物関係ですね、そういったものにつきましては、定住促

進住宅、これは、私は非常に成功しているんじゃないかと思っております。応募者も

ですね、戸数以上に来ているという形で。 

 それで、やはり村外の方からの応募が多かったということは、たいへん評価できる

ことじゃないかと思っております。 

 それと、小石原のほうの公営住宅につきましては、これは、ダム絡みの公営住宅を

建設するということでありますので、これにつきましても、外部の方がですね、定住

してくれれば非常にありがたいなと思っておりますが、定住住宅と違いまして、これ
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は、小石原のほうにつきましては、公営住宅法に則ってやりますので、所得制限とか

ですね、そういったところがかかってくるので、言い換えますと、定住住宅とはちょ

っと異なった住宅の形式になるかと思っております。 

 それから、空き家の問題でございますけれども、やはりこれは、どうかしなければ

ならないと思っております。実際は、そういった空き家を有効に使おうという村民の

方々の団体等もできつつありますので、そういった方々と連携をしながら、そして行

政がどこまで面倒をみれるのかですね、金銭的な面も含めまして、どのあたりまで面

倒を見れるのかというのが１つあると思います。 

 それから、空き家を改修するにいたしましても、意外と中途半端な金額ではできま

せんので、そういったところをひとつどのように手当をするのか、そういったところ

が非常に大きな問題だと思っております。 

 また、今年度ホームページのリニューアルもやりますので、そういった中で、やは

り空き家の紹介とかですね、そういったものは取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  そうしますと、空き家ですたいね、空き家について、これは、今後ですけど、担当

部署か何か決めてですね、そこにしっかり取り組んで、費用的なものはですね、これ

はまた別として取り組んでいくお考えということでいいんですかね。 

 議  長  村長 

 村  長  当然ですね、ホームページの中でも空き家の対策あたりについてはですね、紹介等

をしていきますので、それはまたその部署というのはきっちりと定めて、それを行っ

ていきたいと思っております。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  そうしますとですね、次に、またこの総合戦略に戻るんですけれども、この中で重

要業績評価指数（ＫＰＩ）を今回入れてですね、具体的な事業をやっていくという形

で載せてあるかと思います。 

 その中で、このＫＰＩが、数値をですね、数値目標を出しまして、３１年度が一応

目標という形でされてあります。 

 ただ、この評価指数を達成する場合にですね、具体的に、じゃあ中間ではこういう

形でも進まなければいけないといったようなものがですね、これ表示上は３１年だけ

しかできてないんですけれども、その辺りの指数と言いますか、考え方があられるの

かと。それから、具体的な重要度も入っておるかと思います。重要度の低いのから高

いと、いろいろあるかと思います。 

 給付があったり、申請というような形のものがあったり、いろいろ入っております

けれども、この辺りのところ、本年度予算としてですね、２８年度予算として出され

ている分以外でですね、考え方としてのものは何かあるのかなと、いうところをお聞

かせ願えたらと思いますが。 

 議  長  村長 

 村  長  ちょっと戻りますけれども、前の質問にいたしまして、移住・定住対策事業の中で、

空き家改修の補助金とかですね、空き家の家財道具処分補正事業とか、引っ越し支援

事業、そういったものが１３０ページなんですけれども、そちらのほうで見ておりま

す。 

 それから、先ほどのＫＰＩの件につきましては、これは、５年後にＫＰＩを出すと

いう話ではありませんで、毎年ですね、その見直しをしていきながら、ＰＤＣＡサイ

クルも含めてですね、検証をしていく、そういったことになっていると思います。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 
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 ２  番  そうしますと、毎年度見直すというか、これは最終目標は変わらないということで

すよね。ただ、年度年度で進度と言いますか、どれだけできていると、達成度を見直

していくというような形でのお答えということで捉えていいんですかね。 

 議  長  村長 

 村  長  業績の評価につきましては、検証委員会を設置をしなければいけないようになって

おりますので、その中で検証をしていくということであります。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  はい、分かりました。 

 それではですね、最後のほうにいきたいと思うんですけども、平成２６年度はです

ね、地方創生の先行型交付金ということで、地域活性化や住民生活緊急支援交付金で

山里空間保全事業、または観光プロモーション活動にかかる団体等の共同事業等をで

すね、６事業をやられたかと思います。 

 それで、２７年度でこの総合戦略が最終的に作成されてですね、２月に申請され、

来年度から本格実施という形になるのかと思います。 

 その中でですね、２８年度予算の中に、結局総合戦略の考えられてある給付事業で

すたいね、総合戦略の中の給付事業については、今度２０事業ぐらいですか、予算と

して上げられてあるかと思います。 

 それで、これは、総合戦略の給付の中で、これは、もう地方財政の中でですね、地

方交付税の中にもう入れますよということで、こういう計画を出されておると思って

おります。 

 ただ、今度交付金事業にかかわる分ですが、これについて、今申請をしております

ので、これが通常承認が得られんことにはですね、実施はできないのかなと、交付決

定がないとなかなかできないのかなとは捉えておるんですけれども、この、やり方の

問題なんですけれども、これは間違いないと言いますか、取り組みについてはですね、

交付決定が採択されない限りは、もうやっていかないという考えなのか、まあ大丈夫

だろうからこれをやろうかなというようなことでですね、交付はできなかった、これ

をやったらまた単費でやらないかんというようなことがあり得るのか、その辺りのと

ころを、ちょっと確認をさせていただきたいと思いますが。 

 議  長  村長 

 村  長  議員言われるように、２８年度以降は新型交付税という形で、地方創生の推進交付

金ということがあります。 

 しかしながら、今言われますように、あくまでも国の査定で、それが通らなかった

場合は単費でやるのかという話でございますけれども。 

 まず、その前にですね、普通交付税の中でそういった地方創生に取り組む地方財政

計画の中に、まち・ひと・しごと創生事業として措置されておりますので、そこらの

ほうからまずは使っていくという形になろうかと思います。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  そうしますと、それもやはり地方交付税の中に入っておるということになるんです

かね。 

 そうした場合に、そちらから使っていくということで、今お答えをいただいたわけ

ですけれども、そうすると事業についてはですね、今のところはそれを使っていくこ

とで、単独でやるということは何も考えていないということで、理解してよろしいん

ですかね。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  財源の関係でございますので、私のほうから補足説明をさせていただきたいと思い

ますが。 
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 今回、まち・ひと・しごと創生総合戦略に組んでおります事業につきましては、前

回予算の説明の中でも申し上げましたように、約３，７００万ほどがありますという

ことで、私のほうから説明したところです。 

 今回再チェックして、ブラス１８０万円、もう１つ、１件事業を見落としておりま

したので、合わせますと３，８８５万ほどが今回新年度予算に計上されております。 

 その部分につきましては、以前から申し上げておりますとおり、基本的な考え方と

しては、地方交付税に措置される地域の元気創造事業費、それから人口減少等特別対

策事業費、これを充てることで説明したところでございます。 

 その交付税に措置される額が、合わせますと、約１億７千万ほどございます。 

 ですから、その３，８８５万は十分カバーできる数字ではあるわけでございますが、

先ほどから申し上げております新型交付金、それから加速化交付金、これについては

事業申請をして、それを県のほうで認めていただければ、その対象に充てていくと、

そういうことになるわけで、地方交付税のほうにまた余裕が出て来ると。 

そういうことになってくるわけでございますので、予算計上の段階では、まだ一般

財源を充当していると。単独で考えている部分が主であるということでございます。

今後、県に申請する中で、採択されるかどうかで変わってくるということになろうか

と思います。以上です。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  そうしますと、先ほど言われたとおりですね、じゃあ９千万ですか、全部で。交付

税。 

 （「１億７千万」の声あり） 

 ２  番  １億７千万ですか。 

 結局、今、予算としてこれを入れとると、３，８００万が入れておるというような

ことですよね。 

 そうしますと、その残りと言っちゃ話がおかしいのかもしれませんけれども、その

分について対応をしていくということでよろしいんですかね。 

 加速化交付金はもう、今度またしますけれども、新型交付金でですね、その分につ

いて、今申請しているものが、例えば、たぶん１００出しておるうちの１００全部認

められるかというと、たぶん認められないのが普通だと思うんですよね。もう全国全

部ありますから。 

 その中で、結局、５０事業とか７０事業をやることになってくるかと思うんですよ。

今、言われた、交付されている部分と、これを全部入れると、その金額では合わない

ようになりますからね、その合わなくならないようになったときから、もう交付金が

採択されない限りはやらないという形の考え方でいいんですかね。 

 議  長  村長 

 村  長  やらないことじゃないわけですね。 

 先ほども言いましたように、今回の地方総合戦略の中で予算組みをやっております

のが３，８８５万ということで、それに対しまして、国のほうからの補助金というの

が１億７，００万は、国のほうからそれに見合う補助金があるということですね。 

 すみません。交付税だそうです。 

 それが今度２８年度におきまして、その地方創生の採択と言いますか、それを国、

県等にやっていただければ、そのお金が当然入ってきますので、それでまた、その１

億７千万の中から振り替えを行うという形になろうかと思います。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  ですから、私の言いようが悪いのかなと思うんですよね。 

 例えば、その１億７千万というものがあると、それについては、結局、給付事業を
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含めですね、この戦略の中でやっていくと。 

 ただ、やる、やらないというのは、その枠を超えて、ですからどうなるかが分から

ないんですけれども、交付金ですたいね、新型交付金で貰えると言ったらおかしいけ

ど、採択された分ですね、採択された分と、この今、入っております１億７千万です

か、このものを足した中でこの戦略を進めていくとですね。それに足らなくなったか

らということで、単費を入れるというようなことはですね、考え方のところだけをで

すね、確認をさせていただいているところなんですよ。 

 ですから、総枠的なものは分かりますよ、はい。そこのところだけを、ちょっとお

尋ねしているところですが。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  説明の仕方がですね、ちょっとかみ合ってなかったところがあるようですので。 

 まず、今回の地方創生に上げている事業費ですね、これを総額マックスで考えてみ

てもですね、地方交付税で措置される額を超えるようなことは、まずないものだと思

っております。 

 今回、２８年度の当初予算、国の予算ですけど、新型交付金については約１，０８

０億円が確保されております。それから、地方交付税のほうのまち・ひと・しごと創

生事業費、これは１兆円を５年間は維持すると、そのようにされているわけですね。 

 ですから、村のほうとしては、先ほどから言っております１億７千万、これは、概

略の数字になりますけど、その辺りの数字は確保されるものと思いますので、交付税

以外にですね、単費を継ぎ足す、そういうことはまずないかと、そうまでやらなくて

も、まち・ひと・しごと創生の事業費には取り組むことができるんではないかなと思

っているんですが、そういった説明でよろしゅうございますでしょうか。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  分かりました。 

 じゃあ、そういうような考え方であればいいのかなと、私も思います。 

 あとはもう、これたいへんな事業で、また大変な中身だと思います。できる限りこ

れを達成してですね、もう人口減少もなくなるというような形でですね、取り組んで

いただきたいと思います。以上で終わります。 

 休  憩  

 議  長  １４時４０分まで休憩します。 

 （１４時２７分） 

 再  開   

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。 

 （１４時４０分） 

 議  長  ９番 長澤貞義議員の質問を許可します。 

９番 長澤貞義議員 

 ９  番  私の質問は３つございますが、まず、１つ目の、小石原道の駅の駐車場拡張につい

てでございますが。 

 小石原庁舎の下に広い駐車場が現在ございますが、その前に議長、資料の配布を許

可をお願いします。 

 議  長  事前に確認しておりますので、これを許可します。 

 （資料配布） 

 ９  番  それでは、資料を基にですね、ご説明をいたします。 

 裏表写真がございますが、現在の小石原庁舎の下の駐車場が２枚写っております

が、これは、昨日撮ってみたんですね。日曜日にどのくらいここが利用されているの

かという思いがありまして、私の車しか映っておりませんが、ほとんどここに道の駅
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の来客された方が利用されていない状況だなと、いつも通るたびに思っておるんです

ね。 

 実際の道の駅の駐車場、現在は本当にそんなに広くはないんですが、この小石原庁

舎の下の駐車場を改造をして、この入口のところをですね、生け垣みたいなのがある

のを全部どかして、大型バスなんかが入りやすいような改造をしたら、もっと有効的

に利用できるんではないかと思いますが、村長の思いはどうでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  議員の質問は、小石原道の駅の集客数の増加についてのご質問で、大型バス等が駐

車できたらいいのではないかと、たいへん良いご提案だと思っております。 

 いずれにいたしても、この東峰村がやっぱり活力ある村になっていくためには、当

然、先ほどの地方創生の人口減少問題とかいろいろありますけれども、村から出て行

かない人をやっぱりつくるということと、村外からですね、やはり村に来てくれる人

をいかにして呼び込むかというのが、大事なことだと思っております。 

 したがいまして、小石原道の駅周辺整備についてはですね、議員もご承知のように、

今、役場の駐車場も含めてですね、構想を練っている段階でございますので、またそ

の中で検討をしていきたいと思っております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  全体的な構想は前回にもお聞きしておりますし、今、この現在ある駐車場をですね、

まず有効的に活用してみてですね、それでもっと足りないとかいうようなことになれ

ば、もっと言ってましたね、駐在所の移転とかいうものに繋がっていくんではないか

なと思いますが。 

 とりあえずここをですね、まず駐車場としての使い方を、うまく使ってみてはどう

かなと私は思うんですが、どうでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  今の時期とかですね、等につきましては、今、議員おっしゃいましたように、私の

車１台しか止まってないというような、日曜日の状況であるでしょうけれども。 

 今から先ですね、行楽シーズン等を迎えますと、やはり道の駅の駐車場の問題とい

うのは、非常に深刻なことであります。 

 前回ご提案いただきました近隣の駐車場ですかね、民有地あたりに止めたらどうか

というお話で、お話を１人の窯元さんにもさせていただきました。 

 そうししましたところ、そういう時期は、うちも大事なお客さんが来るんで、そう

いったことはできませんということであります。 

 したがって、やはり公的な公営駐車場等を整備する必要は当然あるかと思います

し、先ほども言いましたように、やはり村外から人を呼び込む、そのためには駐車場

の整備は必要だと思っておりますので、この件につきましては、先ほど申しましたよ

うに、全体の構想の中で計画を図っていきたいと思っております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  全体的な構想を図っていきたいという思いでございますので、私としては、もう現

在ある駐車場をまず活用していくのが先だと思っております。 

 もう１つの写真で、駐在所が写っていますが、駐在所の後ろ、小石原庁舎の横の駐

車場、それと右側に商工会がございますが、この商工会の横、小石原庁舎との間のこ

の駐車場ですね、これは、どんなふうに現在利用されていますか。 

 議  長  村長 

 村  長  端的に言いまして、ウィークデーとですね、それから休日等の使い方は違うように

なっております。 

 ウィークデーにつきますと、役場の職員等の駐車場等になっておりますし、ウィー
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クデーにつきますと、なかなか第２駐車場と書いてあるんですけれども、止められな

い方がいるということなんですが、道の駅の第２の駐車場等で活用をしていると思っ

ております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  もっとですね、道の駅に来られたお客さんに、何と言うですかね、周知をして利用

していただくという取り組みが必要ではないかと思っております。 

 せっかく駐車場をつくっておりますので、もっと有効にですね、利用していただけ

るような取り組みを村でやっていただきたいと思います。 

 全体的な構想はまだ、実際まだ動き出しているわけじゃないと、私も感じておりま

すので、ぜひ、今言いました役場の下の駐車場ですね、これをそういう道の駅で利用

できるような形、入りやすいような改造をぜひやっていただきたいと、私は思ってお

ります。 

 続きまして、２番目の電気自動車の充電器の設置について、でございます。 

 前回も質問で出したんですが、これは、道の駅に急速充電器を設置をできないかと

いうことを主に出したんですが、今回、小石原庁舎とか伝産会館ですね、そういうや

っぱり人が来るようなところに設置をしていくべきではないかと思っております。 

 なぜかと言いますと、私もいろいろ出かけまして、花公園とか行くことがございま

すが、各小国とかですね、道の駅に行きますと、必ず急速充電器は設置されているん

ですね。小国町は役場にも急速充電器はございますし、それから、ずっと上に上りま

した、三愛レストランにも急速充電器はあります。両方とも私は利用しました。 

 現在ですね、充電器の普及状況をお知らせしますと、全国の数で言いますと、普通

充電器が１０，５８４カ所ですね。それから急速充電器が６，４０５カ所ございます。

それから福岡県は、もう相当な数ございます。 

 近くで言いますと、朝倉市に１２カ所ですね、それから飯塚市に１５カ所、久留米

市は２９カ所、それから福岡市内はもうかなりの数がございますね。福岡市で言いま

すと、博多区だけで２９カ所あります。それと一番近いなと思うのは、杷木の斉藤石

油ですね、あそこが設置をされております。それから、赤村ですね、赤村は源じいの

森ですか、あそこの宿泊施設に急速充電ではないんですが、普通充電器が設置されて

おります。それと、副村長もご存じでしょうか、県庁に今度設置されております。３

月の８日から稼働するということを聞いております。 

 そういうことでですね、充電する箇所はこんなに全国、福岡県、大分県にわたって

ですね、設置をされております。ぜひ、わが東峰村の中にも急速充電器を設置をでき

ないかという質問です。 

 議  長  村長 

 村  長  昨年の６月議会でもですね、議員おっしゃるように、回答させていただいたんです

けれども。まずは、道の駅周辺が一番望ましいかなと思っております。 

そういった中で、先ほども言いましたように、道の駅周辺についてはですね、今、

整備計画を考えておりますので、検討しておりますので、そういった中でこの件につ

いては、きっちりと対応していきたいと思っております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  これに関連しまして、２８年度の予算の中で公用車の買い替えがありましたね。１

４０万ぐらいの公用車ですね。バンを替えるということですが。 

 これを私は、ぜひ、電気自動車のバンを活用してですね、使ったら、有効に役立て

るのではないかと思います。 

 なぜ、そう申し上げるかと言いますと、村内各地でいろいろイベント、お祭り等が

行われておりますよね。その際に、私のところの千灯明なんかは、特に夜祭りがあり
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ますので、電気は近所の家の電気を引っ張って使っているわけですね。 

 それから夏祭りですね、８月の。その場合は、確かエンジンの発電機を借りて電気

を灯してますよね。これを、電気自動車１台あれば、そういう祭りのときに有効に自

動車の電気を取り出して、全部賄えると思うんですよね。 

 ちょっと値段は確かに、現在まだ高いんですが、そういうふうな活用方法もござい

ますので、その点を検討いただけたらなと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  あと災害時等の利用等もあるかと思いますので、この辺りは検討をさせていただき

たいと思っております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  続きまして、日本国債の運用について、でございます。 

 日本国債３億円運用していると思いますが、最近の日銀が国債を引き受けて、量的

緩和を実施しているというふうに認識しているんですが、日本国債の信用度と言いま

すか、格付けを見ますと、ランキングですね、これはやっぱり中国、韓国、エストニ

ア、チェコ、サウジアラビアに続く格付けになっているんですね。  

 これはやっぱりもっと本当は日本という国の経済からすると、もっと高い位置にあ

るのが当然だと思うんですが。何しろ国債の発行高が１千兆を超えておりますので、

先進国の中でダントツに日本の国債の発行高が飛びぬけているわけでございますが、

これの日本国債の破たんですね、この可能性というのはないのか、あるのか、どうお

考えでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  たいへん難しい問題ですので、私が答えられるようなことではないかと思います。

正直言ってですね。 

 国債が破たんするのかどうか、小さな村の村長がですね、破たんする、しないと言

っても、これは、日本国全体の話でありますので、それはちょっと控えさせていただ

きたいと思います。 

 ただですね、やはり今、議員言われましたように、マイナス金利でもですね、日本

国債がやっぱり買い続けられているということにつきましては、それなりにやっぱり

他国からの評価が日本国はできているのではないかと思っております。 

 １，１００兆円ぐらいですかね、約、それだけの負債があると言われておりますけ

れども、個人的な予算が１，７００兆はあるということも聞いております。 

 そういった中で、格付けのお話もされましたけれども、あくまでも格付け等につき

ましては、ムーディーズとかスタンダード＆プアーズですね、そういった格付け会社

が付けたことだろうと思っております。 

 そういったことに関しましても、ちょっとなかなか難しい問題でありますので、端

的に言えば、日本の国債がだめになれば、日本はだめになるんだということであろう

かと思っております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  財務省のですね、これインターネットでちょっと見たんですが、日本が財政危機に

陥った場合、国債はどうなりますかという質問に対して、財務省の答えがですね、ち

ょっと読んでみますと。 

 仮に財政危機に陥り国が信認を失えば、金利の大幅な上昇に伴い国債価格が下落

し、家計や企業にも影響を与えるとともに国の円滑な資金調達が困難になり、政府に

よるさまざまな支払いに支障が生じる恐れがあります。そうした事態を招かないよう

に、財政規律を維持し財政健全化に努めていく必要がありますと。こういう答えを出

しております。 
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 つまり、やっぱりリスクが、国債にしてもやっぱりあるんだというような答えでは

ないかと、私は、これで読みまして思うんです。 

 それで、以前ユーロ円債なんかの運用がございましたよね。ユーロ円債のあれを見

ますと、ほとんどもうＡＡＡなんですよね。ノルウェー、フィンランドなんかはです

ね。 

 それと比べますと、やっぱり私は、日本国債というのは、やっぱり現在の金額を、

政府は今現在では償還はできないと考えております。消費税を上げれば何とかなるん

ではないだろうかという話もございますが、一昨年ですか、昨年ですか、８％に上が

ったときに、やっぱり消費が冷え込みましたよね。来年か、１０％に移行するという

話も出てきておりますが、できるかどうか確実でありませんが、日本の経済が落ち込

む可能性を含んでいるわけですね、消費税を上げることによって。だから、ますます

悪循環にやっぱり陥っていく可能性もあるわけですね。 

 今後の運用に関してですね、これはもう現在運用しているのでどうしようもないん

ですが、今後の可能性として、国債をこのまま持ち続けているのがいいのか、悪いの

かお聞きします。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほども言いましたように、一ですね、小さな村の村長が、国債を持ち続けるのが

いいのか、どうなのかと問われましてもですね、これは、残念ながら答える手段があ

りません。 

 議員言われるように、ユーロ円債のほうがいいと言われるんであればですね、それ

は、議員の見方でありますでしょうし、私は、これは、やはり運用規則ですか、それ

もきっちり変えましたようにね、それは私としてはやりません。 

 それと国債がそんなに不安だとおっしゃいますけれども、国債がだめになって経済

的に日本の国がですよ、なくなってしまえば、それは、私は一蓮托生ですので、これ

は、どうもがいても仕方がないと思います。 

 しかし、そうならないように、私たちはやっぱり頑張っているわけですから、そう

いった点は、十分議員としても受け止めをお願いしたいと思っております。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  現在、こういうふうに千兆を超える借金財政、国家ですが。なぜ、世界から日本国

債が、こんな状況になっても買われるのかというのは、私自身の考えでございますが、

やっぱり日本は企業がしっかり活動していると。それと個人の資産ですね、これがし

っかりあると。 

 お隣の韓国などと比べると、やっぱりそういう大企業から中小企業の数、全く違う

わけなんですね。だから、日本の国を支えているのは、そういう企業と国民がしっか

りしていると見られているんではないかと思われるんですね。 

 しかし、懸念がないと言えば、やっぱりあるわけですよね。実際、本当に返せない

借金でございますので、そこのところをですね、しっかり見極めていくべきであると、

私は思っております。 

 今後、いろいろ村長が当時なられたときには、ユーロ円債を早く回収して、使いた

いということを言っておりましたね。しかし、結局同じく８億円は運用をされている

わけですね。やっぱり運用は運用でやらなければいけないと、私もちゃんと認識はし

ております。 

 週刊誌なんかでも国債のことはいろいろ載ってますよね、ちょくちょく、どうなる

のかという。千兆を超える借金、確かに日本国民が９２％ぐらいを引き受けていると

いうか、買っている国債でございますので、外国からの、何と言うですかね、ギリシ

ャみたいなことにはならないと、日本国債は思っております。 
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 しかしながら、やっぱり返す財源というのは、私はないんではないかと思ってます。

そこの認識は、村長どうですか、国は帰す財源なんかありますかね。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほどからですね、度々申し上げておりますけど、やっぱり一番小さな村の村長が

ですよ、そういった国家財政の話をですね、この議会の中ではできません。 

 あえて言わせていただくとですね、財務省なんかはデフォルトとか、逆に言うと、

この前もちょっとなんかで読みましたけれども、望んでいるかも分かりませんね。 

 現に日本はデフォルト、１回終戦後やっているわけですから。 

 しかしながら、先ほども言いましたように、私たちはこの日本の国を、小さい村か

らでも守っていかなければなりません。やはり孫子の代まで、この日本の国というの

は受け継いでいかなければなりません。 

 そういった中で、私たちは、そういったことがならないように、全力を尽くすべき

じゃないかと思います。 

 議  長  ９番 長澤貞義議員 

 ９  番  確かに私もそれはもう国債がですね、破たんしてほしくはありませんよ、本当に。

国民がやっぱり困ります。全員。本当に破たんしたらですね。 

 しかしながら、うちの村は、今、国債運用をしているわけですよ。だから、前回の

ユーロ円債のときに裁判を起こされましたよね。そして２億５千万か、補償せよとい

う。これはですね、やっぱり同じようなものだと思うんですね。国債だって、こんな

ふうに、やっぱり危ないと思われている人もおるんですよね。言われたら、そんなふ

うになるんですよ、結局、国債だって、将来、本当に５年後どうなるか分からないん

ですよ、本当に。だから、私は、そういうことを、認識をしていただきたいと思って

おります。終わります。 

 議  長  村長 

 村  長  いろいろ個人の考え方というのは、あってしかるべきだと思っております。 

 しかし、私の立場においてはですね、やはり村民の皆さんのお金を、いかに安全か

つ有効に使うかということに尽きると思います。 

 そういった中で、一般の銀行預金あたりに預けるのか、少しでも金利の高い国債と

か、そういったものを買うのか、それはそれなりの判断をさせていただいて、やはり

少しでも金利の高く、そして安全な国債、地方債、それから政府保証債、これについ

てはですね、対応をしていきたいと考えております。 

 議  長  引き続き、８番 佐々木紀嘉議員の質問を許可します。 

 また、佐々木議員は、口腔内の病気ということで、議場内への飲料水の持ち込みを

事前に許可しております。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  私は、安全対策について、質問いたします。 

 平成２４年に起きた集中豪雨災害の復旧工事、大方終了したと、このように思って

おります。 

 しかしながら、それは災害前の現状への復旧工事であり、根本的な災害への防止工

事ではないというふうに考えております。 

 工事の中で、一部砂防ダム等ができて補強されたところもあるというふうに聞いて

おりますが、やはり災害が起きる要因とすれば、その現状の原体が悪いと言いますか、

箇所の状態が悪いから、そういうふうに災害が起きるのであって、やはりその災害を

取り除くためには、その現状を修復しなければ、改善しなければ、災害はいつでも安

心はできないというふうになろうと思っております。 

 やはりその箇所の改良をすることによって、村民への安心・安全が保たれるのでは



44 

 

ないかなと、このように思っております。 

 三度またあのような２４年の集中豪雨が仮にあったときには、そういう箇所は、ま

たそういうふうな心配があるのではないかと、このように思っておるところでござい

ます。 

 そのような箇所の計画的な、そういうふうな防止工事ができないのか、修理ができ

ないのか、お尋ねしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  今、議員言われますように、私としては、やはりこの村の根幹であります住民の安

心・安全な地域づくりというのは、最重要だと考えております。 

 そういった中で、２４災害のときにですね、相当なわが村におきましても災害が出

たところであります。 

 そういった災害復旧につきましては、村の建設業者さん等のご協力も得まして、速

やかとはいきませんけれども、対応していただいたところであります。 

 しかしながら一昨年でしたか、福岡県のほうから出ました土石流災害のマップです

ね、これを見てみますと、まだまだと言いますか、たいへん大きな災害の地域に、東

峰村としては位置付けがされていると思っております。 

 そういった中で、どのようにその危険箇所を対応していくのか、当然、県等には早

急にお願いをいたしまして、猿喰地区の砂防とかですね、あと原地区の砂防の実施計

画にかかる測量とか、そういったものはさせていただいておりますけれども、その他

にまだまだ危険箇所というのは多大であります。 

 そういった危険箇所を、やはり村の単費でやるというのは、これはまたなかなか難

しいことでありますし、その辺りを今後はですね、やっぱり県土整備事務所とか農林

事務所、そういったところも要望等も含めまして、対応をできるだけですね、皆さん

が安心・安全な地域がつくれるような対応はしていきたいと思っております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  ただ今答弁をいただきましたが。 

 私はこの質問で、担当課長のほうにも、また考えを尋ねたいと思っております。聞

いといてほしいと思います。 

 安心・安全な村づくり、それから住みやすい地域づくりというのは、誰もが願って

いるところであります。 

 前は、災害は忘れたころにやって来るという言葉がありましたが、今は忘れたこと

ではありません。いつやって来るか分かりません。やはりいつ災害に見舞われるか分

からないということは、安心・安全な村ではないし、安心・安全にはまだまだほど遠

いということであります。 

 これまでの歴代村長も、この安心・安全な村づくりということで、大半の方が公約

に上げておられます。それはもちろん当然のことだというふうに思っております。 

 しかし、先ほども言いましたように、災害が起きた箇所への工事は復旧工事であり、

現状では安心・安全には、やはり遠いものだというふうに思っております。 

 ただ、村長が先ほど言いましたように、やはり安心・安全には多額の財政、それか

ら事業費が必要だということも十分理解をしております。 

 村が予防工事をしない、できないのは、国それから県、そういうところの事業費が

付かないからなかなかやれない。治山治水については、別でしょうが、予防はできる

んでしょうが、一般的な防止工事はなかなかできないというのが、今の実情だろうと

いうふうには、認識はしてはおります。おりますが、やはり財政が潤沢でないから、

じゃあ、こういうふうな工事が、やらないのか、やれないのかと言ってしまえば、何

もしないということにやっぱりなると思うんですね。 
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 そこについては、村長じゃなくて、村としてはどんなふうに考えているのか、担当

課長のほうに尋ねたいと思います。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  先ほども申されたように、災害復旧につきましてはですね、あくまで原形復旧とい

うことで、安全が確保されたものではございませんが、いろいろ林道とかですね、そ

ういった要因とか、いろいろ言われている部分もありますし、そういった部分で、治

山、砂防、そういったことに関しましては、県のほうに要望しながらということで進

めているところではございます。 

 財政的な面とか、そういった部分につきましては、単費でというのはなかなか厳し

いところもありますが、そういったところを含めまして、県等とまた協力を得ながら、

防災に対しては対応していきたいという気持ちではございます。 

 議  長  村長 

 村  長  議員も十分お分かりだと思いますけれども。 

 やはりその、村の予算的なこともあります。しかし、そういった中で、各地区から

のですね、要望等につきましてはできるだけ、予算がないからということは言わない

中でですね、やってきたところであります。 

 しかしながら、それで本当に大丈夫なのかと。これは、私思うんですけれども、気

候変動が大きな要因であろうかと思いますけれども、これは、１つはやっぱりどちら

かというと、人的災害のほうが部類的にはですね、大きいんじゃないかと思っており

ます。 

 それは、やはり山の植林の話とか、あと林道の話とかですね、そういったものを含

めて、下流であります地域に、そういった災害等がやはり起きるような大勢になって

いる。 

 こういったことを考えますと、山の再生なんかについてもですね、取り組まなけれ

ばいけませんし、今後のことを考えますと、対処しなければならないところはですね、

それは、単費を使ってでもですね、先ほどから言っております安心・安全のためには、

対応をしていきたいと思っております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  安全対策については、質問は、これで終わるんですが、やはり同じように直してし

まえば、また同じだというのが１つだと思います。 

 形状を少しぐらいは変えれば、今度はそこは何とか出ないとか。だから、前と同じ

ように直してしまうのか、少しぐらいは何かできないのかと。 

三面張りを例に出しますと、三面張りがあって、それがないときには必ず流量が変

わってきますのでね、流量が変わったときは、そこは必ず穴がほげるというようなこ

とが出ます。そうすると、穴がほげれば、今度周りの石垣とかいろんなものが壊れて

くると。 

ですから、それを少し延長するとか、何かそういうふうな改良型のやつが、村とし

ては組めないのか。あくまで原状復帰であって、どう言いましょうかね、県から指定

をされた工事しかできないのか、そこをもう１回だけお尋ねしたいと思います。これ

は担当課長ですね。 

 議  長  建設水道課長 

建設水道課長  災害復旧につきましては、あくまで原形復旧ということになります。 

 補助をということになるんで、そういった条件はどうしてもクリアしなければいけ

ないところでございます。 

 それ以外でということになると、村の単費を使ってというような方法しかないかな

とは思います。 
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 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  これは、要望なのか提案なのか、やはり少しぐらい単費使って、それが改善される

んだったら、そこは十分に考えて、今後は取り組んでいただきたいなと。大幅な工事

になってくるとですね、なかなかこれは単費使うと問題でしょうが、少し、仮の話で

すが、その三面張りをもうちょっと延ばしてやれば、人家が通り過ぎるとか災害が起

きにくいとかいうことがあればですね、やっぱりそこのところは、村としても考慮し

ていただきたいなというのがあります。 

 この安全対策については、これで質問は。 

 村長のほうに、じゃあ、答弁をお願いします。 

 議  長  村長 

 村  長  今の質問は、予防的なことだろうと理解をしております。 

 例えば、石垣で根石が飛んでいると。そのままでは災害にはかからないんですけれ

ども、その石垣を補修することによって、数倍のですね、予算を使わなくてよくなる

というようなことも考えられます。 

 個々のですね、立場、立場でまたその辺りは対応させていただいて、やはり大きく

ならないうちにその災害を食い止めたほうが、それは誰が考えてもベターな話でござ

いますので、そういったところはまた地元の方の要望等も含めましてですね、取り組

んでいきたいと思っております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  次の質問に移ります。 

 ふるさと納税について、また質問させてもらいます。 

 このふるさと納税については、同僚議員からも何人か一般質問で出ております。私

も２６年の６月議会で、このふるさと納税について質問をいたしております。 

 そのときですが、長野県の阿南町の取り組みなどを紹介しながら、税制改正とそう

いうものも含めて執行部のほうに一般質問をしたと確か思っております。村も力を入

れて、このふるさと納税に取り組んだらどうかというふうな質問だったと思います。 

 たぶん答弁は、力入れてやりますというふうな回答じゃなかったかなと、今、思っ

てはおりますが。再度確認の意味で、この通告に従い、簡単な質問です。していたい

と、このように思っております。 

 まず、最初の質問ですが、税制が改正されております。 

 まず、寄付への案内パンフレット、それから村のホームページなどは改正を踏まえ

た内容になっているかどうか、尋ねたいと思います。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  ふるさと納税の関係につきましては、住民税務課が担当しておりますので、私のほ

うから答えたいと思います。 

 ふるさと納税の寄付金控除の限度額の引き上げの改正がですね、平成２７年１月１

日以降の寄付から、対象が２倍というふうなところになっておりましたけど、村内の

パンフレット、村が配るパンフレットの分にはですね、１０％を２０％、２倍に改正

してあったんですけど、ホームページ等の詳細には、今までどおりの記載、１０％の

記載でしたので、これは、今年の２月中に変えさせていただいたところです。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  この一般質問を出す前の２月の２２日に村のホームページから出してみたけど、変

わってなかったけど、その後に変えたんですね。 

 はい。 

 変えた内容を私もまだ見ておりませんので、内容的なものについては分かりません

からコメントはいたしませんが。 
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 次の質問にいきたいと思います。 

 最初にこのパンフレットなりホームページを作ったときにですね、内容ですね、内

容はどのように検討されたのかなと。何人でまた検討されたのかなという思いがあり

ますので、ちょっと前にさかのぼりますけどね、そのことをお尋ねしたいと思います。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  このパンフレットの内容つきましてはですね、平成２６年１１月ぐらいに検討をし

ております。これは、平成２７年度の寄付をいただくために作っておりまして、当時

担当課内で作っているところではございます。部数としましてですね、約１，０００

部ほどです。 

 この内容につきましては、各世帯に配布をして、１１月の中旬ぐらいに配布をして

いるというふうに聞いております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  ちょっと前のことをなんで私が掘り起しよるかというと、やっぱりより良いものを

今後作らなければという思いがあるから、ちょっと前のことを検証しながら、また、

この質問をしたいと思っておりますので、聞いております。 

 これは、担当課で言うと、総務課になるんですか、総務課税務係、違う。 

 それから、これを作ったときには何名ぐらいで、これ検討して作ったんですか。 

 議  長  村長 

 村  長  お願いがありますのは、当時ですね、私のほうがたぶん指示を出したと思います。

それは、ふるさと納税というのがですね、非常に脚光を浴びている時期でありました。 

 東峰村につきましても、やはりそういった声も聞いておりましたし、率直に申しま

すと、福岡小石原会のメンバーあたりからでも、結構何でやらんのかというようなお

叱りも受けておりました。 

 そういった中で、東峰村としましても、ふるさと納税をやっぱりやって、そして元

気な村づくりを行おうという形でやりました。過去につきましては、申し訳ありませ

んが、そういったことで不十分なところもあったと思います。 

しかしながら、皆さんから今回、ホームページの更新とか、そういった予算等も可

決をさせていただいておりますので、今年度末についてはですね、きっちりとしたふ

るさと納税等のホームページ等が出来上がると思います。 

 そしてあと、今日良い意見をいただきました。柳瀬議員からのほうのですね、クラ

ウドアプリとかですね、あとふるさと納税ですと、筑前町さんがですね、確かではな

いんですけれども、町長さんから、違うかったですかね。 

 別の有料広告とかですね、そういったのをやったら結構寄付金が伸びたというよう

な話も聞いておりますので、そういったところも含めましてですね、今後は対応して

いきたいと思っております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  私の最後の質問を、少し村長から取られたみたいですが、質問をします。堺副村長

にもお尋ねをしたいなというふうに思っていますので。 

 このふるさと納税制度ですね、寄付額の増額、それからワンストップ制度などでこ

れまで改正されております。 

 ワンストップ制度については、昨年４月からの適用となっておりますので、大半の

寄付された方は、申告は不要というふうになっていると思っております。 

 ちなみに東峰村は６６名の方に寄付をいただいております。金額的には２００万近

い数字だろうと思います。また２８年度には、これはまだ盛り込まれているだけです

からなっておりませんが、企業版のふるさと納税等も今検討されているようです。 

 いずれにしましても、このふるさと納税につきましては、全国的にやっているとこ
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ろはやっている、やらないところはやらないのかなというふうな、見方がちょっと私

にはあるんですね。ですから、一番多いところは１３億数千万ですね。わが東峰村が

２５０万、８０万でしょうけど。 

 でも、このふるさと納税をやっぱり東峰村でも力を入れて、前、高橋議員が言いま

したように、クラウドファンディングですか、ああいうもので、やっぱりこれで事業

資金を作ったらどうかどうかという思いがあるものですから、何回も何回もこの質問

を私はするわけですが。 

 このふるさと納税は単に寄付金集めだけではないというふうに、私は思っておりま

す。この事業をすることによって、もしかしたら地場産の活性化等にもなるかもしれ

ませんし、これ、長崎の平戸市でしたかね、ビデオか何か作って、いただいた寄付金

の子どもさんとかいろんな方が助かりましたという、確かビデオがあったと思うんで

すね。やはりやり方だと思うですね、これも。 

 だから、私はやっぱりこの寄付をしようという気持ちになるようなホームページな

りパンフレットなりということがありましたので、先ほどちょっと確認の意味で、前

どうやって決めたんですかと。 

 前は前で一生懸命頑張ったんでしょうけど、やはりいろんな人が見る、それから知

るためには、やっぱりそれなりの情報なりいろんなことを、小さな紙面でしょうけど、

その中にきちんと網羅しないと、寄付をしようかなという気持ちにはならないんじゃ

ないかなと。 

 やっぱりわが小さな村、２，３００名を切ったような村でも、頑張っていろいろな

ことをやりますから、全国の皆さん寄付をお願いしますよというふうな気持ちが相手

方に伝わらなければ、ただの金集めかと。わが東峰村は金集めじゃなくて、困ってい

るいろんな問題があるから、そういうふうな事業としてこのふるさと納税、これ平成

８年でしたかね、できたのが。 

 平成１１年ぐらいから急激に伸びたということは載ってはおったんですが、たぶん

メディア等に紹介されたから一気に伸びたんでしょうけど。 

 このふるさと納税は、皆さん方も思っているかもしれませんが、謝礼品で華美が、

華美というのは、多すぎるとか華やかという意味の華美ですが、やり過ぎじゃないか

という声も確かにあるとは思います。 

 しかしながら、じゃあやり過ぎだから、じゃあ少なくしてみんなよりかは１歩２歩

引いてから作るのかということだろうと思うんですね。やるならやろうじゃないか

と。やってみてやれなければそれは仕方ないけど、やはりいろんな知恵を集めていろ

んなものを作って、寄付押しをやると。この東峰村にいろんな事業資金を集めて、そ

れが村民の、先ほどの村長の答弁でもありましたように、孫の代まで、子どもの代ま

でこの東峰村が息づいていくためには、やっぱりお金も、事業資金が必要じゃないか

なと。 

 先ほど地方版総合戦略については、交付税が来るから大丈夫だということで、少し

は安心はしたんですが、やはりそれでもそういうふうな事業に載らない事業が、やっ

ぱりこの村にはいっぱいあります。そういうところにきめ細やかに対応するために

は、こういうふうな寄付金ではなかろうかなというふうに、私も考えております。 

 ですから、このふるさと納税事業を、やはりもう１回考えて募集をしたらな、と思

っています。これは、私の考え方、個人的な考え方ですが、プロジェクトチームなり

をつくって、私たち議員の中も有志を集って、一緒になってこの問題というか、この

事業について取り組んでいってもいいんじゃないかなというふうに考えています。 

 なかなかですね、得策があるかどうかは分かりませんが、この問題について、副村

長に、どんな考えがあるかなと思って、尋ねたいと思います。 
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 議  長  副村長 

 副村長  ふるさと納税につきまして、寄付を増やす取り組み、いろいろあろうかと思います

けれども、まず、寄付をしやすいやり方、例えばホームページ上でクリックすればで

すね、クレジットカードなり何なりで簡単に寄付をできるような方法。 

それから、あとはこの使い道ですね。どのような事業に使うのか。そういったとこ

ろを目的、それからその効果、あるいはその使途、そういったところをきちんと説明

をすると。そういった、あるいは具体的な事業、そういったところをきちとんとホー

ムページに載せるだとかですね、そういったところを考えられるかと思います。 

 ふるさと納税ではございませんけれども、寄付をしたくなるというような意味合い

では、以前村づくり・ひとづくりの講演会に来ていただきましたテラルネッサンスの

鬼丸さんですかね、やってらっしゃった、そういう講演会をして啓発を進め、それか

ら、あちらはホームページで寄付の募集をして、クリックをすればすぐにメールでで

すね、ありがとうございましたと。それから、お礼の手紙を送られてくるような、そ

ういった取り組みもされてらっしゃいます。 

 そういった取り組みをして、事業費の確か７割ぐらいだったと思いますけれども、

寄付を集めてらっしゃると。こども兵士の社会復帰等に使われていらっしゃると。 

 そういった公益性の高い事業を、具体的にこのような使い道でやりますと。そうい

った説明があれば、華美な、何と言いますか、特産品提供だとか、そういったことが

なくても集められるのではないかと思っております。以上です。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  私も少し慌てとったんでしょうかね。３番目の質問を忘れておりました。 

 謝礼品をもう少しどうかなりませんかという質問ですね。これを忘れておりまし

た。ちょっと前後しますが、回答を願いたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  謝礼品につきましては、まずは、特産品とかですね、そういったところがまず考え

られるんですけれども。 

 また筑前町の話なんですが、何もなさそうで６４品目ぐらい全部、確か６４だった

と思いますけれども、そういう謝礼品のことも踏まえております。 

 しかしながら、寄付をいただいた全額をやっぱ謝礼品という形ではですね、またこ

れも考え方によるんでしょうけれども。 

 全額を返しましても、村の産品がそれだけ売れるわけですから、それを善しとする

考え方もあるかと思います。しかしながら、やはり私としましては、５割はですね、

村のためにいただきたいなと思っております。 

 先ほど副村長が言いましたように、やはりちょっとクラウドファンディングとたぶ

るところがあるんですけれども、こういった事業をやりたいので、ふるさと納税をや

ってくださいとかですね、そういったことも確かにやっぱりあるかと思います。 

 クラウドファンディングとふるさと納税、なかなか線が引けないところであります

けれども、そういったものも含め、そしてやはり何と言いますか、ネット上でもふる

さと納税がしやすい環境をですね、そういったものも今後については考慮していきた

いと思っております。 

 いずれにいたしましても、福岡東峰の会あたりの皆さんも、相当今回いろいろ言っ

てきたおかげでですね、ふるさと納税をやっていただきました。また、お叱りのほう

も受けております。そういった中で、この問題については、できるだけやはりされた

方も納得されるようなですね、対処が取れればと思っておりますので、頑張っていき

たいと思います。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 
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 ８  番  先ほど副村長のほうから、非常に良いお話がありました。 

 そういうふうに、今度作ったやつがなっていますか。 

 議  長  村長 

 村  長  実を言いますと、今日ですね、会員のほうにはちょっと、固まる前に、もうそろそ

ろ固まらなきゃいかんですから、固まる前にそういったものはプレゼンやってくれる

なという話はしております。 

 近々行われると思いますので、また、お声かけ等もしたいと思っております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  副村長に尋ねて正解だったなと思ったんですね。 

 私がまさに思っていることを、先ほど副村長が答弁でされましたので、やはりそう

いうふうなことも踏まえて、きちんと今度はパンフレットなりホームページなりを作

り上げていって、全国の方が見て、東峰村を応援したいというページそれからパンフ

レットですね、そういうものを作ったらいいんじゃないかなというふうに思っており

ます。 

 ３０分の持ち時間ぐらいでしたけど、ちょっと別に紹介をしたいこともありますの

で、少し。 

 このふるさと納税の２０１５年の上半期ですね、これ、昨年の４月の１日から９月

３０日までの、どんなふうな寄付額があったのかということだけ紹介をしたいと思い

ます。 

 上半期の第１位は、宮崎県の都城市みたいですね。１３億３千万ということで、こ

れについての商品は、牛肉、豚肉、焼酎などがあるみたいです。寄付件数は１０２，

７９２件ということで、かなり大きな件数ですね。 

 ２位は、山形県の天童市ですね。ここはもう果物とかあれですね、リンゴ、モモ、

ブドウ、サクランボ、メロンとかこういうもの。これ１２億円ですね。 

 それから３位が、長野県の飯山市、これは人間ドックプラス森林セラピーとか、そ

ういうもの等で９億６千万だそうです。 

 それから４位が、１年前に全国１位だった長崎県の平戸市ですね。これが９億４千

万です。ここの場合は昨年、一昨年ですかね、カタログポイント等で商品の大幅アッ

プで金額を伸ばしたところですね。 

 ５、６、７は飛ばして、９位が久留米市ですね。６億４千万。ここはですね、ブリ

ヂストンの都市でありますが、和牛、果物、地酒、自転車、ラーメン、シューズとい

うところですね。 

 それと、私が以前紹介した長野県の阿南町ですが、ここは２億円の寄付です。件数

は８，１１２件で、ここは農業振興ですから、米が商品だったと思います。 

 そういうもの等で、かなり集めた市と、いくつか村もあるみたいです。５０位以内

の中では。 

 しかし、なかなか村は少ない。やっぱり特産物が少ないのかなという思いはしない

ではないんですが、東峰村の中にも一般商店さん、それから例えばの話ですが、年越

しそばなんかを、できるかどうかは別ですよ。年越しそばと、それら新米を一緒にな

って年末発送するとか、何かアイデアというか、人が「うん、これはいいな」と思う

ような産物、それからいろんなものをこの村でやっぱりピックアップして、１点１点

でも集めて考えるべきじゃないかなと。団体が作っているものばっかりじゃなくて、

個人的にチンゲン菜、トマト、小松菜、いろんなものもあります。今は食肉処理加工

施設がありませんのでできませんが、例えばシカ、イノシシも猟友会が獲っています。

そういうもの等々を含めても、いろんな産物を、こういうふうな謝礼品として、いろ

んなものを１回検討すると。 
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 そして、そういうものをどんなふうに組み合わせたらいいのかとかですね、単品で

考えたらやっぱり難しいと思うんですね。だから、岩屋の水と米とか、何かを組み合

わせながらセットとして出すとか、何かそこ辺の工夫は必要だと思います。 

 そういうもの等を、今後やっぱり検討していって、これでやってみようというふう

な、そういうものが出来上がれば、もしかしたら集まる金額ももっと増えてくるのか

なというのと、それから、村長が言いましたように、東峰の会。東峰の会、ちょっと

この間、２月の２６日でしたかね、ありました。 

 代表して３名の議員が参加をしましたが、やはり東峰の会でも、この東峰村のいろ

んな情報がほしいんだと。情報それと先ほど言いましたふるさと納税の産物について

は、もうちょっとどうかならんかなというのが、私たち議会報告会の中の、その中に

ちょうどたまたま来られた人のご意見でした。 

 ですから、やはり寄付はしたいけど、これだけの、この中身を見ると、もうちょっ

とどうかならんかいというのはやっぱり誰でもが思うものだろうと思います。 

 物で釣るわけではありませんが、やはり興味、食べてみたいとか使ってみたいとか

行ってみたいとか、そういうものは大事ですから、副村長が行ったようなことをやっ

ぱり大事に考えながら、このパンフレット、チラシ、ホームページを、やっぱり私は

作り上げていくべきだろうと思っていますので、私も、うかつにも作ったんだったら

見てませんが、特に注視をしていきたいなというふうに思っております。 

 答弁があれば答弁を伺って、私の質問はこれで終わります。 

 議  長  村長 

 村  長  いいご提案をいろいろとありがとうございました。 

 やはり今お聞きしましたことも含めましてですね、このふるさと納税、しっかりと

取り組んでいきたいと思っておりますので、また今後とも協力のほどをよろしくお願

いしたいと思います。 

 休  憩  

 議  長  １６時まで休憩します。 

 （１５時５１分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１６時００分） 

 議  長  本日の本会議は、５名の一般質問が終了するまで時間を延長したいと思います。 

 お諮りします。 

 本日の本会議は、５名の一般質問が終了するまで時間を延長することに、ご異議あ

りませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認め、本日の本会議は、５名の一般質問が終了するまで時間を延長する

ことに、決定をいたしました。 

 引き続き、５番 高橋弘展議員の質問を許可します。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  一般質問を始めます前に、１つお断りをさせていただきたいと思います。 

 最初の５-１、７ページ目から始める予定だったんですけど、№５-２の８ページ目

から始めさせていただきたいなと思います。 

 質問の要旨に関しましては、順番は変わりませんので、ちょっと質問事項の順番を

変えさせていただきたいと思います。 

 １問目が行政懇談会について、よろしいでしょうか。 

 議  長  許可をしております。 
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 ５  番  申し訳ございません。 

 １問目、行政懇談会について、お聞きしていきたいと思います。 

 先ほど伊藤議員のほうからも、この行政懇談会についてご質問がありましたが、先

月、２月にですね、村内８カ所にて行政懇談会開催されました。 

 そこで伊藤議員もおっしゃられたように、総合戦略の十分な浸透がはかられたかと

いう部分で、やはり参加された住民の方から、「うーん、ちょっとやはり総合戦略、

地方創生どうなるのかな、何をするのかな」という部分で、やはりちょっと疑問を残

して帰られた方、私も上福井のほうに参加させていただいたんですけども、ちょっと

後で聞いた話が、そういうことが多くありました。 

 先ほど解決方法としまして、東峰テレビによる広報なり、そういった部分を考えて

いくという回答を得られておりましたが。 

 そういったところでですね、今回各、行政懇談会、場所で行われた中でも、いろい

ろな意見、住民の方から上がっていたかと思います。 

 そのご意見はですね、どういうふうに今後総合戦略に反映されていくのでしょう

か、そこをお尋ねいたします。 

 議  長  村長 

 村  長  正直なところですね、総合戦略についての、何と言いましょうか、踏み込んだ説明

というのはございませんでした。それはやはり最初の説明でございますので、致し方

ないと思っております。 

 そういった中で感じましたのが、この総合戦略と言いますのは、議員ご承知のよう

に、やっぱり今後の村づくりにですね、直結していくものでございますので、この辺

りについての周知はですね、参加者も９６名ということでありましたので、図らなけ

ればならないと思っております。 

 そういった中で、また、検証等もやっていかなければなりませんので、そういった

意見も踏まえながら、この総合戦略については、対応していきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ちょっと質問がかみ合ってないのかなというところで、上福井のほうでもですね、

総合戦略の説明をした後に、その説明を基にこういったことをやってはどうかとか、

こういった問題はどう解決していくかという部分も多々出てきたと思います。 

 １つは子どもの貧困の問題であったり、集落のこと、重点的に何を取り組むのかと

か、あと米の価格の問題をもう少し重点的にやったほうがいいのじゃないかとか、あ

と海外での学習のことであったり、観光の取り組み、もっと重点的にやるべきじゃな

いか、逆にどうやって効果を求めていくのか。あるいは、大学を出たら戻ってこない

のはどうかなであったり、あとは宝珠山小学校の利活用の問題を、そういった部分に

入れてはどうかという問題も出ておりました。 

 そういったご意見、皆さん、おそらく地方創生に、どうにかそういった意見が組み

込まれていくのかなと思って発言された部分もあったかと思います。 

 そういった各行政懇談会に出てきました住民の皆さんの意見というのは、どういっ

た部分で反映されていくのか。 

 例えばで言うと、その後の庁議であったり、そういった部分で検討されていくのか、

あるいは先ほどありました検証委員会、ＰＤＣＡを、サイクルを回すときに検討され

ていくのか。 

 そういった部分がないと、なかなか行政懇談会で住民の方が意見された部分という

のは、何だったのかなという部分があるんですが、どうでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  各行政懇談会のですね、地区からいただいた内容等につきましては、今、掘り起こ



53 

 

しをやっております。 

 先般の庁議の中であらかた出てきたんですけれども、それも含めまして、今後、や

はり村としてはですね、取り組んでいきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  せひ、この住民の方の意見というのがどういうふうに反映されていくか、ここはす

ごく地方創生をするにあたって、重要な部分かなと、私は思っております。 

 確かに、昨年総合戦略を１年間かけて作っていく中で、各種団体という部分ではで

すね、多くの村民の方のご意見を聞いてきたかと思います。 

 しかしながら、今回地区に入ってという部分で、地区あるいは集落の意見というの

は、初めて聞く機会になったのかなという部分もあります。 

 有識者会議の中ても、これは、住民の意見はどういうふうに反映していくのか。住

民の方の意見をどう聞いていくのかという部分の、逆に、その質問というかですね、

そういう課題も受けていたようなことがあったかと思います。 

 そういった部分で、やはり地方創生自体、住民の方とともにこれを作っていかなけ

れば、なかなか有意義なですね、その総合戦略にはなっていかないのかなと思います

ので、ぜひ、そういった部分を積極的に、今回の行政懇談会の部分も含めて検討して

いただきたいなと思います。 

 １つ気になる部分としまして、行政懇談会ですね。村長、就任されてから、今回３

回目だったかと思います。この３回、３年間にわたって、やり方、回数、開催時期、

時間等々、いろいろ変わってきた部分はあるかと思いますが、参加者数はどういった

具合で推移してきましたでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  平成２６年の１月からですね、この行政懇談会、今回で３回目を行わせていただき

ました。 

 やはり端的に言いますと、開催する会場ですね、会場が、細部に行けばそんだけ人

数は増えるのかなと。 

 どういうことかと言いますと、当初の２６年１月ですと、１７会場で開催したとき

は２１４名出席をしていただいております。 

 翌年の２７年の１月ですと、５会場で開催したんですが、６５名。それから、本年

の２月ですと、８会場で９６名。 

 これから言いますと、やはり当初みたいに各地区でですね、やったのが参加者は多

いのかなと思っております。 

 今回につきましても、区長会のほうに諮りましてですね、一応区長会の意見等も聞

き入れまして８カ所ということにはしたんですが。参加者の増減というのは、やはり

開催場所が細部になれば、そんだけ参加者は多いのかなと思っております。 

 それから、時期的な話も当然あったわけなんですけれども、今回は、あくまでも地

方創生を臨時議会での可決の上に、皆さんのほうには提示しなければなりませんでし

たので、２月の１日から１２日までということになりました。 

 この地域懇談会、皆さんの意見を聞く中で、予算等に反映をできれば一番いいかな

と思っておりますので、とうしても寒い時期等になってしまいます。 

 そういったところはまたご了承を得ながら、最善のところをまた考えていきたいと

思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  今後の行政懇談会のあり方はということで、今、もう既にご意見というかですね、

ご回答をいただいたような感じではあるんですけれども。 

 １年目、２年目、３年目と、場所、時期、時間等変わってきたのと、併せてですね、
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内容についても毎回ちょっと違うのかなという部分もあるかと思います。 

 １回目に関しては、皆さんご意見はございませんかという部分で始まり、２回目に

関しては、財政の部分で、今の借金や基金の部分、そして合併後、今後地方交付税が

減っていくという部分を言われて、３年目地方創生という部分で話があって、もう少

し何か行政懇談会という形を固められてもいいのかなという部分、なんか毎回違うん

でですね、村民の人たちも、言うぞと思ってきたけど、今回は地方創生の話を最初に

３０分聞いてですね、なかなか次の質問も出なかったのかなという思いもあります。 

 そこでですね、行政懇談会のあり方、私が思うに、もう少しですね、せっかく課長、

皆様勢ぞろいされている中でですね、もう少しですね、その部分を活用されたらどう

かなと思うところがあります。 

 今回、地方創生という部分を説明するのに時間はかかりましたけれども、例えばで

すね、昨年から頑張られている地域おこし協力隊の紹介をしたりですね、こういうこ

とを頑張っているんで、庭先野菜、もう少し皆さん出されてみませんかとか、そうい

う紹介であったり、他には、今年度始まった救急医療情報キットの話、普及について、

そういった話もできるんじゃないかなと。 

 あと、皆さん気になっているライスセンターの進捗であったり、あと生活道路にや

る国県道の工事の進捗、いろいろ話す内容はあるのかな。 

 今年度から始まった地域協働の村づくり基金の話、地域にまつわる地域の人に話さ

なければならない、聞いていただきたいという情報がもっとあるのではないかな。 

 そういった部分をですね、基に、もう少し意見交換等々を行っていければ、さらな

る行政懇談会の意義が出てくるのではないかなと思うところであります。 

 そういったところで、やはり皆さんからご意見をいただいた部分が活用、活かされ

ていくのであれば、もっともっと行政と住民との距離が近まっていくのかなと思うと

ころであります。そういった部分の内容の検討を、ぜひ行っていただけないでしょう

か。 

 議  長  村長 

 村  長  今回の場合もですね、主のほうは地方創生、総合戦略という形で行わせていただき

ましたけれども。地域の皆さんのご要望等については、時間もちゃんと取りましてや

ったところであります。 

 ただ、地域おこし協力隊、そういったものはちょっと気が付きませんでしたけれど

も、そういったことも含めて、今後にまた活かしていきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ぜひ、執行部の方々よりもですね、多い住民の方に参加していただいて、活発な議

論になるような工夫をいろいろしていただきたいと思います。 

 次に行きます。 

 地区担当職員について、お伺いします。 

 今回の行政懇談会でも、全職員、どこかの会場に来られていたかと思います。もち

ろんその地区担当の部分で来られていた職員さんも多くいたかと思います。 

 この地区担当職員の役割ですね、ちょっとあまり、どういった役割があるのか、あ

まり住民の方も明確ではないのかなと。確かに地域に住まいの職員の方という認識は

あると思うんですけれども、地区担当職員という肩書を、皆さん持たれている部分は

あるかと思うんですが、そこの役割はいったい何なんでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  地区担当職員と言いますのは、地域と行政とのパイプ役、そういったところが大き

な目的でありまして、地域の支援、それから調整、活動ですね、あと地域住民と一緒

になって協働による村づくりあたりを推進していただくということであります。 
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 以前はですね、課長のほうは外しておりましたんですけれども、今は課長も含めま

して、課長または課長補佐、それぞれ地区担当職員等やっております。 

 いろんな要望等もですね、地区担当職員、まとめてパソコンで打って提出してくれ

ているというようなところもありますので、議員言われるように、もっとですね、地

区担当職員が地域の中に入っていかれて、そして先ほど言いました地域と行政とので

すね、パイプ役をより一層担っていただければ、これはまた１つ大きなまた地域おこ

しの力になるのかなと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  村長、今おっしゃられましたように、地区ごとによってはですね、本当に積極的に

区長さんや連絡員さんと協働しながら、地区の問題ごとの解決にあたっている話も聞

いていたりします。 

 今後ですね、各地区ごとにいろんな地理条件、高齢化の問題等々出てくる部分があ

るのかなと思います。 

 今回のこの地方創生の総合戦略の中でも、各地区の１０年間の人口の推移であった

り、そういった部分も出てきていて、地区ごとに問題というのが違うのかなという部

分で、やはりそういった部分目配せできるのが、地区担当職員なのかなという部分を

思っております。 

 村長としまして、今、現状で言われたことを続けていくのが方向性なのかなと思い

ますが、今後その地区担当職員に求める部分というのは、他にはございませんでしょ

うか。 

 議  長  村長 

 村  長  地区担当職員も大事ですけれども、やはり各地区によるですね、自治組織、そうい

ったものがもっとしっかりしてくると随分違うのかなと、ですね。 

 例えば、鳥取の南部町ですか、雲南町ですか、どこかの地域自治組織、そういった

ものができれば、本当にもっと地域の行政サービス、それから、そういったお世話が

できるのかなと思っております。 

 しかしながら、現在の地域担当職員におきましては、まだちょっとそこまでの指示

と言いますか、お願い等もしておりませんので、一応地域の皆さんと先ほど言いまし

た行政とのパイプ役、そういったところで考えております。 

 確かにもっとですね、地域担当職員を地域の中に入っていかれて、そして常会等に

は積極的に参加して、役場の宣伝をしてくださいよということはですね、庁議の中で

も申させていただいておるところであります。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  地区担当職員の方ですね、ほんとに地区の行事にも積極的には参加されていると思

います。大体がですね。地区に住んでいる方に関しましては。 

 やはり地元で働く公務員の方、もちろん在職中はやはり地区のためにも動きます

し、そしてやはり辞められてからも、ほんとに地域の中心になる存在なのかなと思っ

ております。 

 人口が減ってもですね、この村が存続する限りは、やはり公務員という方がこの村

をしっかり支えていくべき部分かなと思います。それが役場だけではなく、やはりこ

の地域で住んでいる部分、やはり行政のことを一番よくお分かりの部分はあるかと思

います。そういう助成であったりサービスの部分、補助の部分、何か地域に役立つ部

分というのは持たれているかと思います。 

 今回の３月議会にもですね、区長条例の部分が議案として上がってきている部分か

と思います。 

 職務代理者という部分も新しくできておりますが、そういった部分で区長あるいは
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自治公民館の部分、あるいは地区担当職員という部分の体系図ですね、もう一度改め

て体系図という部分を明確にしておくべきではないかなと思うんですが、いかがお考

えでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  理想としてはですね、高橋議員の言われるようなことだと思いますし、また、議員

の皆さん方もですね、各地域にやっぱりおられますので、そういったところは、また

ぜひですね、議員の皆さんも積極的にいろんな情報等は流していただきたと思います

し、とにかく村民一丸となってですね、良い村づくりには貢献していくという形でお

願いをしたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  なかなか日常お忙しい職員の方を、さらに土日、夜間であったり、そういった部分

で地区担当職員の役割という部分も、村長からなかなか指令を出しにくい部分という

のもあるのかなと思ったりはするところなんですが。 

 やはり地元に住まわれるからですね、先ほども言ったように、地元の部分でぜひ活

躍をされるような形で、地区担当職員という役割がですね、担っていっていただきた

いなという部分と、あと昨年の議会からですね、村外に住まわれている職員の方の話

が出てきております。 

 今回の一般質問の中でも、他の議員の方はですね、その部分研究されているので、

そこまで言及はしないんですけれども。 

 やはり、東峰村の職員であれば、地区のため地元のために汗を流していただきたい

というのが、地元の方の願いではあるんですけれども、やはり外に住まわれてしまう

と、その部分がなかなか難しくなってしまうという、やっぱ村民の皆さんのご意見を

よくお聞きします。 

 しかしながら、外に住まわれて、家を建てられ、そうなってしまった職員の方に戻

ってこいとはなかなか言いにくい部分で、１つご提案ではないんですけれども、地区

担当職員という地元に住んでて、その地区の担当というのがあればですね、村外に住

まわれる方に対しても、また別の役割というのを、また作っていくのはどうなのかな

という部分、少し提案させていただきたいんですが。 

 例えば、村内の職員の方がなかなかしにくい徴税の業務であったり。 

なぜかと言いますと、やはり村内で顔を合わせる方同士で、なかなか徴税という業

務は行いにくいかと思います。 

 そういった部分であったり、あとは村外から通勤されるということで、災害時、例

えば村が孤立して、国道とかが封鎖されて孤立してしまった場合とか、あるいは村か

ら通勤する際に、例えばこの前の大雪のときに、杷木近辺がどういうふうな状況にな

っている。日田・夜明近辺はどういうふうになっているという、そういう災害時の、

やはり村外からの支援という部分でも、役割というのは出てくるのかなと思います。

そういった部分でですね、また、村外に住まわれる職員の方にも役割が出てくるのか

なと思います。 

 そういった部分で、現在村長としましては、村外に住まわれる職員の方の、何かお

考えはお持ちでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  これは非常に頭の痛い問題です。 

 それで、議員の言われることも分かるんですけれども。 

 そうは言いながらも、村外に出ている職員におきましても、地域の行事等にはです

ね、積極的に参加をしていただいております。 

 しかしながら、これを強制することはなかなかやっぱり難しいということでありま
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す。その辺りが一番悩ましいと言いますか、そういったことでありまして、やはりこ

れは、本人のやっぱり自覚もあるでしょうし、それから本人の生活環境、そういった

ものもあるんじゃないかと思っております。 

 ただ、残念ながら強制はできないということです。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  今、提案していただいたことは、ぜひまたいろいろな場で検討していただきたいな

と思います。 

 さて、次の質問に入りたいんですけれども、集落支援について、お伺いしたいと思

います。 

 なかなか地区担当職員もてすね、日常業務があれば地区に深く関わって、何かする

ということは難しいかと思います。 

 そういった部分でですね、集落支援員という総務省の制度、これは、地域おこし協

力隊とセットになる部分も、他の自治体ではございますが、総務常任委員会等でもで

すね、そういった部分話が出てきているという部分は聞いておりますが、現在、集落

支援員について、執行部としてはどういうふうなお考えをお持ちでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほども言いました南部町の自主組織ですね、それと集落支援員、これはぜひやり

たいと思うところであります。しかしながら、まだまだそういった環境が整ってない

のかなと思っております。 

 今回、区長設置条例、３年越しの案件をですね、ひとつ今回の、区長さん方が頑張

っていただいて、制定をすることができるのではないかと思っております。 

 区長会の中では、もう皆さん賛同した上での議案の提案となっております。 

 そういった関係で、時期というものが、まだまだもう少しかかるのかなというのが、

正直なところであります。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  確かに受け入れの行政区がですね、体制が整わなければ、この集落支援員というの

は難しいかと思います。 

 少し制度のことを申し上げますと、総務省のほうが、１年間上限３５０万円を限度

にですね、活動費を特別交付税ですかね、それで加算措置と言いますか、そういった

部分で交付されるわけなんですけれども、今後のその、今まで申し上げてきました地

区担当職員であったり行政区の問題、地区の問題、どういうふうに行政と関係を結ん

でいくのかなというのが、この区長条例ができてからの一番の問題になってくる、問

題というかですね、課題になってくるのかなと思います。 

 いろいろ区長に求める項目というのは、条例案には出てきておりますが。 

 そういった部分で、集落支援員というのを１つ出させていただいたのが、この総務

省にも書かれている集落支援員の求める部分で、集落点検であったり、集落の部分を

調査把握しながら、いかにきめ細かく地区、地域をフォローしていくかという部分に、

この集落支援員という制度、役割が与えられているかと思います。 

 そういった部分がですね、これから先、地域、地区等にですね、必要になってくる

のかなと思います。 

 ２８年度予算にもですね、高齢者のごみ捨ての支援、これは、佐々木議員のほうか

らですね、一般質問で１２月議会ですか、出されて、こういった部分の取り組みに繋

がっているんですけれども。 

 やはりこういった小さな、小さなと言ったらあれなんですけれども、さまざまな生

活者の苦労であったり、そういった問題というのが今後出てくるのかな。それがやっ

ぱ地域ごとにいろいろ、さまざま異なる部分で、やはり地域をもう少し地域の方々と
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ともに把握する。見える化するという部分が、まず、これから先やっていかなければ

ならないのかなと思う中で、昨年の議会報告会並びに今回の行政懇談会の中でも１つ

出てきた集落点検という手法をだすね、ぜひやってみてはいかがかなという部分で、

１つ提案させていただきたいんですけれども。 

 こういう集落点検というのが、実は平成１３年にですね、竹地区のほうで、当時熊

本大学の教授の徳野教授が入って、３回ほどワークショップをしながら、１０年後の

この竹地区がどういうふうに変化していくのかというのをですね、一生懸命取り組ま

れて、今、竹地区もですね、まさに議会報告会で言われたのが、竹地区の方で、実際

この徳野先生の言われたとおりに、今竹地区が１０年後なっているという部分で、こ

ういうちょっと個人手法にもなるので、あまり大きくは出せないかもしれないですけ

れども。 

 この家系図をつくりながらですね、今後１０年後にこの地域がどう変化していくの

かというのを、皆さんで考えながら取り組んで、自分たちが何ができるかというのを

やっていく手法であります。 

 現在、またちょっとこの手法も変化はしているんですけれども、そういった地域の

方と行政とで一緒になりながら、何が地域でできるのか、何が行政の助けが要るのか、

そういった部分をしっかりはっきりさせていく部分が、今後必要かなと思うんですけ

れども。 

 いきなりこれを見せてですね、集落点検いかがでしょうかというのも、なかなか難

しいんですけれども。そういった、ぜひ検討をしていただきたいんですが、村長、ど

うでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  集落支援員につきましても、先ほど言いました専門であればですね、総務省のほう

から３６０万あたりは出るんですが、これをまた区長さんあたりが兼ねてもよろしい

んですよね。そうしますと４０万は出るということなんですが。 

 なかなかその辺りの取り組みが、やっぱり難しいというのが現状です。いつも高橋

議員には申し訳ないんですけれども、いろんな提案をいただいて、結果的に誰が、じ

ゃあやるのかというような話になってくるんですよね。 

 集落支援員、退職をされた方あたりが、またやるところが一番ベターかなとは思っ

ておりますけれども、若い人がやっぱりそういったところも、なかなか仕事の傍らで

できるようなことじゃないだろうと思っておりますし、それよりも区長さんあたりに

お願いをしたほうがいいのかなというような考えもあります。 

 いずれにいたしましても、なかなかそういった、取り組もうと思いましても、何と

言いますか、そういった誰がやるのかというような話になってきますので、そういっ

たことも含めてですね、また、議員の皆さんとお話をさせていただきながらですね、

いい知恵を絞っていきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  あまり、あと時間がないので、最終的に先ほど言った自分のことがあまり村長には

伝わってないんですけれども。 

 こういうふうに地域の住民の方と行政の方が一緒になって、今後の地区、集落の未

来を考える。今後どうなっていくのか、その中に最終的に、「あっ、集落支援員を置

いたほうがいいんじゃないか」、その中で「あっ、この人なら適任じゃないか」とい

うふうな部分で決まってくるのかと思います。それは集落支援員、誰かいませんかと

言って出てくるものではないかと思います。 

 そういうふうな場をつくっていかないと、今後いろんな、そういう要は、生活弱者

の方であったり問題が出てきたときに、すべて行政がそれを村の予算で解決していく
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んですか、それにもやはり限度があると思います。 

 今までやはり人口が多かった村の中では、地域の人たちの助け合いで成り立ってい

た部分もあるかと思いますが、それが地区によってはできなくなってきている部分も

ある。けれども、まだまだすべての地区がそうでもないという現状もあるかと思いま

す。 

 そういった部分をですね、やはり地域の方と認識していく必要があるのかなという

部分で申し上げております。ぜひ、あとで村長にはこれをお見せしますので、ぜひ、

検討をしていただきたいと思うんですが、もう一度ご回答をお願いします。 

 議  長  村長 

 村  長  先ほども言いましたように、行政もですね、率直に言いまして、なかなかそういっ

た余裕的な時間と言いますか、そこらもなかなかない。これは非常に、どういう発言

だというような思いでありましょうけれども。 

 そういった中で、地域の皆さんが、そういった集落支援員なり、そういった形でで

きるのが、やっぱり一番望ましいのかなと思っております。 

 もう少しこの件については、時間をいただきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  次の質問に行かせていただきます。 

 東峰村合併１０周年記念事業について。 

 先ほど柳瀬議員のほうからですね、この記念事業についての質問をされまして、記

念式典、事業は行わないという村長のご発言、答弁がございましたが。 

 私は、この記念事業を行う、行わないというのが、１つすべてで聞きたいとは思わ

なくてですね、合併１０周年を東峰村は迎えてですね、この１０年間、合併してどう

だったのか、そういう振り返りのときが、場所が必要なのではないかという部分で、

ちょっとこの質問を出させていただきました。 

 総合計画でですね、昨年１０年間、また作成しましたので、１０年間という部分の

また節目は迎えているんですけれども。 

 その審議会またはワークショップの中でもですね、今までの振り返りをしなけれ

ば、今後次のを作っても無駄じゃないかという部分、すごく強く参加されている方か

ら言われました。結局、そのままですね、総合計画は作成していき、また１０年間の

総合計画を作られましたけれども。 

 やはり合併することによって、この宝珠山地域、小石原地域、どういうふうに変わ

っていったのか。合併したことによって何が良かったのか、そしてデメリット部分、

何が出てきたのか、そういった部分をはっきり皆さんで考える機会があってもいいの

かなという部分で、この合併１０周年の記念の事業、何か区切りの部分というのが必

要じゃないかなという部分で、質問させていただきました。 

 そういった区切りの部分、村長は何か考えられていないでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  議員が言われるように、メリット、デメリット、そういったところについてはです

ね、やはり考える必要があるかと思いますけれども。 

 １０周年を祝う気持ちが、ムードですね、ムードがあったかどうかと言いますと、

やはり私としても、そういったムードにはなれませんでした。 

 そうは言いましても、確かに１０周年というのは１つの区切りでございます。そう

いった中で、どうしてもその行事をやるとしますと、人手それから予算、そういった

のも必要になってくるかと思います。 

 そういったことを考え、柳瀬議員のときにも答弁をさせていただきましたけれど

も、なかなか私としては、そういう時期的な、時間的余裕がないと思っておりました
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し、また、次の区切りでやっていただければいいのじゃないかなと思っておりました。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  なかなか質問と答弁がかみ合わないかなというところで。 

 別に記念式典をしてくださいと言っているわけではないんですよね。そういった合

併後の１０年間を考える機会、例えばで言ったら、要は座談会であったり、ワークシ

ョップであったり、１０年間でどう村が変わったのか。もちろんそれが総合戦略に活

かされてこないといけないわけなんですけれども。 

 例えば、合併後まだ問題が残っている部分、多々あるかと思います。 

 例えば庁舎の問題、あるいは公共施設の活用、どういうふうにしていくのか。ある

いは行政区、未だにやはりこの行政区の区分けでよかったのか。１０年間で人口が減

ってきた部分、このままの行政区でいいのか。そういった部分もちらほら、まだ合併

１０年してですね、聞かれる部分はあるかと思います。 

 そういった課題をですね、皆さんで一度話し合ういい機会が１０周年ではないのか

なと思って、この質問をさせていただいているんですけれども。 

 記念式典ではなく、そういった記念の事業、そういう話し合う場、相互理解を深め

る場、そういった部分を作っていけないでしょうか。もう一度質問します。 

 議  長  村長 

 村  長  議員の意見をお聞きしまして、今後検討していきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ぜひ、検討していただきたいと思うところです。 

 次の質問にまいります。 

 課の再編に伴う効果の検証について、お伺いしたいと思います。 

 平成２８年度に向けて、今度この３月、人事異動等行われるかと思います。そして、

課の再編が行われてようやく１年経過するところだと思います。 

 今までに数名の議員から、この課の再編についての検証について、ご質問出てきて

おるかと思いますが、今回この人事異動等、４月の職員の異動に伴ってですね、おそ

らく検証効果行われているかと思いますが、どういうふうな検証を行われたのか、お

答えください。 

 議  長  村長 

 村  長  課の再編についての検証でございますけれども。 

 一番大きな成果と、私は捉えていますのは、本年度のまち・ひと・しごとの総合戦

略が、他の自治体に劣ることなく策定をできましたことは、これはやはり企画政策課、

そういったものを事前につくってたというようなことでないだろうかと思っており

ます。今後におきましてもですね、各課事業の遂行にですね、成果が出せるようには、

また努力をしなければならないと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  おそらくいろいろ効果があったり、ちょっとこれはデメリットだったかなという部

分あったのかと思います。 

 おそらくそれが次の人事異動等に出てくるので、それは見ていきたいと思うんです

けれども。 

 ちょっと昨年度、２７年度少し気になった部分としては、特定の係、職員に業務の

集中があったのではないかなという部分、少し見受けられる部分がありました。例え

ばで言うと、商工観光の部分。 

 村長がおっしゃる観光立村じゃないですけども、観光を目指すわりには、この職員

配置で大丈夫だろうかという部分で、途中から臨時職員を付けられましたけれども、

結局課の再編を行って、職員数が、それも臨時職員を充ててるようでは、課の再編が
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うまく機能していないのかな。課の再編をして、職員数が増えていては、行政の効果

としてはどうなのかなと思うところでありますが。 

 そういった部分の改善、次、行われているのでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  確かに課の再編成をいたしまして、忙しいところ、それから忙しいところですね、

それから他の課とダブってるところ、いろんな問題点があったのは確かであります。 

 そういったことも時間をかけながらですね、それは整理をしていかなければならな

いと思っております。 

 また、１人の職員に非常に業務が集中したということも把握をしておりますし、そ

の改善のために臨時職員を雇ったということでもあります。 

 そういった形で、もう少しはその課自体がですね、きっちりと独り立ちしていくよ

うな課には、もう少し時間はかかるのじゃないかと思っておりますけれども、課の編

成のときに言いました。やっぱり住民のサービスの向上、これは、目標としてはきっ

ちりと取り組んでいきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  商工観光の話ばっかりしたら、ちょっと申し訳ないんですけれども。 

 商工会が小石原にあって、商工の係は宝珠山にいて、観光の中心である小石原でも

あるにもかかわらず、観光担当は宝珠山。宝珠山も今後、観光に力を入れるとは言う

もののですね、そういった効率化の問題、さまざまな問題、まだまだあるかと思いま

す。 

 また、ちょっと今日は時間がございませんので、この辺にさせていただきたいです

が、ぜひ、次の人事異動、４月からの人事体制ですね、そういった部分が考慮されて、

反映されてくることを期待と言ったらあれですけれども、こちらも見ておきたいと思

います。 

 すみません、ちょっと時間の関係上、１つ飛ばさせていただいて、教育部門のほう

をお聞かせいただきたいと思います。 

 学校地域支援本部と地域コーディネーターについて、お伺いしたいと思います。 

 平成２８年度から、今回の予算でも上がっておりますが、この学校地域支援本部、

地域コーディネーターという役割制度というかですね、ことが始まるかと思います。 

 まずもって、この制度ですね、どういったものなのか、ご説明いただけますでしょ

うか。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  まず、学校地域支援本部とはということですので。 

 学校支援を目的としたですね、地域組織と。簡単に言いますとですね。 

 具体的に申しますと、学校が必要としている部分を地域で組織的に応援をする。そ

ういう組織を来年度から立ち上げようということを思っています。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  今までも東峰村はですね、地域の方々との交流、学校を通した交流というのは行わ

れてきました。 

 今回、地域コーディネーターでしょうか、そういった部分の役割の方が新たに生ま

れるかと思います。 

 その人を起点にですね、どういった事業等を考えられているんでしょうか。まだ始

まったばかりなので手探りの状況ではありますが、こういったことを地域コーディネ

ーターの方を軸に行っていく、そういった部分をお聞かせください。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  今までもですね、ＰＴＡの役員とかＰＴＡの会員さんでいろんな応援はありました
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けど、これからさらにですね、開かれた学校づくりとか地域と共にある学校、そうい

うものを目指していきたいと。 

 具体的にどういうものを行うかとしましたときに、例えば学習支援ですね、それと

か環境整備、子どもたちの登下校の見守りとか他にまた放課後の過ごし方とか、いろ

んな部分があります。 

 現在やれている部分はありますけど、まだまだですね、地域の方々が学校に対して、

いろいろ支援ができる部分、そういうところがありますので、ぜひそういうところを、

組織化してからやっていきたいというふうに考えています。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  私もちょっと２月にですね、学校と地域の連携に関する研修会ということで、北筑

後の教育事務所に、この研修会に行かさせていただいて、こういった部分を初めて知

ることにもなったんですけれども。 

 やはりこの事業、本当に地域の皆さんがですね、今まで以上に学校と協力しながら、

子どもたちを支えていく、協力していくという体制、すばらしいな、やっていってい

ただきたいなという部分あるかと思います。 

 その地域コーディネーターの方１人ということでですね、なかなかできる範囲とい

うのは限られてくるかと思います。これはもちろん地域の方々の協力なしではできな

いと思うんですが。 

 地域の方々がどういうふうに今後学校に関わっていけばいいのか、その地域コーデ

ィネーターの方を軸にですね。そういった部分で、もしお考えがありましたらお答え

ください。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  どなたかがまとめないと、なかなかばらはらで要望が１つにならないという部分で

コーディネーターを付けるわけですけど。 

 まずは学校がどんなものを支援してほしいかということを、まず、校長を中心に伺

って、今現在もうｉｎｇですけど、やっております。 

 そういう中で、例えば環境美化をしたいときに、草刈りとか何とかの部分をやって

もらえんやろうかというときに、コーディネーターの方が中心にですね、こんな要望

がありますということをまとめて、学校に応援していただく。または学習指導で、ち

ょっと勉強のお手伝いとかをしてくれんやろうかと、してもらいたいという要望が学

校からあったときに、そういう方を募集して、学校のほうに支援していただくとか、

今、こども館で子どもたちが過ごしていますけど、常時対応が１名ぐらいなのでです

ね、そういう中に地域の方々がお手伝いで、子どもと一緒に過ごしていただけるとか、

そういう部分の要望に、まず要望を集約して、それに対して人を配置していく。その

人の人材バンク的なものも作っていく。そういう仕事をコーディネーターの方にやっ

ていただいて、支援をしていきたいというふうに思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  この学校支援地域本部なんですけれども、現在、東峰村で教育推進会議等行われて

いるかと思います。今後コミュニティスクールと名前を変えて、また、ほぼ内容は変

わらないような形では聞いているんですけれども、なかなかそっちのほうともです

ね、内容等密接して行っていく部分はあるかと思うんですけれども、コミュニティス

クール、その教育推進会議とこの学校支援地域本部、その役割の違いと言いますかね、

どういったふうに一緒に行っていくんでしょうか。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  まず、コミュニティスクールを来年度から試行的にやっていこうというふうにして

ますけど。 
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コミュニティスクールの内容としましてはですね、校長の方針を承認する。または

人事についてとか、それを具申するとか、学校を地域でつくっていくという部分がコ

ミュニティスクールです。それで、いくつかの今事例があって、文科省もこれを推奨

しているんですけど。 

 今の教育推進協議会ですね、あれと似たような部分で現在行っております。 

 違う部分が出るとしたときは、今度はメンバーが少し変わってくることと、文章ど

おりに取れば、校長の学校運営の方針を出して、それを承認とかですね、または、人

事に対して意見を言うとか、そういうところがあるんですけど、そこまで厳密にやら

なくてもいいという部分を伺っていますので、まずは今の体制を維持しながら、学校

のほうの全体で学校をつくっていく、それがコミュニティスクールと考えてもらって

結構です。 

 それと学校地域支援本部と、その辺ちょっと重複するところがあるんですけど。 

 地域支援本部のほうは、それを支えていく支援をしていくというですね、そういう

形で捉えてもらって、もちろん重なっている部分は多少ありますけど、コミュニティ

のほうは、その委員さんというのは、学校、東峰学園をどうつくっていこうかという

形の企画立案とかですね、そういうところになってくる。 

支援本部のほうは、それに対してのお手伝い、ボランティア的なものをやると、そ

ういう形になるかと思います。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  なかなかこの言葉だけのやり取りでは、この学校支援地域本部並びにコミュニティ

スクールという話、なかなか伝わらない部分あるかと思います。 

 ぜひですね、いろいろ制度変わっていく部分ですね、また村民の方々にも分かりや

すく、やはり地域の方々の力が本当に必要になる部分あるかと思います。 

 コーディネーターの方、おそらく１人になるのでしょうか、そういった部分の方が

ですね、動きやすいような体制づくり、広報の仕方をやっていただきたいなという部

分と、先ほどいろいろ取り組んでいく部分で、学習支援等々話が上がっておりました

が、東峰村でしかできない地域の取り組み、自然を活かした部分であったり、伝統文

化であったり、祭りであったり、そういった部分をうまく活用できるような取り組み

に繋げていっていただきたいな。 

 学習支援はですね、どこの自治体でもすることもできますので、ぜひそういった部

分にも力を入れていただきたいなと思います。 

 もう時間もあれなので、最後の質問にさせていただきたいと思います。一番最後、

質問させていただきます。 

 アビスパ福岡との交流について。 

 先月２月にですね、交流フェスタとして大体１００数十名ですかね、参加されて、

アビスパ福岡のスタッフの方がコーチとなって、お年寄りから子どもまでですね、み

んなで体を動かして楽しむイベントが行われて、すごく自分も参加して大盛況だった

かと思います。 

 ２年目ということでですね、参加された皆さんもアビスパ福岡という部分に愛着が

わいてきて、アビスパ福岡もサッカーチームなんですけれども、今年からＪ１、Ｊリ

ーグのトップに上がってですね、今頑張られているんですけれども。 

 そこで、参加者の方からですね、せっかくこんだけコーチの方にも一生懸命盛り上

げていただいて、自分たちの健康づくりに協力いただいているので、何とかアビスパ

福岡を応援する何か機会を作れないのかという意見をお伺いしました。 

 そういった部分で、東峰村としてもですね、そういった応援。１つ、案としてはこ

こに書かせていただいていますが、そういった試合観戦に行ってですね、東峰村も応
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援しているぞ。 

 来ていただいたのはコーチの方なんですけれども、東峰村にもサッカーチーム、フ

ットサルチームですが、ミニサッカーもしているということで、サッカーの繋がりと

いうのもあってもいいのかな。 

 あるいは健康増進ということで、いろんなスポーツに携わっていただくということ

で、今後の東峰村の健康づくりのさらなるパワーアップと言いますか、そういった部

分で、ぜひ取り組んでいただきたいのですが。 

 教育長、お考えはどうでしょうか。 

 議  長  教育長 

 教 育 長  今回のアビスパのあれですね、２年目でしたけど、本当に盛り上がってですね、子

どもからお年寄りまで、みんなで参加できて私も嬉しく思っておるところです。 

 応援についてはですね、私、教育委員会の立場でちょっとお答えさせていただきま

すけど。 

 いろんな考えの応援とかもありますからですね、教育委員会はどっちか、中立性、

効率性の部分を求められておる部分が強くございますので、教育委員会が主体となっ

て、そのチームの応援という部分には、ちょっとですね、問題があるのかなというと

ころはちょっと思っております。 

 ただ、フットサルとか、またはサッカー教室とか、いろんな部分で繋がりを作って

いく、そういう部分は教育委員会は大いに進めていきたいというふうに考えていま

す。 

 村としてとかいう場合はですね、それで自治体が首長部局で応援をやっているとい

うのもあるんですね。それはもう地域の活性化とか宣伝とか、そういう形の部分あり

ますので、それはまた村長部局と合議してから、その辺は検討していきたいと思って

おります。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  答弁を求める者には、村長と書いてないんですけれども。 

 村長に、この答弁を求めるのは、すごく難しい部分であるのは承知なんですけれど。 

 村長も今回の健康づくりフェスタ参加されて、すごく楽しまれていたかと思いま

す。ぜひ、教育部局と村長部局と協力してですね、そういった部分を進めていただき

たいなと思いますが。 

 もし、村長のお考えがありましたら、ご答弁をいただけますでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  今回ですね、２回目が呼べたと言いますのは、市町村振興協会のご尽力によるもの

であります。なかなか応募の方も多くてですね、毎年という形にはいかないという話

を聞いております。 

 またあと、村としても応援できないかということなんですけれども、後援とかです

ね、そういった形ではできるかなと思いますけれども、応援が、どのような形での応

援なのか、その辺りがちょっと私も今、思いをつきませんし、そういったものもまた

検討をさせていただきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ぜひ、そういった部分で、健康づくりを通して、さまざまなスポーツに興味を持ち、

また、健康づくりをしながら、いろいろ楽しい趣味であったり、そういった部分を増

やしていく取り組みも、ぜひ進めていただきたいなと思います。 

 これで、一般質問を終わります。 

 散  会  

 議  長  これをもちまして、本日の日程は、すべて終了しました。 
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 明日は、引き続き一般質問を９時３０分より行います。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 （１７時０１分） 
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 開  議  

 議  長  改めておはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（９時３０分） 

 日程第１   

 議  長  日程第１ 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 ６番 梶原文明議員の質問を許可します。 

６番 梶原文明議員 

 ６  番  私は、一般質問の通告書に基づきまして、質問をさせていただきます。 

 まず、最初に、村営住宅に住んでおられる方は、行政からのですね、こういった道

路・河川愛護、環境美化運動について、参加をされていますかということを、まず、

お聞きしたいと思っております。 

 村民の中には８０近い方でも、やはりこの作業に参加をされております。村長とし

て、どう思われますか。 

 議  長  村長 

 村  長  私が把握しているところによりますと、村営住宅に住まれている方もですね、道路

愛護及び河川愛護等については、出席をしていただいていると聞いております。 

 実際、私も、村長等になったときにですね、宝珠山地区の道路愛護等に、小石原と

宝珠山は期日が違いますので、回らせていただきました。 

 そういった中で、住宅の人たちも出て、道路愛護等をやっていただいたのは、私も

見ておりますし、小石原地区は分かりませんけれども、宝珠山地区では、そういった

形で協力はしていただいていると思っております。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  ぜひともですね、そういった方向でやっていただきたいと思います。 

 次に、職員の方については、昨日の高橋議員の質問とちょっとかぶるところがある

かもしれませんが、村外から来られている職員の人たちは、地区担当が決まっている

と思うんですよ。 

 村民の人たちもやはり日曜日で、休日返上でですね、こういった作業に従事をされ

ているところですので、やはり職員の人たちもこの河川愛護、道路愛護、環境美化運

動にですね、お休みではありましょうけど、やっぱり地区担当がある以上はですね、

やっぱり地区の人たちと一緒になってですね、やっぱりこういった作業にあたってい

ただきたいと思っているところであります。 

 と言いますのも、やはり行政側から言わせると、村民と行政との連絡がやっぱり密

になってないというのは、１つは、この地区担当の人たちが地区に赴いて、その中で

村民の人たちと対話をする機会が全くあってない。行政懇談会等のときには来られて

ますけど、それ以外はまず見ることはほとんどありません。 

 そういったところもですね、こういった運動の中で協力をしていただいて、やはり

お互いに会話を交わし、その中でやはり問題点があればですね、行政との連絡の一役

としてですね、していくことが私は必要ではなかろうかと思うんですが、村長のお考

えをお聞かせください。 

 議  長  村長 

 村  長  議員のおっしゃるとおりですね、村外から来ている職員につきましても、道路愛護、

それから昨日までありました夜警等にもですね、出席をしているところは、私も確認

をしているところであります。 
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 それから、地区にいます職員等につきましては、できるだけ常会等には出ていただ

くようには言っております。そして、自分の知り得る限りのですね、役場の情勢、そ

ういったものは地区の方に説明をしていただければ、また、議員おっしゃるように、

行政職と村民の方のですね、コミュニケーションまた意思疎通もできるんじゃないか

と思っておりますので、今後もですね、このことにつきましては、また庁議、ブレス

ト会議、そういったところで再度周知をはかっていきたいと思っております。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  昨日の一般質問の中でも村長が回答をされていましたが、やっぱりなかなか村長か

ら職員に対して、運動に参加しなさいとか、そういうのを言えばですね、当然、やっ

ぱり反発があると思うんですよ。 

 その中で、やはり職員間でそういったことに対して問題提起をしていただいて、そ

して、職員同士の中で、こういった事業にみんな参加してくれんねと、いうような形

で言っていったほうが、やはりみんなも参加しやすいのかなと思うところはあるわけ

ですよね。 

 やっぱり上から言うと、なかなかですね、そういうのは言いにくいところもあるし、

また、言われれば反発をする可能性だってありますので、その辺りを村長、非常に厳

しいでしょうけれども、さっき言われましたような形の中で、やっぱり参加をしてい

ただく方向にしていただきたいと思います。 

 もうやはり高齢化率が非常に高い中で、この作業に参加をされている人たちの姿を

見ればですね、やはりこれはちょっと厳しいなと思うところ、私もいつも思っている

ところです。私自身もいずれはこういった形の、高齢化の中に入っていくわけですか

らですね、その辺は十分職員の皆さんも自覚していただいて、ぜひとも参加をしてい

ただくように、村長からということは私は言いませんが、職員の中でそういった自覚

性を持った行動をとっていただくようにお願いをいたしたいと思います。 

 では、次の質問に移らせていただきます。 

 高速道路からアクセス強化ということで、出しております。 

 東峰村への観光客を増やすためにですね、高速道路から国道２１１号線の整備につ

いて、朝倉市との協議をされているんでしょうか、お聞きをします。 

 議  長  村長 

 村  長  朝倉市とのですね、協議というのは、議員がおっしゃってるのは、杷木・塔の元間

だろうと思っております。 

 その件につきましては、市との特段な協議、それは行っておりません。 

 しかしながら、あの路線はですね、八女香春線に位置しております。そういった中

での整備についてはですね、そういった期成会の中でお願いをしているところであり

ますけれども、八女香春線におきましても、やはり生活に直接関係のあるところの整

備ですね、例えば、今、岩屋・竹間の八女香春線の工事をやっておりますけれども、

そういったところを要望しておるところでありまして、この辺りについてもですね、

特にあそこのＳカーブとか、そういったところはいろんな問題があるというのは承知

しておりますので、今後、また八女香春線の期成会当たりの中でですね、取り組んで

いきたいと思っております。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  今、村長が言われましたように、あれは八女香春線になるわけですが。もうこれこ

そ４０年近くですね、ほとんど改良はされてないですね。 

 東峰村の村民の方が、やはり買い物に行かれるのは杷木方面、日田方面、飯塚方面

といろいろあるんでしょうけど、どっちにしろこの道が一番通ってあるんじゃないか

なと、私は思うわけですが。 
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 ここはもう、特に村長がさっき言われたＳカーブですね、ここはもう我々が高校時

代からまだ変わってないんですよね、あの道、全然。もう４０年以上になりますよね。 

 この道をやはりもう少し車が通りやすい感じと、やっぱり歩道等も作っていかない

かんでしょうけども。 

 この観光客をですね、やはり高速道路でほとんど今はもうカーナビ系統は誘導して

いくわけですね。全く知らない方は、おそらくカーナビ頼りで来ていると思うんです

よ。 

 そういった中で、道がこんなに狭いんじゃですね、もう観光バスは非常に苦慮して

来てますよね。杷木方面、高速から来る場合はですね。 

 特に今、伝統産業会館の中で、子どもたちが陶芸の勉強をしていますけど、そうい

ったバスが来るのも、やっぱり非常に来にくい。運転手さんも、どうしてこんなに狭

いとですかって言われるぐらい狭いですもんね、大型バスにすればですよ。 

 どうしてもここをですね、やっぱり今後改良していくためにはですね、村長自身１

人ではどうしようもない仕事ですので、やはりここで県議、我々議員もそうですが、

一緒になってですね、県に要望して、八女香春線の改良をしていかなければ、観光客

頼りの観光立村を掲げるならですね、余計やっぱり道の整備というのは必要じゃない

でしょうか。そう思うんですが、村長、どう考えますか。 

 議  長  村長 

 村  長  土地自体がですね、朝倉市の土地でありますので、本来ですと、まずは朝倉市のほ

うと協議をしまして、今、議員おっしゃるように、これはまた県等にですね、要望を

していきたいと思っております。 

 あそこのＳカーブなんかはですね、やっぱり大型車が来ますと、当然手前のほうで

止まってですね、通行の支障がないように、私もやっているわけなんですけれども。 

 確かにおっしゃるように、東峰村の人たちが使うのは結構多いかと思いますので、

この件については、今後善処していきたいと思っております。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  村長がおっしゃいますようにですね、ぜひとも改良については、ひとつ東峰村には

期成会という会があるんですけど、１年間に１回ぐらいの会議で、総会の報告ぐらい

ですよね。これじゃあやっぱり意味をなさないんじゃないかなと、私は思うんで、村

長がここの村のトップですので、村のトップとして、議会も当然協力をしていかなけ

ればなりませんが、県議が２人おりますので、県に強く要望して、この道の改良にで

すね、ぜひとも取り組んでいただきたいと思っております。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 ２８年度に新規採用が２名されますが、村外からの採用については、東峰村に住む

ようになっておりましょうか、お聞きします。 

 議  長  村長  

 村  長  来年度の新規職員採用につきましては、２名の方が採用ということになっておりま

す。１人は村内の方で、１人は村外の方であります。 

 その採用後の住所、東峰村に住んでくださいというようなお願いにつきましては、

面接ですね、そういったところでやらせていただいておりますが、何せ昨日も申しま

したように、強制力はございません。 

 しかしながら、村のほうとしてもですね、空き家とか、それとか定住住宅とか、い

ろいろな形があるかと思いますので、できるだけそういったところに住んでいただい

て、そして先ほど議員も言いましたように、村内の行事等もですね、きっちりと対応

できるような体制というのは、取り組んでいっていただきたいと思っておりますの

で、そういった点については、改めて採用した段階でですね、私のほうからも要請を
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したいと思っております。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  村外から来られる方は男性ですか、女性ですか。 

 議  長  村長 

 村  長  男性であります。３０ちょっと前ぐらいの男性です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  人事権は村長にあるわけですが、東峰村はですね、ご存じのとおり、高齢化率が５

０％に近づいております。 

 その中でですね、１人でも若い人が村に住んでいただければ、やはりこれは村の活

性化、地域の活性化に大きく良い方向に持っていけるんじゃないかと、私は思ってお

りますので、ぜひともですね、村に住んでいただくようにお願いをしたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 最後は、指定管理料の算定についてですね、質問をさせていただきますが。 

 先日、資料を貰ってですね、各指定管理料を払っているところの施設の算定という

のをいただきましたが、この中にちょっと私ですね、１つ疑問に思っているのは、指

定管理料が、今度は随分施設によって変わってきてますよね。 

 特に変わっているのが、ふるさと村の関係ですが、全体的には２３万６千円ぐらい

減っていますよね。でも、施設によっては、すごい差が今度は出てきているんですよ

ね、昨年と比べますと。 

 いぶき館は随分下げられています。親水公園が随分また上がってきてますね。岩屋

キャンプ場もそうですが、ほうしゅ楽舎だけは若干下がってますけど。 

 これ算定でどう、内容は書いてありますけど、なんか昨年のあれとはまるで違う算

定方法をされたのか、ちょっとお尋ねしたいと思いますが。 

 議  長  村長 

 村  長  指定管理料の算定にあたりましては、一般質問の中でもどういう算式かということ

で、ご質問がありました。 

 それで、再度ですね、今回見直しをいたしております。 

 その見直しの根幹となるのがですね、役場が直接やった場合にはどのようになるの

かというところで、それともう１点は、その算式をすべて統一した考え方、そういっ

たものに基づいて、それと今までの実績ですね、３年間の実績の中から一応算出をし

ております。 

 詳しいことにつきましては、担当課長より説明をさせたいと思います。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  基本的にはですね、今の委託者の事業内容を維持するといたしまして、村が施設を

直接維持管理した場合に想定される従業員数やその人件費、施設を維持するための各

管理費について基準を設けまして、算定を行っております。 

 まず、収入ですけども、施設本来の事業収入の過去３年間の実績の平均を基準とい

たしまして、自己努力によって得た収入、これには自動販売機の収入とかですね、委

託者がイベントをして得た売り上げとか、そういうのがありますが、その分によって

収入は対象外としました。 

 支出のほうですが、人件費等は、事業規模から積算、具体的には人数×日当×勤務

日数ということで、日当額は村の日当基準額６，２００円を基に算定しております。 

 また、一般経費の光熱水費とか保険料とか衛生管理料、緑地管理料、事務機器のリ

ース料ですね、または通信費等は、過去３年間の年間の平均額を基準としております。 

 それと消耗品、簡易な維持補修費とか事務用品などの諸経費は、指定管理の部分と

事業者本来の業務経費と分けることがなかなか難しゅうございますので、人件費と一
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般経費の合計の金額に１０％掛けた額ということで、全施設統一をしておるところで

ございます。以上です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  この算定の一覧を見させていただくとですね、まず、役員報酬は、これは含めなか

ったのだから、もう書いてないということでしょうが。道の駅小石原の場合は、この

売上総利益になっていますよね。売上総額は書いてないですね。その辺りは、ちょっ

と違うと思うんですが。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  道の駅に関しましては、もう黒字でございますからですね、指定管理料としては、

本来ならばないということでございます。 

 しかし、植栽、国道２１１号線のですね、植栽に関してはですね、道路の一部とし

て考えております。その分の指定管理料を含めております。２６２，５００円ですね。

その分は道路の中身として村が本来管理するべきということでですね、そういうこと

で、この分を入れております。以上です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  私の言っている質問と、全然答えが違うような気がするんですが。 

 私が言っているのは、総売り上げの利益じゃなくて、総売り上げの金額をここに持

って来て、下に利益を持ってくるのであればいいんですけど、これは、収益の部分だ

けで、他のところは収益は何も最初から出てなくて、売り上げだけですよね、ずっと。 

 道の駅だけが収益性の部分だけ出してありますので、ここ売り上げを出して、下に

収益を書くのであれば問題はないんですけど、最初から収益を出してますよね。 

 算定方法は２６２，５００円、これはもうはっきり言って樹木のところの管理費ぐ

らいのもんでしょうから、これはもう分かるんで、そこの説明は要らないですけど、

どうしてこの売上金額を出さなかったのかということを、私は聞いているんですよ。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  今の質問に関しましてですね、確認をさせてください。 

 議  長  確認だけじゃ、ちょっと伝わらないと思いますが、どんなふうにするんですか。 

 確認して。 

６番 梶原文明議員 

 ６  番  今の売上に関しては、もう１つ質問があるんですが。 

 今現在ですね、年間の決算書、これを出してあるのは、ふるさと村だけですよね。

議会に出してあるのはですね。 

 ですから、決算書をですね、各施設の決算書をですね、議会のほうに提示をしてい

ただければ、これは村長にしか権限はありませんけど、別にその売上金額はすぐ分か

るわけですが、その辺どうですか。 

 議  長  村長 

 村  長  議会報告はですね、出資比率とかですね、そういったところで、自治法上議会まで

報告せないかんというところがあるみたいで、それが関わるのがふるさと村だけだと

いうことだそうです。 

 この辺りもちょっともう一度調べます。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  確かに指定管理料を払っているところの決算書を出せと言えば、そういう形の回答

になるのかなとは思いますけど、各施設でやはり議会にですね、本当は村民に知らせ

るべきだと思うんですよ。隠し通してするほどのことではないかなと、私は思うんで

すが。 

 できれば決算書を各施設によって、こういったふうで議会からの要請があっている
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ということを出してもらって、何と言いますか、役員会の中で出していいか、出さな

いかんか、その辺の検討はですね、村長にお任せしますので、ぜひともですね、これ、

私たちとしては欲しいです。 

 指定管理料、村のやっぱり税金を投入しているわけですよね。何一つ議員が知らな

いじゃですね、やはり村民として「お前ら何しよるとかい」と言われそうな気がする

んですよ。その辺をですね、ぜひとも組んでいただいて、今度決算の時期になります

からですね、提出を、できればしていただきたい。 

 ふるさと村だけが今、村長がおっしゃるようにですね、議会への提出がなされてい

ます。内容は非常に厳しい状況でしょうけど。 

 以前は宝珠の郷もありましたけど、昨年は行きましたけどですね、今現在がもう村

からの資金の投入とか修繕とか、そういったのは一切出してないということで、宝珠

の郷の場合はうちのほうから行って、決算書を見させていただいたということです

が、さっきも言いますように、その辺りをぜひともご検討いただいてですね、売上等

ぐらいだったら別に問題ないのかなと、私は思いますので、細かいところまで出せと

いうとですね、なかなか厳しい面があるかもしれませんけど、全体的なことを把握す

るぐらいは議員はやっとかないと、私はだめなんじゃないかなと思いますので、ぜひ

ともその辺りを。 

 資料は全部村長が持ってあると思いますのでですね、その辺りは役員会を通じて検

討していただいて、出せる方向性に持っていっていただければ、一番ありがたいと思

っていますので、よろしくお願いをいたします。 

 議  長  梶原議員、資料は後でよろしいですか。 

 じゃあ、暫時休憩の必要はないかなと思うんですが、いかがですか。 

 先ほど言われた部分の資料は、今じゃなくてもいいんですかね。 

 （「今じゃなくてもいいです。」の声あり） 

 その後に質問があれば、ありますね。 

 （「まだ質問があります。続けます。」の声あり） 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  ちょっとその質問は、後で資料等は提出をしていただくということでお願いをいた

しますが。 

 この施設のですね、私、もう１つ疑問なところがありまして、棚田の親水公園、こ

れの利用状況を見るとですね、３カ月ぐらいしか利用の人員は出ておりませんが、賃

金の支払い等はですね、１２カ月間やっておられるんですね。これは、常駐をされて

いるんですかね。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  棚田親水公園に関しましてはですね、１人の管理者が常駐しております。 

 繁忙期以外はですね、いろんな中の手入れとかですね、樹木の手入れとかいろんな

掃除とか、そういうことをしております。以上です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  分かりました。 

 次の質問に入ります。 

 村長、この指定管理料は５年間見直しをしないということを聞いたんですが、これ

は、本当でしょうか。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  基本的にはですね、見直しはしません。 

 その中でですね、納得いく理由、例えば浄化槽が入れ替えで、基準額が上がったと

かいう場合はですね、その辺の変更はございます。以上です。 
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 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  ５年間見直しをしない。 

 今の経済情勢の中でですよ、５年間この指定管理料は、今言った浄化槽関係ぐらい

しかみないということはですね、ちょっとおかしいんじゃないかなと、私は思うんで

すよ。 

 昨日の質問で、長澤副議長が言われましたように、円ルートさえこんなに変化をす

る時代にですね、この指定管理料を５年間も確定したような状況の中でですね、やっ

ていけるんですか。これはもう絶対経済状況によっては売り上げががた減りする。そ

ういった状況も考えられるわけですよね。私は、どんなに長くても２年だと思います。 

 そういった状況を、ちょっとどういった考えでこの５年間を決めたのか、お聞かせ

ください。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  ５年間の基準の決めた利用と言いますのは、例えばその中でですね、自己努力によ

って、いろいろ収益とかが可能性はもちろんございます。 

 例えば親水公園でいろんな物販を販売するとかですね、それから、いろんな食品を

販売するとかですね。そういうことを念頭に置きまして、自分の努力次第では増える

んですよということで、それまで収入に入れたらですね、なかなか厳しゅうございま

すので、５年間は固定して、努力によってどんどん儲けてくださいというのがですね、

事務局のほうの考え方でございます。以上です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  何回も言うようですが、５年間ですね、このままで行くという考え方は、私はもう

絶対言って賛成できないです。これは。 

 それとですね、もう１つはですね、賃金の問題。 

 給料手当が６，２００円、これは、村の嘱託の人の給料から出してきた何かじゃな

いかなと私は考えたんですが。これ、嘱託の給料だけで、この施設は運営はしてませ

んよ。職員の給料、村の考え方でいけばですね、やはり正職がおるんでしょう。 

 当然伝産館にもおりますし、道の駅にもおります。鼓の里はおりませんけども、ふ

るさと村はトップバッターがいるわけですよね。 

 そういった中で、その人たちの給料は、この中には反映をされてないじゃないです

か。正職なしで、全部施設をやれということですか。そういった考えで、この算定を

されているのか、その辺をもう１回聞きます。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  これも当初言ったように、村が直接経営した場合にですね、その人件費ということ

を算定しております。 

 そこは、正職員とかいうのはですね、その考え方には入っておりません。ただ村が

直接やったときに、臨時雇用として何人必要であるということでですね、そういうこ

とで、基準にしております。以上です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  ちょっとそれはおかしいんじゃないですかね。どう考えてもですね、嘱託、臨時、

その給与を今国自身もですね、やっぱり嘱託、正職、臨時、パートとかもですね、そ

ういった差を減らそうじゃないかという、そういった中でですね、やっている中で、

前、どういったその、私たちから見ればですね、この考え方はちょっと、それはおか

しいでしょうとしか言いようがないですね。 

 そんなことでこの施設の管理をですね、例えばこの施設、全部村にお返ししますと

言われたときにやっていけますか。嘱託と臨時だけで、どうしてこの施設、これだけ

の施設をですね、支えていくだけのあれがありますか。そこ辺をもう少し、やっぱり
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考えて、何か方策を考えないとですね、この施設、もうどうかしたらちぎれていくん

じゃないですか。やめる方向にもっていくとこだって、当然あると思いますよ。 

 ふるさと村は今、資本金が多いんでですね、余裕綽々でしょうけど、他の施設はそ

んなことはないですよ。一生懸命朝早くからですね、道の駅なんかは６時半にはもう

あそこに来て、裏口を開けて、営業をすぐできるようにやっていくわけですよ。１日

の就業時間はですね、１０時間から近く働いているんですよ。それでも２５、６万の

給料しかもらってないのにですね。 

 一生懸命やったところが、何にもなってない。指定管理料だって、道の駅は黒字だ

から、もう払いません。そんな問題じゃないでしょう。やっぱり施設というのは、将

来性を見込んで、どういった形で５年間やっていくか、その辺をやっぱり考えて、こ

こはもう少し努力をしてもらわないかんとか、そういったことをですね、やはり出し

ていくべきじゃないですか。私はそう思いますが、いかがですか。 

 議  長  村長 

 村  長  梶原議員の考え方もあるかと思いますけれども。 

 村としてはですね、各施設、やっぱりそれなりに自主努力をしていただいて、売り

上げを伸ばすような方向、こういったところを期待をしているわけです。  

 梶原議員言われますように、それでは行政職がやるようなですね、金額を給与とし

てやる場合ですね、それだと今言われましたように、税金を使っているということな

んですけれども、その税金がどんどん増えていくわけです。 

 ですから、そういったことでよろしければ、そうさせていただきたいと思います。 

 そういう話にはやっぱりならないんじゃないかと思うんですよね。ですから、やは

りその施設だって、先ほど企画政策課長が申しましたように、例えば親水公園だって、

もっと頑張れば稼げるような方策もあるでしょうし、ほうしゅ楽舎だって、そういっ

たこともあるでしょうし、そういった自主的な努力を、やっぱりふるさと村なり他の

団体でも頑張ってほしいと、そういうことを思うわけです。 

 ですから、再度そういったことで、何と言いますか、見直せと言えばですね、それ

はまた梶原議員あたりの意見を聞いて、人件費を上げるなり、そういう話を持ってい

っても構わないと思いますが、あくまでも３年間の実績に基づいて、そしてこれだっ

たらやっていけるのではないかなということで、その算定をしたということを報告を

受けておりますので、これでまた頑張っていただければと思っております。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  私の言ってるのはですね、実情に応じた結局算定方法、要するに給与の面に関して

も、正職がおれば正職の分を算定して、ここの中に振り込むべきじゃないか。税金投

入に関しては、それは当然いろいろな考え方がありますけども、それを実情に応じた

形での算定をしてみて、３カ年間でいっても結局一緒でしょ。 

 だからこれは、さっきから言うように、嘱託、パートの臨時職員の中の給与で算定

をしましたということでしょうけど。私は実情に応じた算定、正職が１人おれば１人

分、あと臨時、パートの実際の金額を出して、それから算定すべきではないかと、私

は申し上げているところです。 

 議  長  村長 

 村  長  たとえはですね、宝珠山ふるさと村の例を取りますと、各施設に１名ずついますが、

その他にご承知のように専務取締役とか、やっぱそういった職員がいるわけですね。

そういった人たちの給料もちゃんと見れということなんでしょうか。 

 そういったところまで算定に含めるんであればですね、それはまた全部そういっ

た、鼓の里は、何と言いますか、そういった組織じゃなくてやっているわけですから、

その辺りをどのように考えるのか。 
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 ですから、過去３年間の実績の報告に中で、こういった形をとったということであ

ります。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  確かにですね、考え方はいろいろあると思います。 

 私はそういった考え方でいるんですけど、村長自身は３年間の平均、臨時、嘱託の

給与をもとに算定をしたということですが、１回実情に応じた給与を出してみて、こ

の１０％を指定管理料として、費用の１０％を払うという形に算定をされたというこ

とですよね。 

 その中で、やっぱりいろいろ考え方はありますんでですね、１回、この５年間見直

しをしないというのを、ちょっとやっぱり考え方を変えてもらって、やはりその年、

その年にやっぱりいろいろ変わってくると思うんですよ。５年間やるというのは、私

は非常に一番先に、もう私の考えとは違うところです。 

 ですから、算定方法をですね、これが絶対的じゃないという形で、算定は、やっぱ

りそのときに応じた形のですね、算定をやっていくという方向性をですね、見出して

もらいたいと思うんですが。 

 議  長  村長 

 村  長  １０％の話はですね、諸経費の話ですので、それは、そういったことでお願いをし

たいと思いますし、ただですね、今回、この算定にあたって折衝する場合もですね、

各団体ですね、指定管理を受けてる団体については、事前に説明を申し上げた上での、

この提示となっておりますので。 

 ただ、議員言われるように、指定管理期間が２年なのか５年なのか、そういったと

ころについてはですね、５年という形でもご理解をいただいているところだと思って

おります。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  私の持ち時間があんまりありませんので、最後の質問にさせていただきますが。 

 岩屋のキャンプ場の指定管理料、去年から見ると随分増えているんですが、この要

因は何かありますか。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  岩屋キャンプ場の指定管理料は、私は、この基準に基づいて算定したところの数字

でございます。 

 過去においてのことですけども、それは岩屋湧水の収益をもってですね、この分は

充てた部分がございます。その分でですね、今回は岩屋湧水の水を完全に分けまして

ですね、今度は指定管理料は別に算定いたしまして、そういうふうにして分けました。 

 そういうことでキャンプ場のほうは上がって、まだ岩屋湧水の収入が別に上がって

くるというふうな計上をしております。以上です。 

 議  長  ６番 梶原文明議員 

 ６  番  ということは、岩屋湧水の収益は、村とキャンプ場と分けたような形になっている

んですかね。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  はい、そのとおりでございます。 

 ６  番  分かりました。 

 それでは、私の一般質問は、これで終わらせていただきます。 

 休  憩  

 議  長  １０時３０分まで休憩します。 

 （１０時１８分） 

 再  開  
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 議  長  休憩前に引き続き、再開します。 

 （１０時３０分） 

 議  長  ４番 黒川隆康議員の質問を許可します。 

４番 黒川隆康議員 

 ４  番  私は、４つの事柄について、お尋ねしたと思います。 

 まず、初めに岩屋公園内の間伐あるいは植林等が進んで、景観整備が行われており

ます。たいへん何度か行ってみましたけれども、随分明るくなってですね、きれいに

なっておりました。 

 このことについては、梶原光春議員がですね、本当に一生懸命、熱心に取り組んで

いるところでありますが、この景観整備については、たいへん必要なことですし、重

要なことだと思っております。私もできる限り手伝っていきたいな、というふうに考

えているところでございます。 

 そこでお尋ねなんですが、わが村はですね、美しい村連合に加入しておりますよね。

加盟条件に、景観整備あるいは維持といったものがないのか、まずお尋ねしたいと思

います。 

 議  長  村長 

 村  長  加入条件としてはですね、たくさんの項目にあたるチェックシートがあります。そ

れに基づいて、チェックをされて審査をされ、そして美しい村として加盟できるか、

できないのか、それはまた美しい村連合の審査委員会のほうにかかることでありま

す。 

 この詳細等についてはですね、課長のほうから説明をさせていただきます。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課長  今、村長が答弁したとおりですね、日本で最も美しい村連合の評価審査基準という

のがございます。チェックシート式でですね、ずっと何十項目かあるわけでございま

す。 

 その中でですね、具体的には、周辺の豊かな自然環境に根差した里山の生活の営み

によってつくられた景観を、あるかないか、また維持していくかということでござい

ます。また、地域に根差した伝統芸能や歴史的に地域と歩んだ祭り等が継続している

かです。 

また、管理維持の分野ではですね、植栽や草刈りなど、住民の自主的な美しい村づ

くりの取り組みがあるか、それを維持しているかということでございます。  

 東峰村が日本で最も美しい村連合の一員としてですね、また存続していくために

は、村の景観整備、そしてその管理、維持は基本的なことと位置付けておるところで

ございます。以上です。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  ありがとうございます。 

 私がですね、調べたところもそういうことでした。 

 この美しい村連合に入会していようがいまいがですね、この景観を保つためには、

やはり計画をもってですね、継続性を持ちながら、やっぱり続けていくことが必要だ

と思うんですよね。 

 どうしてこういうふうに、私が今お尋ねしているかと言いますとですね、住民の方

のご指摘もございましたし、私も行ってちょっと気が付いたことなんですが。 

 あそこの岩屋神社内に看板がたいへんたくさんあります。 

 ちょっと議長、資料の配布をお願いします。 

 議  長  事前に確認しておりますので、これを許可します。 

 （資料配布） 
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 ４  番  実は、これは２、３日前、私がちょっと村を回ってですね、写真をちょっと。ただ、

簡単に車で回れる範囲内で撮ってきたところなんですが。 

 １枚目の写真なんですが、これは、一番右上はですね、赤い橋がありますよね、岩

屋神社に。これが塗装が剥げて、こんなに全体がみすぼらしくなったような感じがし

ています。 

 左のほうは、この３つのあと看板がありますけれども、もう汚れたり錆びたり、こ

の汚れた分はたぶんきれいに拭けばきれいになると思うんですよね。下のほうはもう

錆びてますので、これはちょっとリニューアルしないとだめかなと。ただ、これは県

が立ててるのかなと思ったんですけども。 

 この橋の下の、右下の分はですね、村が立てた分で、ここに立てかけてる、なんか

こう立てかけてるだけなんですよ、小さな看板は。注意事項ということでですね。 

 その大きな看板ももうめくれてですね、見えなくなる可能性が、中もめくれている

し、次も見てもらえば分かりますが、こういうふうに汚れて、もう読めないような状

態。それから、左下の分はですね、これは、岩屋神社の鳥居のところなんですが、新

しい看板が、説明書看板をつけているんですが、その後ろにですね、同じ看板が、前

のがまだ残ったままなんですよ。 

 こういうのはできればですね、新しい看板が立った時点で、やっぱ外すべきだと思

うんですよ。あまりにもたくさん密集しているというか、見苦しいというかですね。 

 あとの分は、小石原地区、ちょっとどうなのかなと思って回ったら、やっぱりこう

いうふうに錆びてしまってるやつとかですね、それから、これは小石原庁舎のすぐそ

ばのところですよね。写真見れば分かると思うんですが、こういうふうに字が消えて

しまっているんですよね。 

 あそこはやっぱり人通りも多く観光地としてですね、焼物に、入込客の方もたくさ

んいらっしゃいますので、ちょっとみっともないなという思いがしました。 

 それから、あと皿山のほうに行きましたら、やっぱりこういうふうに看板が剥げて、

全然見えなくなったりですね、消えてしまっているというような、簡単にちょっとし

たとこを回っただけでもこういうふうな状態でした。 

 それで、この周りがですね、伐採とか、岩屋神社に関しては、きれいに草刈りをし

たり、間伐したりしてきれいになっているんですが、周りと合わないんですよね。 

 ですから、そこまでするんであれば、こういう看板もですね、一緒にきれいにする

必要があるのではないかなと思うわけですが、どのようにお考えでしょうか、お尋ね

します。 

 議  長  村長 

 村  長  ご指摘をありがとうございましたと言うべきかなんか、あれなんですけれども。 

 本当に議員言われますように、景観づくり、これにつきましては、今回の総合戦略

の中でも基本目標、美しい村づくりの推進ということは掲げておりまして、それで、

村内の景観づくりには取り組んでいこうということで、本議会の予算の中でもお願い

をしているところであります。 

 ちょっとここまでは気が付きませんでしたけれども、確かにひどいと思います。 

 したがって、この看板等の改修につきましてもですね、また、次期の議会あたり、

補正予算でもですね、組ませていただいて、対応していきたいと思っております。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  あまり長くこれを放っておくというのも恥ずかしいというかですね、よそから来た

方にやっぱり、村民として恥ずかしい思いがしますので、できるだけ早くこれはです

ね、リニューアルなり撤去なり、あるいは清掃するなりですね、そういうふうなこと

をしていただきたい。 
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 そもそもこの管理をしているのは、どちらでしているんですか。指定管理者がして

いるわけですか。 

 議  長  村長 

 村  長  看板の設置目的によってですね、管理のほうがちょっと変わるということです。 

 観光的な看板であれば農林観光課、それから公園の案内であれば企画政策課、学術

的な解説とかであれば教育委員会ということになっております。 

 あと指定管理の話ですけれども、それぞれの指定管理内であればですね、指定管理

者の範囲内であるのかなと思います。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  このですね、常に誰かが行っていると思うんですよね。職員の皆さんもたぶん行っ

ていると思うんですけれども、それが、気が付かずここまでなっているということは

ですね、やっぱり意識して見回るというかですね、そういうことが必要だと思うんで

すね。ですから、それをですね、こうした環境状況というかこういう景観状況ですね、

それを見回る見回り隊なりですね、そういう組織を作る必要があるんじゃないかなと

思うわけですね。 

 職員の皆さんに、じゃあ、常に山に行ったり、いろんなところに行って、それを気

を付けなさいと言ってもですね、それは、いろんな仕事がありますので大変だと思う

んですよ。 

 それよりも、例えば２人、３人なり組織を作ってですね、年間を通していろんな形

で見て回るという組織を作れば、そして知らせていただくという形を取ればですね、

常にこういう状況は起こらないんじゃないかなというふうに思うんですが、このこと

についてはどうでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  議員言われますように、役場の職員等につきましてもですね、ここら辺りはやっぱ

り気が付いているところはあるかと思います。 

 実を言いますと、この１枚目の右下の写真なんかについてはですね、私も以前から、

なんで立てかけてるのかなというのは思っておりました。 

 そういったことで、組織まで作るかどうかというのはですね、また別といたしまし

て、こういったことには、今後やっぱり職員の意識も含めてですね、対応をしていき

たいと思っております。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  ぜひですね、いろいろこう環境美化には力を入れているところでございますので、

検討していただいて、できる限り早く対応していただきたいというふうに思います。 

 次の質問に移りたいと思います。 

 次は、防犯灯関連でちょっとお尋ねしたいと思うんですが。 

 ご承知のように、宝珠山地区はですね、街路灯それから防犯灯、結構充実したとこ

ろがあるんですよね。街路灯にしても、確か商工会の青年部の頃だったと思うんです

よね、３０年近くになるかもわかりませんが、その当時県の補助金をいただいて街路

灯を立てたわけですが、台数が足りないとかですね、村の補助で足して、たぶん追加

して立てたと思うんですよね。 

 防犯灯にしても、結構宝珠山地区のほうはですね、集落集落の間が狭いせいもある

んでしょうけども、切れ目なく防犯灯としてついていますよね。 

 それに比べて小石原地区のほうが、ちょっとそういう住民の方のですね、指摘があ

りましたので、私も夜回ってみました。 

 そしたらやっぱり暗いところがあるんですね。防犯灯はついているんですけれど

も、その間隔が遠く離れているとか、あるいは集落と集落の間に、全然防犯灯なり街
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路灯もありませんよね。 

 だから、そういうところを、私がちょうど回るときにですね、自転車で通った方が

いらっしゃいましたけれども、やっぱり寒い中自転車で、普段は通らないんでしょう

けども、でも、何かやっぱり急用があったりするとですね、集落から集落に、やっぱ

り何かこう、車がなかったりすれば自転車なり歩いたりして行くんだと思うんですけ

れども。 

 そのときに何も暗い道路を行くっていうのは、やっぱり不安ですし怖いですしね、

それから安全で安心な村づくりをするためにもですね、やっぱり途中にいくつかです

ね、全部とは予算的にも難しいでしょうけども、いくつかやっぱりつける必要がある

んではないかなというふうに思っているんですが、どのようにお考えでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  確かに防犯灯につきましては、宝珠山地区は、集落が切れているところもですね、

ホタルのマークとかそういったものが設置されているというのは承知をしておりま

す。 

 ただ、小石原地区におきましては、防犯灯についてはですね、やはり集落内という

ようなことで、しかも１基付けますと、大体年間３，６００円ぐらいの電気代と言い

ますか、そういったものを徴収しております。 

 そうは言っても、地区に属さないでですね、防犯上必要なところについては、これ

も住民の方からの要望があればですね、つけてる段階であります。 

 いずれにしましても、現段階では、負担料がかかってきますので、その辺りがちょ

っと今後どう進めていくか、検討をしたいと思っております。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  そうですね、たいへん予算がかかることですので、たいへん難しい問題でもあると

思いますが、やっぱり明るくですね、住民の人たちが安心して暮らせる村をつくるた

めに、やっぱり検討していただきたい。 

 それから、今ある防犯灯なり街路灯にしてもですね、暗くなっているところがある

んですね。あれを少しＬＥＤに換えるだけでも随分違うと思うんですよ、そういうふ

うな検討もしていただければと思います。 

 それをお願いしてですね、随分ね、ＬＥＤに換えているところもあるんですよ。私

見て回って、結構明るくなってですね。 

 でも、まだ古くなって消えそうなところもあるし、暗くなっているところもあるん

ですよね。ですから、そういうところをやっぱりＬＥＤに換えるだけでも随分明るく

なると思います。ぜひ、対応をお願いしたいと思います。 

 それで、次の質問に移ります。 

 ３つ目ですが、まず、以前ですね、このことについては、質問をしておりました。 

 それは美星保育園のですね、跡地活用について、今、どのように進んでいるのか。

そしてまた、同僚議員の質問でもありました、そのグラウンドの活用はどういうふう

にするのかとことも、同僚議員が質問していましたが、併せてですね、お尋ねしたい

と思います。 

 議  長  村長 

 村  長  昨年の６月議会の一般質問の答弁ではですね、文化的な利用とか福祉的な利用と

か、そういった利用が考えられるので、今後はそういったことを考えていきたいと思

いますと、回答をしておりましたけれども、現実的にはちょっとその辺りが実行され

てないというところがあります。 

 その理由といたしまして、現在、公共施設等総合管理計画を策定をしている段階で

あります。 
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 その中で、現状を踏まえてですね、考えていきたいなと思っておりますが、前回の

ときにも申しましたと思いますけれども、その中学校ですね、旧中学校跡地につきま

しては、これはやっぱり耐震的にもなかなか難しいと。それから、旧庁舎ですか、今

音楽堂とかやっておりますけれども、あそこについても雨漏り等をやっているという

ようなことで、なんとかその辺りを含めた形でですね、耐震的に大丈夫だろうと言わ

れるような、旧美星保育所のあとにですね、そういった施設プラスのお年寄りが寄れ

る場所とか、子育ての人たちが寄れる場所とか、そういったところはちょっと考えて

いきたいなと思っております。 

 しかし、あの建物を改修するということになりますと、また結構な予算が伴うなと

いうことを、ちょっと危惧をしております。今後どのように取り扱っていくのか、そ

れはまた新年度に入ってですね、まずはこちら側からの計画等も出させていただきま

して、区長会なり、それから地元の方なり、そういった方とのお話をさせていただい

てですね、やるんであればきっちりとやっていきたいと思っております。 

 結果的にちょっと、あと何と言いますか、旧小学校跡地、鉄筋コンクリート造のほ

うなんですけれども、そのところの工場誘致の話もありましてですね、全体的にその

辺りも含めて、ちょっと考えていこうかなと思っておりましたもんですから、ちょっ

と取り組みが遅くなって本当に申し訳ありません。 

 今後は、それとは別に、今言いましたように、検討委員会じゃないですけれども、

そういった形でも進ませていただきたいと思っております。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  あそこをですね、いつまでも放っておくともったいないというかですね、地域の活

性化にも繋がりませんし、できる限り早くあそこを有効に利用できるようにしていた

だきたいということをお願いしたいと思います。 

 それから、小学校の校舎の鉄筋のほうですよね。あっちのほうも、昨年は一応ああ

いうふうな事業の申し込みがありましたけれども、あれも１年遅れるということで、

こっちは理解してよろしいんですか。 

 議  長  村長 

 村  長  近々ですね、水耕栽培の担当者と言いますか、会社じゃないですね、まだ。 

 議会も含めて説明に上がりたいという報告は受けてはおりますので、その日程等に

ついてはですね、またご提示をしたいと思っております。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  ぜひですね、そっちのほうの検討もお願いしたいと思います。 

 それでは最後の質問、と言いますか、これは考えをお尋ねしたいということであげ

ていますが。 

 この自治基本条例ということですね。これは、村長もたぶんご存じのことだと思い

ます。私もちょっと調べてみました。この自治基本条例、いわゆる村づくり基本条例

ということですよね。 

 それで、この村づくり基本条例というのはですね、村づくりの基本となる考え方と

か進め方、それから村民や議会、行政の役割など、村づくりを進めるうえで、基本と

なるルールを定めた条例ということでですね、自治体の憲法とも言うべきものだとい

うことが謳われております。 

 そもそもこの自治基本条例が始まったのがですね、２０００年に北海道ニセコ町の

町づくり基本条例というのが一番初めにできて、その後、ずっと各自治体に広がって

いってるわけですよね。 

 ２０１１年度になると、もう２００以上の自治体がこれを施行しているという状態

で、それからもう既に４年経ちましたので、もっとたぶん大きくなっているとは思っ
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てるんです。 

 これだけの広がりを見せているということはですね、この町づくりあるいは村づく

りの上でたぶん必要なことがあるから、これだけ大きく広がっていってるんだという

ふうに思っているんですね。 

 なぜ必要があるか、私もまだ勉強不足でですね、はっきりとした理解をしておりま

せんが。しかし、この条例の意義それから必要性、村づくりの関係などについてです

ね、学ぶことが、私は大事であるというふうに思っております。 

 そのためにですね、できれば講師とかお願いして、この意義とか必要性や村づくり

との関係についてですね、いろいろ学ぶ場をつくったらどうかと思うわけですね。 

 そういったシンポジウムなり講演会なりを開くことが重要ではないかなと思って

おるわけで、はっきり皆さんとともにですね、住民の皆さんも一緒に理解していただ

くことが重要だと思いますので、こうした講演会を開き、理解した上で、これに取り

組むのか、そうでないのか、そこで判断するべきだと思っておりますが。 

 これについてはですね、まず村長のお考えを、どういうふうに思われているのかを

お聞きして、私はまたあとで、もっと私なりに勉強し学んでですね、いろんな情報を

集めて学んで、また改めて機会を設けてまたお聞きしたいと、質問をしたいというふ

うに思っていますが、今の現状では、村長、どういうふうにお考えなんでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  住民のですね、意識の向上のためには、自治基本条例、これを作るということは、

大きな意義があるかと思っております。 

 何年も前になりますが、議会のほうが議会基本条例を作った段階においてですね、

このときもその議論がなされて、やはりこういった自治基本条例を作ったほうがいい

というような話も記憶にあります。 

 そういった中で、今、議員おっしゃいますように、２０１１年で２００以上の自治

体が、やっぱりこういったものを作っているということであればですね、先ほども言

いましたように、こういう自治基本条例を作って、そして住民の意識改革、これもや

はり今後少子・高齢化の中ではですね、重要なことでありますので、これにつきまし

ては、取り組む方向でですね、まずは議員おっしゃるように、勉強会、そういったと

ころでですね、まず準備をしていきたいと思っております。 

 先ほど言いました議会基本条例、それから地域協働の村づくり条例、今回の区長の

条例ですね、こういったものにおいても、この自治基本条例、そういったものの１つ

であると考えておりますので、こういった中でもう少し行政のほうもですね、勉強を

させていただいて、広くそういった気運をですね、高めていきたいと思っております。 

 また、その節にはいろいろとご協力をお願いしたいと思っております。 

 議  長  ４番 黒川隆康議員 

 ４  番  ぜひですね、全員で、村を挙げてですね、こうしたことに取り組んで、村づくりに

取り組んでいきたいと思いますので、ご検討のほどをよろしくお願いいたしまして、

私の質問は終わります。 

 休  憩  

 議  長  １１時２０分まで休憩します。 

 （１１時０２分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。 

 （１１時２０分） 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員の質問を許可します。 

７番 髙倉寛視議員 
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 ７  番  私は、産業センター鼓の里の改修について、ということでお尋ねしたいと思ってお

ります。 

 今予算でですね、鼓の里の改修の予算が組まれております。これは、１，４００万

というふうに出ておりますが、どのような計算方式で算出したのかをお聞きしたいと

思います。 

 議  長  村長 

 村  長  この件につきましては、地方創生事業関連の先行型の交付金の中で、販路拡大事業

支援の補助金を活用して、鼓の里に自らが売り上げ増加のための調査をしてください

ということで、補助金を出したわけであります。 

 そういった中で、鼓の里が１，１００万円改修費が必要だということで、議員もそ

のとき出席をされて、私とそれから鼓の里の小野会長さん、そういった方が入られた

中におられましたよね。その中で確認をして、１，１００万という数字は決めたもの

であります。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  議長、すみません。 

 私のお願いした資料をお配りしていただきたいと思います。 

 議  長  事前に確認しておりますので、これを許可します。 

 （資料配布） 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  はい、ありがとうございます。 

 この一番上の資料、リニューアル開発費検討素案というのがございます。これは、

昨年から村のご厚意により、コンサルタント会社を鼓の里産業センターのほうに派遣

していただきまして、こういうふうな形で出ております。これが改修の金額でござい

ます。 

 Ａ案というのはですね、今ある農産物販売所１棟と、１１番さんの食事処、また人

形屋さんの展示場、旧陶器販売所の建物１棟ということです。 

 これがですね、１０月から新役員になって、何度も協議して、担当課と相談をし、

２棟の販売所の改修をして、再出発をして、東峰村の浮揚や村民の利益に繋がる販売

所を目指しているところでございます。 

 行政から示された改修資金は、先ほど村長は１，１００万ということを申しました。

この上のほう、ちょっとアンダーラインを引いているところを見ていただきたいと思

いますけど、最初の見込額が２，３５０万、それが圧縮額が１，１００万というふう

になっております。 

 これは村長もそれこそ、先ほど一緒に協議した中で、なんでこういうふうになった

のということを、確かおっしゃったと思います。 

 この１，２００万近く減額したという、この圧縮額の内容をですね、どのように考

えておるのかをお伺いしたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  この圧縮額もですね、鼓の里さんがやったわけですから、村がやったわけじゃない。

そういうことなんですよ。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  村長、それはちょっと違います。これはですね、コンサルタント会社の人が出して

きただけで、今の役員さんたちと話し合ってこの金額を出したわけじゃないんです

よ。これは間違いありません。 

 ですから、私はそれを聞いてる。 

 それがもし、鼓の里の役員とコンサルタントが話し合って、この金額にしたという
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ことであれば、私は、これ何も聞きませんけど、それは私たちは聞いてません。 

 ですから、これを、なんでここまで下げたのかということをお聞きしているんです

けど。 

 議  長  村長 

 村  長  ちょっと間違わないでほしいんですけれども。 

 鼓の里とコンサルが、当然協議してやったわけでしょ。それで、その鼓の里さんが

聞いてないという話なんですか。 

 そうすると、どういうコンサルを入れて協議をされてたんですか。そういったとこ

ろが、全く私には分かりません。 

 その鼓の里さんとコンサルが、こういう具合にしていこうということで、結果的に、

この１，１００万の金で改修をはかろうということしか、私は報告を受けてませんし、

今言われるように、なんで２，３５０万がですよ、１，１００万なのというのは、誰

でも気が付きますよね。 

 ただ、それも鼓の里さんが了解をした上での話だと、私は思ったんで、その１，１

００万で、今回計上させていただいているということです。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  村長はご存じなかったということでございます。 

 これは、私たちはですね、この内容をコンサルタントさんと話し合って、この金額

を出していただいたわけではないんです。これはもう間違いありません。 

 それで自分たちも、最初これを貰ったとき、役場のほうから１，１００万という提

示を受けたときに、なんで半額になるのということが、私たちも話しておりましたの

で、これをコンサルタントの人が鼓の里の役員に提示して、この金額でどうですかと

聞いた覚えは、私たちもありませんので、それは村長が知らなかったと言えば、ここ

から先はもう話しできませんけど。 

 私としてはですね、今度この１，１００万に、前、陶器販売所の上のトイレを一緒

に改修するということでございますので、１，４００万という消費税込みで上がって

はおります。 

 これが、村長が全然これを知らなかったということであればですね、もう私もこれ

以上何も、質問もできないんですけど。 

 とりあえず、これは終わります。 

 続きましてですね、下の簡易トイレ、農産物横の。 

 これは４０人槽だったのを、使用する人が多くなったので、今度は８０人槽に、最

初、確か協議のときは言っていたように思いますが、先日の予算説明では、１００人

槽になるということでございますが、これは間違いないのですか。 

 議  長  村長 

 村  長  まずですね、聞いてない、聞いたという話じゃなくてですよ、これはあくまでも鼓

の里さんが持ってきた金額ですから、それを、あなたは顧問という立場になっている

んですかね。 

 あなたが知らなかったのか何か分かりませんけれども、コンサルが単独でやるわけ

は、私はないと思いますよ。これは、必ずや鼓の里の役員の方と打ち合わせをして、

そして、どういう形にやったら２，３５０万かかるけど、こういった形でいいよねと

いうことで、１，１００万になったんだろうと思いますし、その決める場所も、あな

たもいたじゃないですか、それで。それで会長さんも納得したんじゃないですか。 

 そこら辺りはちょっと整理をしていただきたいと思います。 

 それから、農産物の横のトイレなんですけれども、これは、当初の設置については、

農産物の販売所に訪れた方が利用するということで、これは４０人槽じゃなくて３０
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人槽だと、私は聞いております。を設置したということでありますけれども、現時点

においては、使用の形態が公衆トイレ的な形になっております。 

 その中で、公衆トイレで算定をしますと、便器１つ当たり、１６人か１７人で計算

をするわけですね。そうすると、あそこには、男子が３つ、それから女子が３つ、合

計５つありますので、１６人で計算いたしましても、８０人槽じゃないと、結果的に

浄化槽の能力はまかなえないということです。 

 したがって、今回、その浄化槽が能力以上の使用体系になっていますので、それを

やはり改修しなければならないだろうということで計算をしますと８０人槽なんで

すけれども、これこそ議員が、障がい者のトイレがないじゃないかという話をされて、

確かにそうだねと。ハートビル法とか、そういったものに合ってないねと。 

 そういった形もあって、障がい者用をつくれば１６人また増えますので、１００人

槽になるねという形で、今回１００人槽を計上したという結果です。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  ちょっと先ほどの予算のことに戻りますけれども。 

 はっきり申しまして、納得したわけじゃないんですよ。行政がこれだけしか出さな

いと言ったから、仕方なく諦めただけです。そこを間違えんでください。 

 それでですね、この改修するということであれば、年間１２２万、上のほうの陶器

販売していたところの上のトイレを、簡易トイレに改修するということになっており

ます。 

 鼓の里としてはですね、汲み取り料と浄化槽維持費と２つのお支払いをしなければ

なりませんが、料金的には汲み取り料が年間３３万、浄化槽維持費は１２２万、１６

０万近くもの金額を支払わなければなりません。 

 先ほど村長も言われたように、正式に公衆トイレ、公設トイレみたいな認定はされ

ておりませんが、それに近い使用があると思われております。 

 ほんとここまで考えたらですね、今度指定管理料、先ほど梶原議員が申しましたよ

うに、指定管理料が昨年よりも７０万くらい減っております。 

 こういったことを考えると、やっぱ指定管理料もですね、もう少しやはり考え直し

ていただきたいなと考えておりますが、そこのところはいかがですか。 

 議  長  村長 

 村  長 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

 議  長  ○○○○○○○○○○○ 

 村  長  ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○ 

 議  長  ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 村  長  この予算については、あくまでも鼓の里からの、そういった改修の要請を受けてや

っていることでありまして、その中にあなたも入っておられる。 

 そういったことで、あなたからこういったことを言われるというのは、非常に私と

しては心外であります。  

 浄化槽の問題についても、あなたから良い言葉を頂いたんで、身障者がないねとい

うことで、身障者のトイレもやはり考えて、将来的には対処しなきゃいかんのじゃな

いかということでやってるわけですから、そういったところはぜひ、議員としてもそ

ういった気持ちを察していただきたいと思っております。 

 また、先ほどの質問の浄化槽の支払いがですね、上がる分については、設置した段
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階において、また指定管理料等は、その分だけは増額をしたいと思っております。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  次の質問に入ります。 

 臨時または嘱託員の雇用は何人いるのかということでございましたけど、先日、こ

の臨時と嘱託員の配置ということで、１９名の方がおられるということでございま

す。 

 それでですね、一番私が気になるのは、臨時職員の方で、非常に本当に仕事してる

のかと、いう方がはっきり言っておられるんですね。 

 先日鼓の里で似顔絵を書いていただいて、それを野菜とかにシールとして貼るとい

うことで、非常にたくさんの村民の方が来られておりました。 

 その中で、職員と臨時の人が来られておりました。ところが、臨時の人がですね、

これは、最初は自分も気が付かなかったんですけど、村民の方が「あの人は何をしよ

るとじゃろか」と言われた。何でですかと言うと、ずっと携帯を見とると。 

 私もその後、見てたんですけど、やはり携帯をいじっている時間が非常に多いんで

すよ。確かに村民の方が来られた時は、ちゃんとここに記載してくださいというよう

なこともやってはおりましたけれども。 

これはもう村民の方がやはり気が付くぐらいですから、非常に見苦しいというんで

すか、そういうふうな人が、ちょっとおられたんですよね。 

 だから、もし今後臨時とか嘱託とか雇うのであれば、もう少しやっぱり人選をしっ

かりしていただきたいなと考えておりますが、そこのところはいかがでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  臨時職員が何のために、そういったことを雇っているのかというようなご質問もあ

りましたけれども、臨時職員というのを行政の執行上ですね、業務執行上必要であり

ますので雇っております。 

 また、そういった行為等があったということであれば、また今後注意をしていきた

いと思っております。 

 議  長  農林観光課長 

農林観光課長  先ほどの議員のご指摘がありました件、鼓の里それから陶の里道の駅小石原の２カ

所で行ったときに、随行した臨時職員のことというふうに私としては受け取りまし

た。 

 もし、その執務中のですね、やはりそうした業務と違うような形で見受けられ、仕

事に専念する部分が少し欠けていたというふうにお見受けされたのであれば、担当課

長としてですね、その辺りはきちんと監督なり心がけを正していきたいと思います。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  次の、村の人口を考えるとですね、現在の職員数は多すぎるのではないかというこ

とで、質問させていただきます。 

 まず、資料のですね、東峰村、赤村、川崎町、筑前町それと添田町ですね、これは

ちょっと調べて出していただきました。 

 それで、左側の下のほう職員数ということで、その下に人口千人当たり２０．８２

人、類似団体１７．５６人、赤村が１２．７３人、添田町が１２．４１人、川崎町が

１１．２３人、筑前町に至っては５人と、非常に東峰村がいかに職員数が多いかとい

うのがはっきりしております。  

 これは、確かに業務上いろいろ問題があるとは思いますが、この職員数の多さにつ

いて、村長はどのように考えておられますか。 

 議  長  村長 

 村  長  東峰村の場合はですね、一般職に診療所の医師及び看護師、それから保育所の人数
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も含まれております。それを引きますと４７名ほどにはなるかと思っております。 

 ただ、今、国、県等からですね、いろいろな権限委譲とかいう形で、村のほうとか

各自治体、いろんな業務が下りてきているわけでありますけれども、私は、今の職員

が決して多いとは思っておりません。皆さん精いっぱい頑張っておられますし、余裕

的なことは、私はないと思っております。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  村長はですね、議員時代、副村長に関わる全協の中でですね、職員の数が多い、南

部町あたりは村民１００人に１人、そうすると、わが村は２５人でいい。倍以上要る

というふうなことを発言されております。 

 このときと今で、なんでそんなふうに考えが変わったんですか。 

 議  長  村長 

 村  長  やっぱり議員のときはですね、そういう感覚に陥りました。 

 しかしながら、実際、この行政の中に入ってきますと、なかなかですね、そういっ

たことじゃなくて、皆さんやっぱりしっかりやっているなと。 

 それから、南部町あたりの話を後で聞きましたところ、地域自主組織とかですね、

そういったところがまた職員の代わりと言いますか、そういった部分も相当やられて

いるということでありますので、一概に何と言いますか、その人口に対しての割合と

いうわけにはいかないのじゃないかと思っております。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  私は、職員が仕事をしてないとか全然思っておりません。確かに頑張っておられる

とは思っております。  

 しかしながら、先ほども言いましたように、他の自治体と比べても、やはり多すぎ

るというのは、おそらく村長自身も思ってはいても、なかなかそれができないという

ことだろうとは思います。 

 これからまた先日の、今後のあれで、毎年２名ずつぐらい雇用していくというふう

なことが、出とったというふうなことでございますけれどもですね、やはり確かに職

員は必要だと思います。それは、村民のためですから、必要だとは思いますけども、

もう少しやはり、私、昨年の課設置条例のときもしっかり言いましたけど、職員を教

育してですね、いろんな仕事もできるようにすれば、何人かは減らせるようなことが

できるのではないかと考えておりますのでですね、やはりそこのところも、やはり村

長として考えていただきたいと思いますが、いかがですか。 

 議  長  村長 

 村  長  職員の採用につきましてはですね、職員間のやはりバランス、そういったものを考

えて、今後２名ずつは、何年かは入れていくようになりますが。 

 それは、理由といたしましては、固まっている層がありまして、そこであと何年か、

２、３年しますと５、６名辞めるようになります。そういったときにまた新しく５、

６名を、新卒を新規採用するのかというのじゃなくて、それも見越して今は職員の採

用計画というのを作っております。その一環として、２名ずつという形をとっており

ます。 

 それと、職員の研修ですね、これについては、お話をしたかと思いますけれども、

私も村長になって、職員の教育がやはりちょっと不足しているなということは感じま

した。 

 したがって、１０月に村長になりまして、もう１月の時点ではですね、課長のほう

に、職員研修の実態も聞きまして、それで、職員研修をしなきゃいかんという方向で、

県のほうにも相談をし、一昨年ぐらいになりますかね、添田町のほうで職員研修をや

っておりますので、そちらのほうに東峰村の職員も参加させていただき、大体年間５、
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６回ぐらいの研修はそこで受けているということになっております。 

 議  長  ７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  これで最後にいたします。 

 研修はされているということでございます。 

 研修をしても、はっきり申しまして、実践で役に立たんかったら何もならん。これ

は、私はずっと昔から思っておりますので、それをですね、やはり課長たちもおられ

ますので、村長も当然ですけど、職員にきっちりと教えてですね、本当に村民のため

になるような仕事をしていただきたいと思っております。 

 以上で、私の一般質問を終わります。 

 議  長  ３番 梶原光春議員より、一般質問の通告書が提出されておりましたが、病気によ

り欠席されておりますので、以上で一般質問を終わります。 

 散  会  

 議  長  これをもちまして、本日の日程は、すべて終了しました。 

 明日は、平成２８年度予算と関わりのある議案について、質疑、討論、採決を行っ

た後、予算審査特別員会を開催します。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 （１１時５３分） 
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 開  議  

 議  長  改めておはようございます。 

 ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（９時３０分） 

 議  長  村長 

 村  長  昨日の本会議における髙倉寛視議員の一般質問の答弁に中に、不穏当な言葉があっ

たかと思いますので、議長でしかるべくご処置をお願いしますとともに、お詫びを申

し上げます。 

 議  長  ただ今の村長からの申出につきましては、議長において、後刻記録を調査の上措置

することにします。 

 日程第１・

日程第２ 

  

 議  長  次に、日程第１ 議案第４号「東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃止する条例

の制定について」、日程第２ 議案第５号「東峰村子育て支援条例の制定について」

は、関連性がありますので一括議題とします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  廃止をする出生祝い金、これは、金額的にはどのくらいになっておったんですか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  今年の予算におきましては、総額で７３０万でございます。 

 実績においては、２７年度は８人の予定でして、２６年度は６人というふうな実績

であります。 

 だから、実際１子、２子につきましては６万円、３子以降については８万５千円と

いうふうな祝い金を支出しています。 

 議  長  暫時休憩します。 

（９時３４分） 

 議  長 （９時３６分） 

住民税務課長 

住民税務課長  昨年度は４１万でした。全体でですね。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  ４号議案と５号議案は、いいんですか、質問は。 

 議  長  質疑は一緒です。 

 ８  番  一般質問の中で同僚議員が、この子育て支援条例の制定の中の事業資金のほうの尋

ねがあったかと思いますが、私のほうも再度確認の意味の質問をしたいと思います。 

 この子育て祝い金が仮に制定をされた場合に、２８年度については７３０万、２９

年度については７２万というような、ずっと年次の事業資金が必要ということになっ

てきます。 

 このことについては、総務課長の答弁の中では、交付税担保がされるということで

したので、再確認の意味で、担保されていくのかどうか、尋ねたいと思います。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  ただ今のご質問に関係することになりますが、地方創生を関係するすべての事業を

ですね、含めて取り扱っていただきたいと思うわけですが。 
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 国の地方財政計画の中で平成２８年度の当初予算については、地方創生関連のため

に地方創生の進化のための新型交付金、これについては１，０８０億円が国全体で確

保されております。 

 それから、まち・ひと・しごと創生事業の地方財政計画の中で１兆円、これが総合

戦略の期間である５年間は継続し、１兆円程度の額を維持すると、国のほうで地方財

政計画の中で立てられております。 

 そういったことを勘案すればですね、平成２７年度の地方交付税の中で、地域の元

気創造事業費に６，９５５万円、人口減少等特別対策事業費に９，７４３万４千円、

先日の回答の中では約１億７千万と申し上げましたが、その２つを合わせると約１億

７千万近くになるわけですが、これが極端に減少することなくですね、５年間は担保

されるものと、交付税の需要額の中に見込まれるものと思われますので、そういった

部分を、この地方創生関連事業には充てていくことになろうかと思っております。以

上です。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

１番 柳瀬弘光議員 

１  番  ５号議案の東峰村子育て支援条例の、子どもが誕生したときに１０万円、小学校に

入学したときが２０万円、子どもが中学校に入学したときが２０万円という、合計５

０万円という金額になっていますけれども、この振り分けの方法というかですね、な

ぜ１０万、２０万、２０万にしたのか、また高校生というのは該当しないのかという

ところをお伺いしたいと思います。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  出生祝い金につきましては、従来の条例であります金額を基にして、１０万という

ふうなところでしたところでございます。 

 それから、高校生の検討も行っているようですが、若い世代の応援ということで、

若い世代というと、やっぱり若年層だろうということで、小学校、中学校の入学した

者を若年世代というふうなことで、２０万というふうなところで決めているところで

す。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ただ今の柳瀬議員の質問に関連する部分でですね、ちょっと資料配布して質疑させ

ていただきたいと思います。 

 議  長  事前に確認しております。これを許可します。 

 （資料配布） 

 ５  番  それでは質疑をさせていただきます。 

 ただ今配布しました資料が、この田園回帰１％戦略という本の中から引用させてい

ただいております。 

 少し見ていただかないといけないので、ちょっと本文を読ませていただきたいと思

います。 

 何が言いたいかと言いますと、先ほどありました高校入学時である高校以降のです

ね、部分の子育て支援という部分は、どういうふうに考えられるかという部分で、ち

ょっとお聞きしていただきたいのが、１つ、（１）からの部分ですね。 

 田舎に定住する若い世代が一番頭を悩ませることの１つは、高校や大学の学費で

す。中略。 

 そして、何と言っても支出で目立つのは、高校と大学が下宿の場合の出費の大きさ

です。大学が下宿の場合は、年間２００万を超えています。島根から東京や大阪に、

これは島根県のケースですね。島根から東京や大阪に４年間大学に行かせると、約１

千万が必要になるということです。これはとてつもなく高いハードルです。実際には
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このような進学時の多大な出費に備えて積み立てが必要ですが、年収が４００万以上

ないと、そうした積み立ての余裕がなくなる傾向があります。奨学金等を活用したと

しても、最低でも３００から３５０万円の所得を確保しなければいけません。 

 最近のＵ・Ｉターンは、農業志望が多いのですが、実際は農業だけでは年収が４０

０万円を超えるケースはまれです。そうなると大学の学費の高さが就農を阻むハード

ルにもなるのです。 

 また、高校生であっても下宿となると、途端に学費が１００万円以上に跳ね上がり

ます。 

 ここら辺りまでにしておきたいと思いますが、実際にその支援にあたるお金がです

ね、小学校、中学校という部分で必要になるということで、ただ今答弁があったかと

思うんですが、実際にかかるいろんな村民の方の声を聞くと、高校に進学するという、

高校以降ですね、高校や大学に進学するという部分で、生活費、進学にあたる学資で

あったり、そういった部分がかかって来るのではないかと思うんですが、その辺は、

金額であったり、そういった部分検討されたのでしょうか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  １つの考え方としてはですね、義務教育の関係もあるかと思っておりますし、また、

高校生につきましては、２７年度から通学支援の通学定期券の補助とかいうのを導入

しながら、自宅から通学する人に対してはですね、そういうふうな補助も昨年から入

れているところでありますので、そういうところも考慮していると思います。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  確かにいろいろな助成、始まっていますけれども、やはり小中学校というのは、た

だ今国や県の助成であったり、医療費の補助であったりする部分も、中学生までです

ね、今、入院費であったりする部分は村独自でも進めているところではありますが、

高校以降になると、そういった現金が必要になる部分の生活費の負担というのは、や

はり増えてくるのではないかなと、まだまだ足りない部分というのは見受けられるか

と思いますが、その辺までは検討はされたのでしょうか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  総合的に検討はしているかと思いますが、この条例につきましては、子育て支援の

移住を促進するという大元の目標というのがありまして、そこを考えた上での事業

で、こういう支援金を出すところでございます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  若干、今の住民税務課長の答弁を聞くと、検討は住民税務課で行ったのではないの

でしょうか。企画政策課でしょうか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  今回のまち・ひと・しごとの総合戦略につきましては、全課で対応しているところ

でございまして、そこで、うちの課にもですね、作業部会の担当者も入れてますし、

そこで、総合戦略本部の中で検討したものを各課で振り分けたというふうなところで

ございます。 

 だから、総合的に、全体的に考えたということです。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ちょっと今の質疑から違う質疑をさせていただきたいんですが。 

 先ほどの佐々木議員の財源に係る部分に関しての質問を、再度させていただきたい

んですけれども。 

 ５年間の、このまち・ひと・しごと創生事業費という部分の地方交付税算定は、５

年間行われるという部分は担保されているという答弁をいただきましたけれども、そ

の後ですね、というのは、この子育て支援金事業を行っていく上で、財源のあてとい
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うかですね、考えていうのはお持ちなのでしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  ただ今の質問ですが、簡単に申し上げますと、５年後のことになってくるかと思う

わけでございますが。 

 こういった給付の制度をですね、５年後以降残すかどうかというのは、そのときの

また首長の施策にもよろうと思いますし、本村としてですね、どうしても必要な施策

であれば、当然残っていくことになろうかと思いますが、毎年検証も重ねてまいりま

すので、そういった中でですね、この制度をいつまで残すのか、そういったことが今

後検討されるものと思いますので、５年後以降この制度が残るかどうかについては、

現時点でですね、はっきりと説明できることではないかと思っております。以上です。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  一応住民税務課から出てきているこの試算の表に関しましては、５年後以降の分も

ですね、試算の額というのは出てきております。 

 やはりなかなか給付事業というのはやめづらい、ましてやこの目的にもあたってい

る部分で、子育てにかかる負担の軽減という部分をなかなかやめるわけにはいけない

のかなと思うところであります。 

 そういった部分で、５年後以降のそういう財源の検討であったり、そういった部分

を含めてこの事業、継続性という部分、総合戦略の２５ページですかね、今、将来性

という部分、５原則のほうにも書かれておりますが、そういった部分を検討されて、

今回の総額１人当たり５０万という部分、計算されてますでしょうか。 

 議  長  暫時休憩します。 

（９時５０分） 

 議  長  会議を再開します。 

（９時５２分） 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  まち・ひと・しごと総合戦略の重点評価指数、重要業績指数ＫＰＩの中でもですね、

これを行うことによって子どもの人数も５年後に３０９人、出生率も年間１３人とい

う目標を立てています。その中で、人口が増えればですね、交付税の算定というのは、

５年ごとですが、人口によっての交付税算定の基準もありますので、そういうふうな

動向を見ながら、やはり増えることによって交付税も増えるので、そういうところも

考えて、事業として取り組むということにしておるところでございます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ということは、この子育て支援の事業ですね、行うことによって、ＫＰＩ、ここで

記載されているのは、現在値、平成２６年度の数値が子どもの数、２０歳未満、２７

８人から、目標値、平成３１年に３０９人をめざす、そこに向けての支援金、それが

達成されるために、この事業を行いますということでよろしいでしょうか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  そこの具体的な事業の最重要事業として、子育てお祝いの事業があっているところ

でございます。 

 また、その下のほうではですね、通学支援とかすくすく子育て支援事業、またいろ

いろ就学の利子補填とかいうふうな事業を行っていくというようなところでござい

ます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  この試算していただいた資料、何度も言って申し訳ないんですけれども。 

 この事業の試算の人数を数えるとですね、平成３１年に３０９人に達していないよ

うな気もするんですけれども。やはり目標値に達するようにしていく部分で試算をし
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ていかないと、なかなか行けないのかなと思うんですが。 

 その辺はあくまでも実績に応じてという形で計算されたんでしょうか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  試算表におきましては、実績を見てですね、そういうふうで試算しているところで

ございます。実績ありきで試算しました。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  私もですね、すごく悪気があってこれを言ってるわけでも何でもなく、やはり子育

て世代のですね、負担の軽減をはかってもらいたいと思って、質問をずっと続けさせ

ていただいているんですが。 

 やはり試算的な部分、今後の継続性であったり、この事業、やはり本当に大切な部

分として残していくために、やはり考え抜いてまず始めていかないと、あとからなか

なかその金額の修正など行いにくい給付事業であるかと思います。 

 そういった部分で、実績に反する試算という部分では、なかなか本当に大丈夫かな。

本当に今、不安な部分としては財源の部分があるかと思います。 

 村長にお聞きしたいと思います。 

 この試算、ＫＰＩに達しておりませんが、やはりこれを行うことでＫＰＩを達成し

ていくという部分で、やはり試算も必要になってくると思いますが、その辺の思いの

部分、お聞かせいただけますでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  やはりこの東峰村のまち・ひと・しごと総合戦略のですね、基となるのが人口減少

対策でありますし、そのために子育て支援、そういったものを重要と考えて、この事

業をやろうとしておりますので、そういったところは作業部会、それから一応推進協

議会、そういったところでも皆さんとの合意には達していると思っております。 

 予算の面等につきましてはですね、先ほど総務課長が説明したとおりでございます

ので、この子育て応援事業、これにつきましては、ＫＰＩ等も含めてですね、やって

いきたいと思っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  村長に最後にお聞きしたいのが、先ほども申しました高校入学時のそういった給付

という部分は、現在の村長のお気持ちとしてお聞きしたい、考える気持ちはありませ

んでしょうか。 

 議  長  村長  

 村  長  議論の中ではですね、私も高校、大学、そういったところについては、一番金が要

るのではないかという考えで、全体の中での議論はさせていただきましたが、あくま

でもこの地方創生の中で、出産それから小中学の支援という形でですね、やはりそう

いった人たちの子育て、そしてそういう若い人たちがこの東峰村に対して移住、定住

しやすいような環境づくり、そういったものを考えて、一応中学生までという形で納

得をしたところであります。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 休  憩  

 議  長  １０時２０分まで休憩します。 

 （９時５８分） 

 再  開  

 議  長  休憩前に引き続き、再開します。 

（１２時００分） 

 議  長  討論、採決につきましては、各議案ごとに行います。 
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 議案第４号「新村民の誕生を祝福する条例を廃止する条例の制定について」 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第４号「東峰村新村民の誕生を祝福する条例を廃止する条例の制定について」

を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 議案第５号「東峰村子育て支援条例の制定について」 

 討論はありませんか。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  議題となっておりますこの議案第５号「東峰村子育て支援条例の制定」に対する修

正動議を提出します。 

 （「５番 高橋議員に賛成します。」の声あり） 

 議  長  高橋議員、簡単に説明をお願いします。 

 ５  番  修正の内容につきましては、配布資料がございますので、資料の配布をお願いいた

します。 

 （資料配布） 

 ５  番  それでは、修正内容の簡単な説明をさせていただきます。 

 執行部より提出されました議案第５号、東峰村子育て支援条例の一部を修正するも

のです。 

 修正案は、定義及び支給額、及び不正受給の返還に対して修正を行うものです。 

 議  長  ただ今、５番 高橋議員から動議が提出されました。 

 所定の賛成者がおりますので、動議は成立いたしました。 

 本件に対して、高橋議員のほか７名から修正動議が提出されましたので、提出者の

説明を求めます。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  議案第５号、東峰村子育て支援条例の制定に対する修正案の説明をさせていただき

ます。 

 議案第５号、東峰村子育て支援条例の制定に対する修正案。 

 議案第５号、東峰村子育て支援条例の一部を次のように修正する。 

 新旧対照表を付けております。 

 修正案の説明をさせていただきます。 

 定義第２条の部分、第２項を追加しております。 

 この条例において、高校学校等とは、学校教育法で定める高等学校等もしくは高等

専門学校等又は特別支援学校等をいう。 

 支給額につきまして、第４条第４号を追加しております。 

 第４号、子どもが高等学校等に中学校卒業年と同年に入学したとき１０万円。 

失礼しました。並びに２号３号も修正しております。 

 子どもが小学校に入学したとき１０万円。第３号、子どもが中学校に入学したとき

１０万円。 

 次のページをお願いいたします。 
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 不正受給の返還について、第７条、変更部分ですね。又は次の各号の１の事由が生

じたときは、支給額の全額又は一部を返還させることができる。 

 第１号、基準日以降１年以内に居住しなくなったとき。第２号、条例第４条第４号

の基準日以降、１年以内に退学等で在学しなくなった時を追加しております。 

 並びに、第２項も追加しております。子どものみが条例第４条第４号の高等学校等

に入学するにあたり、高校教育を受けるうえで、次の各号の理由により、村外に転居

せざるを得ない場合において、村長が認めた場合は、返還を免ずることとする。 

 第１号、村内からの通学が困難な場合、第２号、高等学校等の寮に入寮しなければ

ならない場合。 

 修正案の説明は以上でございます。 

 提案理由を申し上げます。 

 村内の子育て家庭の実態により、高校入学以降に子育てに対する支援が増えること

から、東峰村としては、高校卒業まで子育てを応援するという意思を表すとともに、

執行部案に対し、全体の祝い金を案分し、高校入学時の祝い金の給付を追加するもの

です。以上でございます。 

 議  長  これより、本修正案に対する質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第５号「東峰村子育て支援条例の制定に対する修正案について」 

 賛成の方は、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、修正案どおり可決されました。 

 散  会  

 議  長  これをもちまして、本日の日程は、すべて終了しました。 

 １時３０分まで休憩します。 

 休憩後、予算審査特別委員会を開会します。 

（１２時０８分） 
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 開  議  

 議  長  ただ今の出席議員数は、９名です。 

 定足数に達していますので、本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

（１１時１５分） 

 議  長  これより、各議案の質疑・討論・採決を行います。 

 日程第１  

 議  長  まず、日程第１ 議案第３号「東峰村区長設置条例の制定について」を、議題とい

たします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  この区長条例について、質問をいたします。 

 これも４年間ぐらいの年月をかけて、やっとこの条例制定ということで、非常に感

謝申し上げるところです。 

 なぜ感謝かというと、住民自治の基本的なものが、この区長条例によっても、最初

の１つの足掛かりになるのではないかなというふうに思っておりますが、この議案の

中で１つ質問は、総務課長の説明でありました第７条のですね、この必要な事項は、

村長が別に定める。の中で、行政区の区割りが出てきたと思います。 

 この行政区の区割りというのは、以前よく東福井の例が出されております。自治公

民館が１つだから、区も１つだというふうな話が確か出ていると思います。 

 しかしながら、この自治公民館と行政区の関係は、全く関係ないと私は思っており

ますので、この区割りの関係は、今後どのようにして考えていくのか、まず、先にそ

れを尋ねたいと思います。 

 議  長  村長 

 村  長  なかなか難しい問題でありますけれども、行政区を一緒にしてほしいとかですね、

そういった要望等も、要望等と言いますか、意見も聞いておりますので、現在のとこ

ろは、今の行政区の割合で、関係でいきまして、今後ですね、区長会の中ても、これ

一度議論したところでありますけど、区長会の中で議論をさせていただきたいと思っ

ております。 

 議  長  ８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  この区の割りというのは、私も平成１７年、合併した当時の区長でありました。そ

の中で小石原の区長さんのほうからも、行政区のあり方というのが出たことがありま

す。 

 宝珠山地区においては、１０地区は１０地区のまま、小石原地区については１５地

区が５地区になったということで、この区はどういうことかというふうな質問が出て

ですね、区長の中でも１人か２人の考え方なんですが、やはりこの区割りをどうする

かという考え方は、人口動態によるんじゃないかというふうな意見が出ておりまし

た。これは、小石原の区長さんからの意見です。 

 ですから、やはり人口動態を見ながら、どういうふうに区の再編成とか区割りをし

たほうがいいかというのは、私もそういうふうな人口動態がそうだろうと、それはも

う１つは、地域の長さとかいうこともあるかもしれませんが、基本は、人口動態でど

んなふうに区が再編成になるのかというようなことがあるだろうと思っています。 

 それと、これは、この規則で定めるというのは、区長会の中では、必ず規則の場合

でも提案をしていくということでよろしいでしょうか。 

 議  長  総務課長 
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 総務課長  この第７条に、必要な事項は規則で定めると申しますか、規則に限らず要綱とかそ

ういったものもあるわけでございますが、想定していたものにつきましては、行政区

内のですね、小組合と申しますか、小さい地区ですね、それがどこに所属するか。 

 これで一番ネックになりましたのが、住宅ですね、村内各地に住宅がありますが、

その住宅の名称を、この行政区の中にどのように入れていくか。住宅だけで小組合を

持っているところもありますし、持っていないところもございます。 

 そういったところがありましたので、別に、そういったものはきちんと定めたいと

思っておりますし、あと、区長に行っていただく業務について、職務を第６条で謳っ

ておりますが、具体的な職務についてですね、関係課もございます。どの課に属する

仕事で、どういった内容があると、そういったものを示したほうがですね、区長さん

も分かりやすいと、そういう点もございますので、そういったところはもう条例では

なく規則なり要綱と、そういった形で定めていこうと思っております。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第３号「東峰村区長設置条例の制定について」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第２  

 議  長  次に、日程第２ 議案第６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  今度の改正で少し上がっているということでございます。それで、４月からまた人

事異動等あろうかと思います。 

 ですから、もし異動した場合でもですね、各課の、何と言うですかね、引継ぎ、こ

れをしっかりとしていただくようにですね、職員間、課長だけじゃなくて職員間でも

ですね、そういうことをやっていただきたいと思いますが、いかがですか。 

 議  長  村長 

 村  長  議員お尋ねのとおりですね、このことについてはもう当然のことでございますの

で、そのあたりについては遺漏なきですね、対応をはかっていきたいと思っておりま

す。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 
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 議案第６号「東峰村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第３  

 議  長  次に、日程第３ 議案第７号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第７号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につ

いて」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。  

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第４  

 議  長  次に、日程第４ 議案第８号「東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第８号「東峰村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第５  

 議  長  次に、日程第５ 議案第９号「東峰村小石原焼伝統産業会館の指定管理者の指定に

ついて」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  この内容についてどうのこうのじゃないんですけど、この指定期間が５年間となっ

ておりますので、先ほど伊藤議員から話が出ておりましたけれども、非常にこれは長

すぎるんじゃないかなと感じておりますけど、これは短縮、少なくとも２年とかぐら

いにはできないものでしょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  指定管理につきましては、その施設の安定的な運営等がありますので、期間につい

てはですね、５年程度が望ましいかなと思っております。 

 また、先ほどの伊藤議員の件につきましては、指定管理料につきましてはですね、

また、その辺りは適切に対応等をはかっていきたいと思っております。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第９号「東峰村小石原焼伝統産業会館の指定管理者の指定について」を、お諮

りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第６  

 議  長  次に、日程第６ 議案第１０号「東峰村陶の里館の指定管理者の指定について」を、

議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１０号「東峰村陶の里館の指定管理者の指定について」を、お諮りいたしま

す。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第７  

 議  長  次に、日程第７ 議案第１１号「東峰村交流促進施設鼓の里の指定管理者の指定に

ついて」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  質問ではないような感じになりますが。 

 この、やっぱりどうしても指定管理者の名称、所在のところで、代表取締役社長が

村長澁谷博昭ということで、非常にやっぱり違和感を感じるんですが、この点は。 

 （「次、次です。」の声あり） 

 ８  番  じゃあ、次のほうで質問します。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１１号「東峰村交流促進施設鼓の里の指定管理者の指定について」を、お諮

りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第８  

 議  長  次に、日程第８ 議案第１２号「東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎）の指定管理

者の指定について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

８番 佐々木紀嘉議員 

 ８  番  村長名のところで、代表取締役社長が澁谷博昭社長ということになっていますが、

どうしてもやっぱり違和感を感じます。これについては、別に問題はないということ。 

 議  長  暫時休憩します。 

 議  長  会議を再開します。 

 議  長  村長 

 村  長  問題ないと思います。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１２号「東峰村簡易宿泊施設（ほうしゅ楽舎）の指定管理者の指定について」

を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

 日程第９  
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 議  長  次に、日程第９ 議案第１３号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の

指定について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１３号「東峰村岩屋キャンプ場・山村広場の指定管理者の指定について」を、

お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。  

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１０  

議  長  次に日程第１０ 議案第１４号「東峰村棚田親水公園の指定管理者の指定につい

て」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１４号「東峰村棚田親水公園の指定管理者の指定について」を、お諮りいた

します。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１１  

 議  長  次に、日程第１１ 議案第１５号「東峰村山村文化交流の郷いぶき館の指定管理者

の指定について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  旧宝珠山のほうの施設が４つあります。これは、どれを見ましてもですね、非常に

６００万、７００万というものすごい金額の赤字を出しております。 

 だから、これで本当言うと、私は指定管理料を払わずに、もう潰してもらいたいと、

はっきり思っております。 

 しかしながらそうするとですね、やはりそこで働いている人に迷惑がかかります。
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だけど、やはりこれほどの赤字を毎年、毎年出すんじゃなくて、もう少し鋭意努力を

していただいてですね、利益を上げるような努力をしていただきたいと思っておりま

す。 

 そうしないと、毎年、今から５年間、また１，４００万を毎年支払うような形にな

りますのでですね、そういったところは社長である澁谷村長から、職員の方々にもで

すね、厳しく教育をなされて鋭意努力をしていただけるようにお願いをいたしたいと

思っております。 

 議  長  村長 

 村  長  ふるさと村の代表取締役社長という立場で述べさせていただきますけれども。 

 議員ご指摘のとおりですね、宝珠山ふるさと村につきましては、これは、宝珠山地

区とってはたいへん重要な組織であると思っております。そういった中で、私は、も

っとふるさと村が活発に動いて、そして宝珠山地区の活性化のために寄与していただ

ければと思っております。 

 議員のご指摘を重く受け止めてですね、今後は鋭意運営等にですね、当たっていき

たいと思っております。 

 議  長  他に、質疑。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  直接いぶき館の運営に関わる部分ではございませんが、前回の１２月の一般質問で

も聞かせていただきましたが、その後のマフィンの問題ですね、ふるさと村でどうい

うふうな経過になっておりますでしょうか。 

 もし、進展がありましたら、分かる範囲で結構ですので、ご回答いただけますでし

ょうか。 

 議  長  村長 

 村  長  個人の負債額についてはですね、ご説明をしたとおりでございます。 

 それで、現在、代物弁済と言いますか、元専務のほうの土地、建物については、代

物弁済としてふるさと村のほうに入れていただいております。 

 現在は、あと残りの金額につきまして、支払い計画とか、あと保証人、そういった

ところをやっているんですけれども、なかなかちょっと進展をしておりませんので、

弁護士等にもお願いをしてですね、その進展を現在は図っているところであります。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

６番 梶原文明議員 

 ６  番  全体的な質問になろうかと思いますが。 

 ふるさと村の法人化というのを、村長は検討されているということを、以前お聞き

したと思うんですが、その辺りの進捗状況はどうなっているかを、お聞きしたいと思

います。 

 議  長  村長 

 村  長  その法人化につきましては、本来ですと、１年前にですね、この法人化というのは

できたであろうと思いますけれども、議員ご承知のようにマフィン関係の不祥事等が

ありましたので、現在は、今止まっている状態であります。 

 １日も早くですね、このマフィン関係を片づけて、そして法人関係についてはです

ね、再度仕切り直しをしてやっていきたいと思っております。 

 先ほど申しましたように、この宝珠山地区におきましては、ふるさと村の活性化と

いうのは、是が非でもやっていかなければならないことだと思っておりますので、そ

の点については、今後ともですね、鋭意努力をしていきたいと思っております。 

 議  長  他に、質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 
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 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１５号「東峰村山村文化交流の郷いぶき館の指定管理者の指定について」を、

お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１２  

 議  長  次に、日程第１２ 議案第１６号「平成２７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算

（第４号）について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

７番 髙倉寛視議員 

 ７  番  ７７ページ、財産管理費のところで、一番下に施設改修基金積立金というのがござ

います。 

 今のところ施設改修基金というのは、どういうものに使うのか、積立金はどのくら

いあるのかを教えていただきたいと思います。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  施設改修基金につきましてはですね、２６年度の決算の段階でございますが、１億

３，９５０万ほどございます。 

 施設改修については、どの施設もですね、東峰村に合併して１０年になるわけです

が、小石原庁舎等が今回空調の改修とか、そういったものを、大きな予算を上げてお

ります。 

 そういった関係でですね、やはり老朽化した施設で、まだまだ修理をすれば使える

ものについては、そういった改修を加えていきたいと思っております。 

 宝珠山庁舎におきましても、今回第３会議室等のですね、天井の防音の張替えとか、

そういった小さな工事もございますが、エアコン等になりますと大きな工事になって

まいります。 

 そういったものに対応できるように、この財源についても今回、広域圏の財産組合

の解散に伴う収入がございますので、そういったものをですね、施設改修基金として

積んでおけば、今後の対応がスムーズに行くものかと思っておるところでございま

す。以上です。 

 議  長  他に。 

２番 伊藤均議員 

 ２  番  ページは７９ページ、４款１項９目の委託料の関係なんですが、総合健診委託料、

マイナスの１２０万ということで出ておりますけれども、これについてはですね、受

診者は昨年と同数というようなことで話を聞いたような気がしたんですけれども、こ

のマイナスと。これを戻すということに関してですね、要因は何だったのかというこ

とをお教え願いたいと思いますが。 

 議  長  保健福祉課長 

保健福祉課長  これにつきましてはですね、努力目標と言いますか、ある程度予算の中ではですね、

高めに受診率の設定をしておりますので、少し努力目標を達成できたときの予算組み
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をしております。 

 そして結果的には、申し上げたかと思うんですけれど、台風が２回来ましてですね、

とりあえず現状は維持いたしましたけれども、その努力目標には到達しなかったと。

そこの分の減額になるものでございます。 

 最初から、大体例年実績でこれくらいだろうという予算の立て方もあるかと思うん

ですけれども、やっぱり努力の分をですね、予算の中で入れさせていただいた分を、

到達しませんでしたので、減額の補正をしているところでございます。 

 議  長  他に。 

５番 高橋弘展議員 

 ５  番  ７７ページ、お願いします。 

 ２款３項１目戸籍住民登録費の中の共済費１、２に関してなんですけれども。 

 これは、臨時職員の分で、不足になった分の補正という意味合いでしょうか。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  これにつきましては、マイナンバーカードの発行業務の関係で、国のほうから補助

金が下りるので、その分を臨時職員の賃金に充てるということで、補助金の組み替え

というか、そういうところに使っているところでございます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  総務課からのですね、嘱託、臨時職員の配置の図をいただいた中で、税務関係に臨

時職員の方いらっしゃらないのかなと思ってですね、どういう予算なのかなというこ

とで、ちょっと質問させていただいたんですけれども。 

 議  長  住民税務課長 

住民税務課長  宝珠山庁舎の窓口につきましては総合窓口業務としてですね、保健福祉課と住民税

務課は兼務命令が出てまして、そういう関係で事務処理を行っております。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  意見みたいな形にはなってしまいますけれども。 

 徐々に、いろんな繁雑な業務のために臨時職員増えているという説明はですね、い

ろいろ受けてはおりますけれども、なかなか臨時職員の部分が、見えない部分が多く

てですね、予算面であったりする部分で、以前も小石原の診療所の係の部分での臨時

職員という部分が、いつの間にかまた振り替えになって職員増になったり。 

 今年度の分に関しましては、職員休業の分で、臨時職員の分が復職してもですね、

臨時職員はそのまま、増えたままという、ちょっと分かりにくい状況に対して、説明

があまりされてないのかなという印象を受けます。 

 やはり臨時職員を採用される際は、その辺の説明をしっかりしていただかないとい

けないのかなと思っております。 

 ですので、ぜひとも臨時職員を採用される際にはですね、これはもう村長にも申し

上げたいところではございます。 

 村民の方からよく聞かれるんですよね。あの方、どういう意味で採用されているん

ですかと、いう部分を聞かれます。 

 ちょっと、この直接の予算には関係ございませんが、１つだけお聞きしておきたい

のが、今回、先ほど申しました職員、休業で復職された際にも、まだ臨時職員が１増

になっている部分、そこの説明をいただけますでしょうか。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  臨時職員、嘱託も臨時も両方おるわけでございますが。 

 一定の目標と言いますか、仕事がある上で雇用をやってきているわけですが、特に

臨時職員についてはですね、その仕事が終わったからといって、すぐ解雇すると。そ

ういったこともなかなかできないところもありますし、最初に雇用する段階からです
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ね、１年間は、雇用は本人の辞める意思がない限りは雇用しますということで採用し

てきております。そういった中で、特に保健福祉課のほうでは、そういったマイナン

バーの関係もございましたし、緊急物資がございましたですね、冷蔵庫に入れる、ち

ょっと名前を忘れましたが、ああいったものもまた１年間ですね、ずっと受け付けを

行ったりして来ております。 

 そういったふうに業務は切れずにありますので、そのまま雇用しているということ

がございますので、年の超えての雇用については、また、再度申込みいただいての更

新ということになってまいりますけど、基本的には、できれば１年間は継続して雇用

できるように、システムとしてはしておるところでございます。 

 議  長  ５番 高橋弘展議員 

 ５  番  その辺をですね、ぜひ、すべての村民の方に伝わるようにというのは、もちろん難

しい話ではありますが、議会への説明であったりですね、分かりやすくすることで、

やっぱりちょっとした疑念を生んでですね、職員の方が働きにくい環境にならないよ

うにだけ、ぜひ注意していただきたいなと思うところであります。 

 何か疑念を生んだらですね、あの職員の方はどういう意味で働かれているのかとい

う部分では、やはり庁舎内というかですね、役場内がぎくしゃくしてはもったいない

かなと思いますので、ぜひ、明確にお願いしたいと思います。以上です。 

 議  長  善処をお願いしますということですね。 

 他に質疑はありませんか。 

２番 伊藤均議員 

 ２  番  同じ７７ページのですね、１款１項１目の中で、３節の職員手当の中のですね、時

間外手当が、今度補正で２１０万上がっております。 

 確かに２７年度については、課の編成とかいろいろとですね、必要な残業があった

のかなと、地方創生もありますし、あったのかと思いますけれどもですね、まず、こ

れの時間外の要因的なものがありましたら、お願いしたいと思いますが。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  この３節の中に職員手当として、一般職勤勉手当２０５万５千円、一般職時間外勤

務手当２１０万と、２つを上げております。 

 実際、この節の中には１１種類の手当がございます。 

 まず、扶養手当とか期末手当、時間外手当、管理職手当、日直手当、通勤手当、住

居手当、児童手当、そういったふうに１１種類の手当があるわけですが、その中で増

減の伴う代表的なものに集約したので、こういった形で大きな数字になってきており

ますが。 

 時間外手当については、確かに昨年度よりも伸びております。大きな要因としては、

今回のまち・ひと・しごと創生総合戦略に関係するものもあろうかと思いますし、課

の再編成によって、業務に影響した部分もあったと思っております。 

 そういった関係で実績を見てみますと、そのような時間外の実績が各課から上がっ

てきておりますので、このような補正になったわけでございます。 

 ただ、２７年度についてはですね、特に休日勤務等については、平日等の振替えを

ぜひやってくれということで進めてきており、時間外勤務手当はできるだけ抑えるよ

うな努力は、今後もやっていきたいと思っておるところでございます。以上です。 

 議  長  ２番 伊藤均議員 

 ２  番  ありがとうございました。 

 時間外手当ですね、今年度多いということについて、いろんなことを申し上げる気

はありません。 

 ただですね、基本的に２８年度も休日等は振替えていただくし、努力はしていただ
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けるものと思っています。ただ、なかなか一般的には、あの職員が時間外におって、

何しよるとねと、その中で、じゃあ時間外手当が出てるんねといったようなですね、

疑問の声も聞くこともありますのでですね、極力やはり今この中におられます管理職

の方たちが出ないような努力をですね、ぜひともお願いしたいと。 

その中で、本来言えば、この来年度も予算があって、これで減額修正するぐらいの

ですね、努力をお願いしたいと思います。 

 議  長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。  

 議案第１６号「平成２７年度東峰村一般会計歳入歳出補正予算（第４号）について」

を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１３  

 議  長  次に、日程第１３ 議案第１７号「平成２７年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入

歳出補正予算（第２号）について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１７号「平成２７年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第２

号）について」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１４  

 議  長  次に、日程第１４ 議案第１８号「平成２７年度東峰村国民健康保険事業特別会計

歳入歳出補正予算（第２号）について」を、議題といたします。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 



105 

 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 議案第１８号「平成２７年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算

（第２号）について」を、お諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第１５～

日程第１８ 

 

 議  長  次に、日程第１５ 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算につ

いて」、日程第１６ 議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入

歳出予算について」、日程第１７ 議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険

事業特別会計歳入歳出予算について」、日程第１８ 議案第２２号「平成２８年度東

峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」は、予算審査特別委員会に付託

をいたしました。 

 予算審査特別委員会委員会報告書をお手元に配布しております。 

 それでは、予算審査特別委員会の委員長の報告をお願いします。 

９番 長澤貞義議員 

 ９  番  予算審査特別委員会委員長報告をいたします。 

 平成２８年東峰村議会第２回定例会、３月７日、本会議において、予算審査特別委

員会に付託を受けました件について、会議規則第７６条の規定により、審査結果を報

告いたします。  

 付託を受けた案件は、議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算に

ついて」、議案第２０号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算に

ついて」、議案第２１号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予

算について」、議案第２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

予算について」、以上の４件でありました。 

 審査期日は平成２８年３月９日、１０日、及び本日１１日の３日間で、会計ごとに

慎重に審査を行いました。 

 審査の結果は、原案どおり可決するものと決定しました。 

 予算審査特別委員会の結果については、委員長名で議長宛に文書で報告を済ませて

いることも併せて報告します。 

 以上、付託を受けました案件について、予算審査特別委員会委員長の報告を終わり

ます。 

 議  長  ただ今予算審査特別委員会委員長の報告がなされました。 

 議案第１９号「平成２８年度東峰村一般会計歳入歳出予算について」、議案第２０

号「平成２８年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出予算について」、議案第２１

号「平成２８年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算について」。議案第

２２号「平成２８年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算について」を、一

括して採決を行います。 

 委員会報告書のとおり決定することに賛成の方は、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、委員会報告書のとおり可決されました。 
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日程第１９  

 議  長  次に、日程第１９ 同意第１号「東峰村副村長の選任について」を、議題といたし

ます。 

 説明は終わっていますので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 

 同意第１号「東峰村副村長の選任について」を、お諮りいたします。 

 本案の同意に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、同意することに決定しました。 

日程第２０   

 議  長  次に、日程第２０ 発議第１号「東峰村議会委員会条例の一部を改正する条例の制

定について」を、議題といたします。 

 補足説明を、提出者長澤貞義議員に求めます。 

９番 長澤貞義議員 

 ９  番  ２３７ページをお開きください。 

 発議第１号「東峰村委員会条例の一部を改正する条例の制定について」 

 上記の条例案を別紙のとおり提出する。 

 平成２８年３月７日提出、東峰村議会議員 長澤貞義、同佐々木紀嘉、同高橋弘展。 

 東峰村議会委員会条例の一部を改正する条例、２３８ページですね。 

 東峰村議会委員会条例の一部を次のように改正する。 

 東峰村議会委員会条例、新旧対照表を見てください。 

 現行の中に、右側ですね。総務常任委員会の所管する中に企画政策課がございます

が、この企画政策課を、左側改正案では産業建設常任委員会に所管する移行を提出し

ております。 

 附則として、施行期日第１条、この条例は、平成２８年４月１日より施行する。 

 経過措置として、第２条、この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された

総務常任委員会又は産業建設常任委員会に付議されている事件は、新条例の規定によ

り、それぞれ、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付議されたものと

みます。以上でございます。 

 議  長  補足説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  ないようですから、質疑を終結いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 採決します。 



107 

 

 発議第１号「東峰村議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を、お

諮りいたします。 

 本案に賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  全員賛成です。 

 よって、本案は、原案どおり可決されました。 

日程第２１  

 議  長  次に、日程第２１ 「閉会中の継続調査申出書」を、議題といたします。 

 本件につきましては、議会運営員会、各常任委員会、議会広報特別委員会から、閉

会中の継続調査申し出がなされております。 

 これにつきましては、お手元に配布のとおりであります。 

 これを許可いたします。 

 閉  会  

 議  長  以上をもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、すべて終了いたしま

した。 

 村長より、あいさつの申し出があっています。 

 これを許可いたします。 

村長 

 村  長  閉会にあたりまして一言お礼を申し上げます。 

 ３月７日より本日まで、平成２８年東峰村議会第２回定例会を開催し、議員の皆様

の慎重審議をいただきましたことを、厚くお礼を申し上げます。 

 平成２７年度の補正予算、平成２８年度の当初予算並びに議案審議の中でいただき

ました貴重なご意見、ご提案を、今後の行政運営に生かし、誰もが住みやすくなるよ

うな魅力ある村を目指しまい進していく所存であります。今後とも議員各位のご協力

をよろしくお願いいたします。 

 さて、本日は、あの痛ましい東日本大震災から５年目を迎えます。死者、行方不明

者が１万８千人を超え、未だ約１７万人が避難生活を余儀なくされています。 

 当村におきましても、土石流災害の危険性が高い中で、今後とも安心・安全な村づ

くりにまい進していきたいと思っております。 

 また明日は、東峰学園中学部の１８人の卒業生が、それぞれの進路に旅立っていき

ます。また１８日には、小学部の卒業式が挙行されます。東峰村で育ってよかったと

誇りを持って、都会の子に臆することなくまい進することを願っております。 

 そして４月になると入学式、さらには東峰村消防団の入退団式と公式業務が軒並み

予定されております。議員各位におかれましてはお体をご自愛され、さらにご活躍く

ださいますよう心からお願いを申し上げ、お礼を兼ねた閉会のあいさつといたしま

す。ありがとうございました。 

 議  長  これをもちまして、平成２８年第２回東峰村議会定例会の全日程を終了いたしま

す。 

（１２時０７分） 
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